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様式【総則編】R5.10 

 

 新   旧  修正理由・備考 

 
第１章 計画の策定方針 

１ 計画の目的 

この計画は、町民生活に甚大な被害を及ぼす恐れのある大規模な風水害、地震

災害等に備え、対処するため、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 42

条及び池田町防災会議条例(昭和 38 年８月７日条例第 14 号)第２条の規定に基づ

き、池田町防災会議が作成する計画であって、平成 26 神城断層地震や令和元年東

日本台風災害などの過去の大規模な災害の経験を教訓に、近年の社会構造の変化を

踏まえ、町、県、公共機関、事業者及び町民等が相互に協力し、総合的かつ計画的

な防災対策を推進することにより、かけがえのない町民の生命、身体及び財産を災

害等から保護することを目的とする。 

 

２ 計画の性格 

この計画は、本町における大規模な風水害、地震災害、その他の災害等に対処す

べき予防計画、応急対策計画及び復旧計画について基本的な事項を定めるものとす

る。 

 

３ 他の計画との関係 

この計画は、長野県地域防災計画に抵触するものであってはならず、この計画に

定めのない事項については長野県地域防災計画を準用する。 

 

４ 計画の推進及び修正 

この計画は、防災に係る基本的事項等を定めるものであり、各部局はこれに基づ

き実践的細部計画等を定め、その具体的推進に努めるものとする。 

また、災害対策基本法第 42 条の規定に基づき、毎年検討を加え、必要に応じて

修正を加え、本計画に的確に反映させていくものとする。 

 

５ 長野県強靭化計画の総合目標、基本目標を踏まえた防災計画の作成等 

４ 必要最低限のライフラインを確保し、これらの早期復旧を図ること 

５ 流通・経済活動が停滞しないこと 

７ 被災した方々の生活が元の暮らしに迅速に戻れること 

を踏まえ、本計画の作成及びこれに基づく防災対策の推進を図るものとする。 

 

 

 

  
第１章 計画の策定方針 

１ 計画の目的 

この計画は、町民生活に甚大な被害を及ぼす恐れのある大規模な風水害、

地震災害等に対処するため、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第

42 条及び池田町防災会議条例(昭和 38 年８月７日条例第 14 号)第２条の規

定に基づき、池田町防災会議が作成する計画であって、令和元年東日本台風

災害などの過去の大規模な災害の経験を教訓に、近年の社会構造の変化を踏

まえ、町、県、公共機関、事業者及び町民等が相互に協力し、総合的かつ計

画的な防災対策を推進することにより、かけがえのない町民の生命、身体及

び財産を災害等から保護することを目的とする。 

 

２ 計画の性格 

この計画は、本町における大規模な風水害、地震災害、その他の災害等に対処す

べき予防計画、応急対策計画及び復旧計画について基本的な事項を定める。 

 

３ 他の計画との関係 

この計画は、長野県地域防災計画に抵触するものであってはならず、この計画

に定めのない事項については県の地域防災計画を準用する。 

 

４ 計画の推進及び修正 

この計画は、防災に係る基本的事項を定めるものであり、各部局はこれに基づき

実践的細部計画等を定め、その具体的推進に努める。 

また、災害対策基本法第 42条の規定に基づき、毎年検討を加え、必要に応じて

修正を加える。 

 

５ 長野県強靭化計画の総合目標、基本目標を踏まえた防災計画の作成等 

４ 必要最低限のライフラインを確保し、早期復旧ができること 

５ 流通・経済活動を停滞させないこと 

７ 被災した方々の生活が継続し、日常の生活が迅速に戻ること 

を踏まえ、本計画の作成及びこれらに基づく防災対策の推進を図るものとする。 
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様式【総則編】R5.10 

 新   旧  修正理由・備考 

６ 長野県広域受援計画及び池田町受援計画を踏まえた防災計画の作成等 

この計画は、大規模災害時において国や他県等から広域的な人的・物的応援を円

滑に受け入れ、後方支援を行う広域防災拠点の設置や受援業務の明確化など具体

的な受援体制を構築するために策定した「長野県広域受援計画」とともに池田町の

防災対応を実施するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 長野県広域受援計画及び池田町受援計画を踏まえた防災計画の作成等 

この計画は、大規模災害時において国や他県等から広域的な人的・物的応援を

円滑に受け入れ、後方支援を行う広域防災拠点や受援業務の明確化など具体的な

受援体制を構築するために策定した「長野県広域受援計画」とともに池田町の防

災対応を実施するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国の防災基本計画及

び県の地域防災計画

に合わせて修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式【総則編】R5.10 

 新   旧  修正理由・備考 

第２章 防災の基本理念及び施策の概要 

本町は北安曇郡の南部に位置し、西は北アルプス槍ヶ岳に源を発する高瀬川により

松川村と境し、東は第三紀層中山山地の山嶺により東筑摩郡生坂村と境している。特

に東側は、急傾斜な地形と脆弱な地質を有し、ひとたび台風、集中豪雨が発生すると

地すべり、斜面崩壊、土石流等の広範囲な土砂災害の危険がある中に集落が点在して

いるため、集落が孤立化となる課題を抱えている。また、四季を通じて観光客の入り

込みも多く、国際化社会、高齢化社会にあって、高齢者、障がい者、児童、傷病者、

外国籍町民、外国人旅行者、観光客、乳幼児、妊産婦など特に配慮を要する者（以下

「要配慮者」という。）の増加が進んでいる。 

こうした自然的、社会的条件と近年の高齢化、情報化等社会構造の変化に対応した

防災対策を講ずる必要がある。 

 

１  

(１) 周到かつ十分な災害予防 

ア 災害予防段階における基本理念は以下のとおりである。 

(ア) 災害の規模によっては、ハード対策だけでは被害を防ぎきれない場合も

あることから、ソフト施策を可能な限りすすめ、ハード・ソフトを組み合

わせて一体的な災害対策を推進する。 

(イ) 最新の科学的知見を総動員し、起こり得る災害及びその災害によって引

き起こされる被害を的確に想定するとともに、過去に起こった大規模災害

の教訓を踏まえ、絶えず災害対策の改善を図ることとする。 

イ  

(ウ) 町民の防災活動を促進するため、防災教育等による町民への防災思想・

防災知識の普及、防災訓練の実施等を行う。併せて、自主防災組織等の育

成強化、防災ボランティア活動の環境整備、事業継続体制の構築等企業防

災の促進、災害教訓の伝承により町民の防災活動の環境を整備する。なお、

防災ボランティアについては、自主性に基づきその支援力を向上し、町、

県、住民、他の支援団体と連携・協働して活動できる環境の整備が必要で

ある。 

(２) 迅速かつ円滑な災害応急対策 

イ 災害応急段階における施策の概要は以下のとおりである。なお、関係機関は、

災害応急対策に従事する者の安全の確保を図るよう十分配慮するものとする。 

(エ) 円滑な救助・救急、医療及び消火活動等を支え、また被災者に緊急物資を

供給するため、交通規制、施設の応急復旧、障害物除去等により交通を確

保し、優先度を考慮した緊急輸送を行う。 

第２章 防災の基本理念及び施策の概要 

本町は北安曇郡の南部に位置し、西は北アルプス槍ヶ岳に源を発する高瀬川によ

り松川村と堺し、東は第三紀層中山山脈の屋根により東筑摩郡生坂村と堺している。

特に東側は、急峻な地形、脆弱な地質を有するという自然的条件とひとたび台風、

集中豪雨が発生すると地すべり、斜面崩壊、土石流等の広範囲な土砂災害の危険が

ある中に集落が点在しているため、集落が孤立化となる課題を抱えている。また、

四季を通じて観光客の入り込みも多く、国際化社会、高齢化社会にあって、高齢者、

障がい者、児童、傷病者、外国籍町民、外国人旅行者、観光客、乳幼児、妊産婦など

特に配慮を要する者（以下「要配慮者」という。）の増加が進んでいる。 

こうした自然的、社会的条件等の変化を考慮するとともに、各種の災害発生と情

報化等社会構造の変化に対応した防災対策を講ずる必要がある。 

 

１  

(１) 周到かつ十分な災害予防 

ア 災害予防段階における基本理念は以下のとおりである。 

(ア) 災害の規模によっては、ハード対策だけでは被害を防ぎきれない場合も

あることから、ソフト対策を可能な限りすすめ、ハード・ソフトを組み合

わせた一体的な災害対策を推進する。 

(イ) 最新の科学的知見を総動員し、起こり得る災害及びその災害によって引

き起こされる被害を的確に想定するとともに、過去に起こった大規模災

害の教訓を踏まえ、絶えず災害対策の改善を図る。 

イ 災害予防段階における施策の概要は以下のとおりである。 

(ウ) 町民の防災活動を促進するため、防災教育等による町民への防災思想・

防災知識の普及、防災訓練等を実施するとともに、自主防災組織等の育成

強化、防災ボランティア活動の環境整備、災害時における事業継続体制の

構築等による企業防災の促進、災害教訓の伝承により町民の防災活動の

環境を整備する。なお、防災ボランティアについては、自主性に基づきそ

の支援力を向上し、県、市町村、住民、他の支援団体と連携・協働して活

動できる環境の整備が必要である。 

(２) 迅速かつ円滑な災害応急対策 

イ 災害応急段階における施策の概要は以下のとおりである。なお、関係機関

は、災害応急対策に従事する者の安全を確保するよう十分配慮するものとす

る。 

(エ) 円滑な救助・救急、医療及び消火活動を支え、また被災者に緊急物資を

供給するため、交通規制、施設の応急復旧、障害物除去等により交通を確

保し、優先度を考慮した緊急輸送を行う。 
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様式【総則編】R5.10 

 新   旧  修正理由・備考 

(ク) 指定避難所等で生活する被災者の健康状態の把握等のために必要な活

動を行うとともに、仮設トイレの設置等被災地域の保健衛生活動、防疫活

動を行う。また、迅速な遺体対策を行う。 

(コ) 防犯活動等による社会秩序の維持のための施策の実施を行うとともに、

物価の安定・物資の安定供給のための監視・指導等を行う。 

(サ) 応急対策を実施するための通信施設の応急復旧、二次災害を防止するた

め土砂災害等の危険のある箇所の応急工事、被災者の生活確保のためのラ

イフライン等の施設・設備の応急復旧を行う。二次災害の防止策について

は、危険性の見極め、必要に応じた住民の避難及び応急対策を行う。 

(シ) ボランティア、義援物資・義援金を適切に受け入れる。 

(３) 適切かつ速やかな災害復旧・復興 

ア 災害復旧・復興段階における基本理念は以下のとおりである。 

災害後は、速やかに施設を復旧し、被災者に対して適切な援護を行うことに

より、被災地の復興を図る。 

イ 災害復旧・復興段階における施策の概要は以下のとおりである。 

(イ) 物資、資材の調達計画等を活用し、適正かつ迅速に災害により生じた廃

棄物（以下「災害廃棄物」という。）を処理する。 

(エ) 再度災害の防止とより快適な都市環境を目指して、防災まちづくりを実

施する。 

ウ 町、県、防災関係機関は、互いに連携をとりつつ、これら災害対策の基本的

事項について推進を図るとともに、防災機関の間、住民等の間、住民等と行政

の間で防災情報が共有できるように必要な措置をとるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ク) 指定避難所等で生活する被災者の健康状態の把握等のために必要な活

動を行うとともに、仮設トイレの設置等による保健衛生活動、防疫活動を

行う。また、迅速な遺体対策を行う。 

(コ) 防犯活動等による社会秩序の維持のための施策の実施とともに、物価

の安定・物資の安定供給のための監視・指導等を行う。 

(サ) 二次災害を防止するための危険箇所の応急工事、災害拡大防止の消火・

水防等の災害防止活動、被災者の生活確保のためのライフライン等の施

設・設備、通信施設の応急復旧を行う。なお、二次災害の危険性を見極め、

必要に応じた住民の避難及び応急対策を行う。 

(シ) ボランティア、義援物資・義援金を適切に受入れる。 

(３) 適切かつ速やかな災害復旧・復興 

ア 災害復旧・復興段階における基本理念は以下のとおりである。 

災害後は、速やかに施設を復旧し、被災者に対して適切な援護を行い、被

災地の復興を図る。 

イ 災害復旧・復興段階における施策の概要は以下のとおりである。 

(イ) 物資、資材の調達計画等を活用し、迅速かつ円滑に被災施設の迅速な復

旧を行う。 

(エ) 再度災害の減災のため、快適な都市環境を目指した防災まちづくりを

実施する。 

ウ 町、県、防災関係機関は、互いに連携をとりつつ、これら災害対策の基本

的事項について推進を図るとともに、防災機関の間、町民等の間、町民等と

行政の間で防災情報が共有できるように必要な措置を講じる。 
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様式【総則編】R5.10 

 新   旧  修正理由・備考 

第３章 防災上重要な機関の実施責任と処理すべき事務又は業務の大綱 

第１ 実施責任 

４ 指定地方行政機関 

指定地方行政機関は、町の地域並びに地域住民の生命、身体及び財産を災害か

ら保護するため、指定行政機関及び他の指定地方行政機関と相互に協力し、防災

活動を実施するとともに、町及び県の活動が円滑に行われるよう勧告、指導、助

言等の措置をとる。 

 

５ 指定公共機関及び指定地方公共機関等 

指定公共機関及び指定地方公共機関等は、その業務の公共性又は公益性に鑑

み、自ら防災活動を実施するとともに、町及び県の活動が円滑に行われるようそ

の業務に協力する。 

 

第２ 処理すべき事務又は業務の大綱 

１ 池田町 

(１) 町防災会議、災害警戒本部及び災害対策本部に関すること。 

(２) 防災施設の新設、改良等整備に関すること。 

(５) 災害に関する情報の伝達、収集及び被害調査に関すること。 

 

３ 長野県 

(２) 防災施設の新設、改良等整備に関すること。 

(７) 防災に関する調査研究、訓練の実施、教育及び広報に関すること。 

(８) その他県の所掌事務についての防災対策に関すること。 

(９) 市町村及び指定地方公共機関の災害事務又は業務の実施についての救助

及び調整に関すること。 

(10) 自衛隊の災害派遣要請・撤収に関すること。 

 

５ 指定行政機関 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

(12)関東地方測量部 ア 災害時等における地理空間情報の整備・提供に関するこ

と。 

イ 復旧・復興のための公共測量の指導・助言に関するこ

と。 

ウ 地殻変動の監視に関すること。 

 

 

第３章 防災上重要な機関の実施責任と処理すべき事務又は業務の大綱 

第１ 実施責任 

４ 指定地方行政機関 

指定地方行政機関は、町の地域住民の生命、身体及び財産を災害から保護す

るため、指定行政機関及び他の指定地方行政機関と相互に協力し、防災活動を実

施するとともに、町の活動が円滑に行われるよう勧告、指導助言等の措置を行

う。 

 

５ 指定公共機関及び指定地方公共機関等 

指定公共機関及び指定地方公共機関等は、その業務の公共性又は公益性に鑑

み、自ら防災活動を実施するとともに、町の活動が円滑に行われるようその業務

に協力する。 

 

第２ 処理すべき事務又は業務の大綱 

１ 池田町 

(１) 町防災会議、警戒本部及び災害対策本部に関すること。 

(２) 防災施設の新設、改良及び整備に関すること。 

(５) 情報等に関する伝達、災害の情報収集及び被害調査に関すること。 

 

３ 長野県 

(２) 防災施設の新設、改良及び復旧に関すること。 

   （追加） 

(７) その他県の所掌事務についての防災対策に関すること。 

(８) 市町村及び指定地方公共機関の災害事務又は業務の実施についての救助

及び調整に関すること。 

(９) 自衛隊の災害派遣要請・撤収に関すること。 

 

５ 指定行政機関 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

(12)関東地方測量部 ア 災害時等における地理空間情報の整備・提供に関するこ

と。 

イ 復旧・復興のための公共測量の指導・助言に関するこ

と。 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

国の防災基本計画及

び県の地域防災計画

に合わせて修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式【総則編】R5.10 

 新   旧  修正理由・備考 

 

７ 指定公共機関 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

(2)東日本電信電話㈱長野支

店（松本営業支店）、㈱ＮＴ

Ｔドコモ、ＫＤＤＩ㈱、ソフ

トバンク㈱、楽天モバイル㈱ 

 

ア 電気通信設備の保全に関すること。 

イ 災害非常通話の確保及び気象通報の伝達に関するこ

と。 

 

８ 指定地方公共機関 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

(3)放送事業者 

信越放送㈱ 

㈱長野放送 

㈱テレビ信州 

長野朝日放送㈱ 

長野エフエム放送㈱ 

あづみ野エフエム放送㈱ 

あづみ野テレビ㈱ 

気象予報及び警報、災害情報等広報に関すること。 

(6)大北薬剤師会 災害時における救護活動に必要な医薬品等の提供に関す

ること。 

(8)（一社）長野県建設業協会 災害時における公共施設の応急対策業務の協力に関する

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 指定公共機関 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

(2)東日本電信電話㈱長野支店

（松本営業支店） 

㈱ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ
㈱、ソフトバンクモバイル㈱ 

 

ア 公衆電気通信設備の保全に関すること。 

イ 災害非常通話の確保及び気象通報の伝達に関するこ

と。 

 

 

８ 指定地方公共機関 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

(3)放送各社 

信越放送㈱ 

㈱長野放送 

㈱テレビ信州 

長野朝日放送㈱ 

長野エフエム放送㈱ 

あづみ野エフエム放送㈱ 

あづみ野テレビ㈱ 

気象予報及び警報、災害情報等広報に関すること。 

(6)大北薬剤師会 
災害時における救護活動に必要な医薬品及び医療機材

の提供に関すること。 

(8)（一社）長野県建設業協会 災害時における公共施設の応急対業務の協力に関する

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業者の追加 

 

 

 

 

国の防災基本計画及

び県の地域防災計画

に合わせて修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式【総則編】R5.10 

 新   旧  修正理由・備考 

第４章 池田町の概況 

第１ 自然的条件 

１ 地勢 

池田町は北安曇郡の南部に位置し、西は日本アルプスの峻峰槍ヶ岳に源を発す

る高瀬川によって松川村と接し、東は中山山地の東部において東筑摩郡生坂村に

接している。 

北は大町市、南は安曇野市に接し、東西 6.2㎞、南北 12.8㎞、総面積は 40.16

㎢の範囲を占めている。 

東部山地は第三紀犀川累層、西部は新沖積層の平坦部で、その間の段丘地は旧

沖積層に属し、なお一部に青木層の露出があり、北には特殊火成層の大峰累層が

南北に連なっている。 

地味は一般的に肥沃で、西部平坦地域は砂質土壌で、ここに中心地、大字池田、

会染、中鵜地区がひらけ、東部山間地帯は粘質壌土で、ここには大字広津、陸郷

の集落が散在している。 

 

５ 自然要因にみる災害の要因 

(２) 土砂災害 

東山（中山山地）一帯は、第三紀層の堆積土層で構成され、また、勾配も

急峻であり、長年、地すべり、土砂流出、山崩れに悩まされてきた。 

近年、山間部の過疎化による農地の荒廃化が進んでおり、集中豪雨時の危

険性が高い。 

(４) 台風の進路による影響 

長野県の位置と地形等の条件により、台風の経路が各所に様々な風水害を

もたらす。長野県に影響を及ぼす台風の経路を大別すると、次の四つのコー

スに分けられる。 

エ 県の南部に接近して東進する場合 

南部や東部に大雨が降る典型的な雨台風で、これらの地域に水害をもたら

す。 

 

第２ 社会的条件 

１ 人口 

町の人口は、令和２年国勢調査によると 9,382 人で、世帯数は 3,543 世帯とな

っており、その大半は、池田地区と会染地区に集中している。人口は、少子化に

より減少傾向にあるものの、世帯数は増加傾向にあり、核家族化の進行がうかが

える。 

また、高齢化率も 39％を超えており、高齢者の独居世帯も増加している。 

第４章 池田町の概況 

第１ 自然的条件 

１ 地勢 

池田町は北安曇郡の南部に位置し、西は日本アルプスの峻峰槍ヶ岳に源を発

する高瀬川によって松川村と接し、東は中山山脈の東部において東筑摩郡生坂

村に接している。 

北は大町市、南は安曇野市に接し、東西 6.2㎞、南北 12.8㎞、総面積は 40.16

㎢の範囲を占めている。 

東部山地は第三期犀川累層、西部は新沖積層の平坦部で、その間の段丘地は

旧沖積層に属し、なお一部に青木層の露出があり、北には特殊火成層の大峰累層

が南北に連なっている。 

地味は一般的に肥沃で、西部平坦地域は砂質土壌で、ここに中心地、大字池

田、会染、中鵜地区がひらけ、東部山間地帯は粘質壌土で、ここには大字広津、

陸郷の集落が散在している。 

 

５ 自然要因にみる災害の要因 

(２) 土砂災害 

東山（中山山脈）一帯は、第三期層の堆積土層で構成され、また、勾配も

急峻であり、長年、地すべり、土砂流出、山崩れに悩まされてきた。 

近年、山間部の過疎化による農地の荒廃化が進んでおり、集中豪雨時の

危険性が高い。 

(４) 台風の進路による影響 

長野県の位置と本町の地形のもつ条件により、台風の経路等により各所

に風水害をもたらす。長野県に影響を及ぼす台風を経路により大別すると、

次の四つのコースに分けられる。 

エ 県の南部を接近して東進する場合 

南部や東部に大雨が降る典型的な雨台風で、これらの地域に水害をもた

らす。 

 

第２ 社会的条件 

１ 人口 

町の人口は、令和２年国勢調査によると 9,382 人で、世帯数は 3,543 世帯と

なっており、その大半は、池田地区と会染地区に集中している。人口は、少子化

により減少傾向にあるものの、世帯数は増加傾向にあり、核家族化の進行がうか

がわれる。 

また、高齢化率も 39％を超えており、高齢者の独居世帯も増加している。 

 

 

 

 

 

文言の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国の防災基本計画及

び県の地域防災計画

に合わせて修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式【総則編】R5.10 

 新   旧  修正理由・備考 

産業別就業者数は、第１次産業 416 人（8.9％）第２次産業 1,316 人（28.1％）、

第３次産業 2,904 人（62％）で、第１次産業は減少傾向が続いている。 

 

 

２ 土地利用状況 

町の総面積 4,016 ㏊の土地利用は、40％以上が山林・原野で北部の広津地区及

び東部の陸郷地区に集中している。 

一方、農地は、平地の広がる池田地区や会染地区で田を主体とした土地利用形

態となっている。宅地は、町の中心部である池田地区の市街地では集中している

が、その他の地域では分散しており、特に山間部では小規模の集落が点在する形

になっている。 

 

４ 社会的条件にみる災害の要因 

(１) 昼間人口の減少 

高齢化の進展による要配慮者の増加、生活圏の広域化による昼間の留守家

庭の増加は被害を大きくする要因である。加えて、消防団員の確保難も懸念

材料となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産業別就業者数は、第１次産業 444 人（9.3％）第２次産業 1,374 人（28.7％）、

第３次産業 2,971 人（62％）で、第１次産業は減少傾向が続いており、逆に第

３次産業が増加している。 

 

２ 土地利用状況 

町の総面積 4,016 ㏊の土地利用は、50％が山林で北部の広津地区及び東部の

陸郷地区に集中している。 

一方、農地は、平地の広がる池田地区や会染地区で田を主体とした土地利用

形態が中心となっている。宅地は、町の中心部である池田地区の市街地では集中

しているが、その他の地域では分散しており、特に山間部では小規模の集落が点

在する形になっている。 

 

４ 社会的条件にみる災害の要因 

(１) 昼間人口の減少 

高齢化の進展による災害弱者の増加、生活圏の広域化による昼間の留守

家庭の増加は被害を大きくする要因である。加えて、消防団員の確保難も

懸念材料となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時点修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害対策基本法に合

わせて修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式【総則編】R5.10 

 新   旧  修正理由・備考 

第５章 災害記録と被害想定 

第 1 池田町等における主な災害記録 

発 生 年 被 害 の 概 要 

平成26年

（2014） 

2・14～15 平地で 89 ㎝の過去最高積雪により、除雪作業が難航。交通に多
大な支障をもたらし、広津地区、陸郷地区の一部が孤立した。車庫、農業施
設の倒壊等による大きな被害が多発。 

 

第２ 被害想定 

２ 想定地震等 

長野県では、県内や周辺地域で大地震が起きた場合の「第３次長野県地震被害

想定調査報告書」を平成 27 年３月に発表した。糸魚川静岡構造線断層帯につい

ては、これまで北部・中部・南部に３区分して評価を行っていたが、地震調査研

究推進本部地震調査委員会（2015）は、新たな知見に基づき、北部・中北部・中

南部・南部の４つの区間に再区分して評価を行った。 

中北部区間(明科―諏訪湖南方)は、長期評価で予想した地震規模マグニチュー

ド（Ｍ）7.6 程度、30 年以内発生確率は 13 パーセントから 30 パーセント、50 年

以内では、20 パーセントから 50 パーセントとしている。我が国の活断層におけ

る相対的評価はＳランクであり、大規模な被害の発生が予想されている。 

この活断層系については、かねてから調査され（図参照）、約 1,200 年以降、

800 年前以前に大地震が起きたことが分かっている。現在もアセスメントが実施

されており、その報告を注意深く見守りつつ、常に地震に対する備えに努める必

要がある。 

 

３ 地震の規模等 

⑤ 糸魚川-静岡構造線断層帯の地震における評価 

評価単位区間 規模 
30 年以内 

発生確率 

50 年以内 

発生確率 

100 年以内 

発生確率 

北部区間(小谷-明科) 
M7.7 程

度 

0.009%－

16% 

0.02%－

20% 
0.05%-40% 

中北部区間(明科-諏訪湖南方) 
M7.6 程

度 
14%－30% 20%-50% 40%-70% 

文献：地震調査研究推進本部地震調査委員会(2023 年１月) 

第５章 災害記録と被害想定 

第 1 池田町等における主な災害記録 

発 生 年 被 害 の 概 要 

平成26年

（2014） 

2・14～15 平地で 89 ㎝の過去最高積雪により、除雪作業が難航。交通に
多大な支障をもたらし、広津地区、陸郷地区の一部が孤立した。車庫、農
業施設の倒壊等に大きな被害が多発。 

 

第２ 被害想定 

２ 想定地震等 

長野県では、県内や周辺地域で大地震が起きた場合の「第３次長野県地震被

害想定調査報告書」を平成 27 年３月に発表した。糸魚川静岡構造線断層帯に

ついては、これまで北部・中部・南部に３区分して評価を行っていた。地震調

査研究推進本部地震調査委員会（2015）は、その後に得られた新たな知見に基

づき、北部・中北部・中南部・南部の４つの区間に再区分して評価を行った。

中北部区間(明科―諏訪湖南方)は、長期評価で予想した地震規模マグニチュー

ド（Ｍ）7.6 程度、30 年以内発生確率は 13 パーセントから 30 パーセント、50

年以内では、20 パーセントから 50 パーセントとしている。我が国の活断層に

おける相対的評価はＳランクであり、大規模な被害の発生が予想されている。 

この活断層系については、かねてから調査され（図参照）、約 1,200 年前に

大地震が起きたことが分かっている。現在もアセスメントが実施されており、

その報告を注意深く見守りつつ、常に地震に対する備えに努める必要がある。 

 

 

３ 地震の規模等 

⑤ 糸魚川-静岡構造線断層帯の地震における評価 

評価単位区間 規模 
30 年以内 

発生確率 

50 年以内 

発生確率 

100 年以内 

発生確率 

北部区間(小谷-明科) 
M7.7 程

度 

0.008%－

15% 

0.02%－

20% 
0.05%-40% 

中北部区間(明科-諏訪湖南方) 
M7.6 程

度 
13%－30% 20%-50% 40%-70% 

文献：地震調査研究推進本部地震調査委員会(2015) 

 

 

 

 

 

 

国の防災基本計画及

び県の地域防災計画

に合わせて修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時点修正 

 



 

 

 

池田町地域防災計画 

風水害対策編 

 

 

 

 

（令和５年 10月修正） 

 

 

新旧対照表 

 
 



様式【風】第１章 

 

 

 新   旧  修正理由・備考 

 第１節 風水害に強いまちづくり 
第３ 計画の内容 

２ 風水害に強いまちづくり 

(２) 実施計画 

ア 風水害に強いまちの形成 

(ア) 治水・防災・まちづくり・建築を担当する各部局の連携の下、有識者

の意見を踏まえ、豪雨、洪水、土砂災害等に対するリスクの評価につい

て検討するものとする。特に、豪雨や洪水のリスク評価に際しては、浸

水深や発生頻度等を踏まえて検討するよう努めるものとする。また、こ

れらの評価を踏まえ、防災・減災目標を設定するよう努めるものとす

る。 

(ク) 危険な盛土が確認された場合は、各法令に基づき、速やかに撤去命令

等の是正指導を行う。また、その内容について、市町村と情報共有を行

うとともに、必要に応じて住民への周知を図るものとする。 

(ケ) 道路防災対策等を通じて、強靭で信頼性の高い道路網の整備を図るも

のとする。また、避難路、緊急輸送路など防災上重要な経路を構成する道

路について、災害時の交通の確保を図るため、必要に応じて、区域を指定

して道路の占用の禁止又は制限を行うとともに、国が促進する一 般送配

電事業者、電気通信事業者における無電柱化の取組と連携しつつ、無電

柱化の促進を図るものとする。 

 

 

(コ) 以下の事項を重点として総合的な風水害対策を推進することによ

り、風水害に強いまちを形成するものとする。 

ｎ 山地災害危険地区等における治山施設の整備等のハード対策と、山

地災害危険地区に係る監視体制の強化、情報提供等のソフト対策の一

体的な実施や、地域の避難体制との連携による減災効果の向上を図る

とともに、森林の整備・保全の推進により、山地災害危険地区の総合

的な山地災害対策を推進 

特に、尾根部からの崩落等による土砂流出量の増大、流木災害の激甚

化、広域にわたる河川氾濫など、災害の発生形態の変化等に対応するた

め、流域治水の取組と連携しつつ、土砂流出の抑制、森林土壌の保全強

化、流木対策を推進 

 また、脆弱な地質地帯における山腹崩壊等対策や巨石・流木対策な

どを複合的に組み合わせた治山対策を推進するとともに、住民等と連

携した山地災害危険地区等の定期点検を実施 

 

 

  第１節 風水害に強いまちづくり 
第３ 計画の内容 

２ 風水害に強いまちづくり 

(２) 実施計画 

ア 風水害に強いまちの形成 

（ア）治水・防災・まちづくり・建築を担当する各部局の連携の下、有識

者の意見を踏まえ、豪雨、洪水、土砂災害等に対するリスクの評価に

ついて検討するものとする。また、前述の評価を踏まえ、防災・減災

目標を設定するよう努めるものとする。 

 

 

（新設） 

 

 

(ク) 広域物資輸送拠点、地域内輸送拠点を経て、各指定避難所への支援

物資を届けるための緊急輸送ルートの確保を早期に確実に図るため、

主要な市街地等と高速道路のアクセス強化、ネットワーク機能の向上、

道路情報ネットワークシステム、道路防災対策等を通じて安全性、信頼

性の高い道路網の整備を図るものとする。また、避難路、緊急輸送路な

ど防災上重要な経路を構成する道路について、災害時の交通の確保を図

るため、必要に応じて、区域を指定して道路の占用の禁止又は制限を行

うとともに、無電柱化の促進を図る。 

(ケ) 以下の事項を重点として総合的な風水害対策を推進することによ

り、風水害に強いまちを形成するものとする。 

ｎ 山地災害危険地区、地すべり危険箇所等における山地治山、防災林

造成、地すべり防止施設の整備及び山地災害危険地区の周知等の総合

的な山地災害対策の推進 

特に、流木災害が発生するおそれのある森林については、流木捕捉

式治山ダムの設置や間伐等の森林整備などの対策を推進 

 また、脆弱な地質地帯における山腹崩壊等対策や巨石・流木対策

などを複合的に組み合わせた治山対策を推進するとともに、住民等と

連携した山地災害危険地区等の定期点検を実施 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

国の防災基本計画及
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 新   旧  修正理由・備考 

エ 災害応急対策等への備え 

(カ) 他の関係機関と連携の上、災害時に発生する状況を予め想定し、

災害対応を時系列で整理した防災行動計画（タイムライン）を作成

するよう努めるものとする。また、災害対応の検証等を踏まえ、必

要に応じて同計画の見直しを行うとともに、平時から訓練や研修等

を実施し、同計画の効果的な運用に努めるものとする。 

(キ) 随意契約の活用による速やかな災害応急対策ができるよう、建設

業団体等との災害協定の締結を推進するものとする。 

(ク) 災害応急対策への協力が期待される建設業団体等の担い手の確

保・育成に取り組むものとする。 

(ケ) 病院、要配慮者に関わる社会福祉施設等の人命に関わる重要施設

の管理者は、発災後 72 時間の事業継続が可能となる非常用電源を

確保するよう努めるものとする。 

(コ) 平常時より、災害による被害が予測される空家等の状況の確認に

努めるものとする。 

 

第３節 情報の収集・連絡体制計画 

第３ 計画の内容 

３ 通信手段の確保 

(２) 実施計画 

オ 衛星携帯電話、ＭＣＡ移動無線、公共安全ＬＴＥ（ＰＳ－ＬＴＥ）等の移動

系の応急対策機器の整備を図るものとする。 

 

第４節 活動体制計画 

第３ 計画の内容 

３ 防災中枢機能等の確保 

(１) 現状及び課題 

災害時に応急対策の中心的役割を果たす各機関の施設、設備について

は、災害に対する安全性の確保等に努める必要がある。 

また、再生可能エネルギー等の代替エネルギーシステムや電動車の活用

を含めた自家発電設備、LP ガス災害用バルク等の燃料貯蔵設備の整備

や、通信途絶に備えた衛星通信の整備等非常用通信手段の確保が必要であ

る。 

さらに、施設の点検、補強等を実施する他、施設使用不能時に応急対策

の中心となる代替施設の確保を図る必要がある。 

エ 災害応急対策等への備え 

（新設） 

 

 

 

 

(カ) 随意契約の活用による速やかな災害応急対策ができるよう、建設

業団体等との災害協定の締結を推進するものとする。 

(キ) 災害応急対策への協力が期待される建設業団体等の担い手の確

保・育成に取り組むものとする。 

(ク) 病院、要配慮者に関わる社会福祉施設等の人命に関わる重要施設

の管理者は、発災後 72 時間の事業継続が可能となる非常用電源を

確保するよう努めるものとする。 

(ケ) 平常時より、災害による被害が予測される空家等の状況の確認に

努めるものとする。 

 

第３節 情報の収集・連絡体制計画 

第３ 計画の内容 

３ 通信手段の確保 

(２) 実施計画 

オ 衛星携帯電話、ＭＣＡ移動無線等の移動系の応急対策機器の整備を図るも

のとする。 

 

第４節 活動体制計画 

第３ 計画の内容 

 

３ 防災中枢機能等の確保 

(１) 現状及び課題 

災害時に応急対策の中心的役割を果たす各機関の施設、設備について

は、災害に対する安全性の確保等に努める必要がある。 

また、代替エネルギーシステムや電動車の活用を含めた自家発電設備、

LP ガス災害用バルク等の燃料貯蔵設備の整備や、通信途絶に備えた衛星

通信の整備等非常用通信手段の確保が必要である。 

さらに、施設の点検、補強等を実施する他、施設使用不能時に応急対策

の中心となる代替施設の確保を図る必要がある。 

国の防災基本計画及

び県の地域防災計画

に合わせて修正 
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 新   旧  修正理由・備考 

第５節 広域相互応援計画 

第３ 計画の内容 

１ 防災関係機関相互の連携体制整備 

(２) 実施計画 

エ 国や他の地方公共団体等からの応援職員等を迅速・的確に受け入れて情

報共有や各種調整等を行うための受援体制の整備に努めるものとする。特

に、庁内全体及び各業務担当部署における受援担当者の選定や応援職員等

の執務スペースの確保を行うものとする。その際、感染症対策のため、適切

な空間の確保に配慮するものとする。 

２ 県内全市町村間の相互応援協定 

(１) 現状及び課題 

県内 77 市町村間において相互応援を行う「長野県市町村災害時相互応援

協定」を締結されている。 

このほか県内市町村が、他の地方公共団体と相互応援等の協定を締結し

ているのは、令和４年９月１日現在、215 協定である。 

今後は、これらの協定に基づき平常時から連携強化を図り、相互応援体

制を確立する必要がある。 

 

第６節 救助・救急・医療計画 

第３ 計画の内容 

１ 救助・救急用資機材の整備 

(１) 現状及び課題 

令和５年４月１日現在、北アルプス広域消防本部が保有する救助救急車

両の保有台数は、救助工作車１台、高規格救急自動車５台であり、令和２

年 10 月にははしご付消防自動車を更新した。北アルプス広域消防計画の

消防力整備計画に基づき増強、更新されている。なお、消防団、自主防災

組織等を中心とした救助・救急活動に必要な資機材の増強整備、分散配置

及び平常時からの訓練の実施も必要である。 

また、災害時に備え救助・救出用資機材の整備を図るとともに、災害時

に借受けが必要な資機材及び不足が見込まれる資機材については、あらか

じめ借受け先を定めておく必要がある。 

２ 医療用資機材等の備蓄 

(１) 現状及び課題 

災害等緊急時に必要とされる医療用資機材、医薬品等については、長野県

医薬品卸協同組合及び長野県医療機器販売業協会において、初期治療用医薬

品等 43品目を県下 13箇所に、衛生材料 24品目を県下６箇所に常時備蓄を

第５節 広域相互応援計画 

第３ 計画の内容 

１ 防災関係機関相互の連携体制整備 

(２) 実施計画 

エ 国や他の地方公共団体等からの応援職員等を迅速・的確に受け入れて情

報共有や各種調整等を行うための受援体制の整備に努めるものとする。特

に、庁内全体及び各業務担当部署における受援担当者の選定や応援職員等

の執務スペースの確保を行うものとする。その際、新型コロナウイルス感

染症を含む感染症対策のため、適切な空間の確保に配慮するものとする。 

２ 県内全市町村間の相互応援協定 

(１) 現状及び課題 

県内 77 市町村間において相互応援を行う「長野県市町村災害時相互応

援協定」を締結している。 

今後は、これらの協定に基づき平常時から連携強化を図り、相互応援体

制を確立する必要がある。 

 

 

 

 

第６節 救助・救急・医療計画 

第３ 計画の内容 

１ 救助・救急用資機材の整備 

(１) 現状及び課題 

令和４年４月１日現在、北アルプス広域消防本部が保有する救助救急車

両の保有台数は、救助工作車１台、高規格救急自動車５台であり、令和２

年 10 月はしご付消防自動車を更新した。北アルプス広域消防計画の消防

力整備計画に基づき増強、更新されている。なお、消防団、自主防災組織

等を中心とした救助・救急活動に必要な資機材の増強整備、分散配置及び

平常時からの訓練の実施も必要である。 

また、災害時に備え救助・救出用資機材の整備を図るとともに、災害時

に借受けが必要な資機材及び不足が見込まれる資機材については、あらか

じめ借受け先を定めておく必要がある。 

２ 医療用資機材等の備蓄 

(１) 現状及び課題 

災害等緊急時に必要とされる医療用資機材、医薬品等については、長野

県医薬品卸協同組合及び長野県医療機器販売業協会において、初期治療用
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 新   旧  修正理由・備考 

するとともに同組合及び同協会と県が平成 30年３月新たに協定を結び、連携

体制の強化を図ったところである。また、（一社）日本産業・医療ガス協会関

東地域本部長野県支部との協定に基づき、医療ガスの確保を図っている。さ

らには日本赤十字社長野県支部、（一社）長野県医師会、（一社）長野県歯科

医師会、（一社）長野県薬剤師会等の関係機関においても備蓄を行い、災害

時に備えている。 

また、血清・ワクチンについては関係機関に常時保管しており、輸血用

血液については、県下２箇所の血液センターに常時備蓄している。町にお

いては、これらの備蓄、調達計画の樹立に努めている。 

このような中で、災害時における医薬品等の供給に関する情報収集及び

連絡体制、医薬品等の搬送体制、保管・管理体制の整備が必要となるとと

もに、地域での中心的な役割を果たす病院における備蓄体制の強化につい

て、災害医療体制全体の中での位置づけが必要となる。 

 

第７節 消防・水防活動計画 

第３ 計画の内容 

２ 水防計画 

(２) 実施計画 

イ 水防倉庫の整備及び水防用・応急復旧用資機材の備蓄のほか、次に掲げ

る事項 

(イ) 緊急時に使用できる農家、資材業者等の資機材在庫量の把握及び協力

体制の整備 

エ 平常時における河川、遊水池等の水防対象箇所の巡視 

ク 他の水防管理団体との相互応援協定の締結 

ケ 浸水想定区域に指定された区域ごとに、洪水予報等の伝達方法、指定緊

急避難場所、指定避難所等の避難計画の作成及び洪水予報等の伝達体制を

整備する。 

コ 浸水想定区域内にある配慮者利用施設（主として高齢者、障がい者、乳

幼児等の要配慮者が利用する施設をいう。以下同じ。）で、洪水時に避難

の必要が認められる施設、大規模工場等で洪水時に浸水の防止を図る必要

が認められる施設等の名称及び所在地を定めるとともに、施設の洪水予報

等の伝達体制の整備 

 

 

 

医薬品等 43 品目を県下 13 箇所に、衛生材料 24 品目を県下６箇所に常時

備蓄をするとともに同組合及び同協会と県が平成 30年３月新たに協定を結

び、連携体制の強化を図ったところである。また、（一社）日本産業・医療

ガス協会関東地域本部長野県支部との協定に基づき、医療ガスの確保を図

っている。さらには日本赤十字社長野県支部、（一社）長野県医師会、（一

社）長野県歯科医師会、（一社）長野県薬剤師会等の関係機関においても備

蓄を行い、災害時に備えている。 

また、血清・ワクチンについては関係機関に常時保管しており、輸血用

血液については、県下３箇所の血液センターに常時備蓄している。 

町においては、これらの備蓄、調達計画を策定する必要がある。 

このような中で、災害時における医薬品等の供給に関する情報収集及び

連絡体制、医薬品等の搬送体制、保管・管理体制の整備が必要となるとと

もに、地域での中心的な役割を果たす病院における備蓄体制の強化につい

て、災害医療体制全体の中での位置づけが必要となる。 

 

第７節 消防・水防活動計画 

第３ 計画の内容 

２ 水防計画 

(２) 実施計画 

イ 水防倉庫の整備及び水防用・応急復旧用資機材の備蓄のほか、次に掲げ

る事項 

(イ) 緊急時に使用できる民家、資材業者等の資機材在庫量の把握及び協

力体制の整備 

エ 平常時における河川等の水防対象箇所の巡視 

ク 他の水防管理団体との相互応援協定 

ケ 浸水想定区域に指定された区域ごとに、洪水予報等の伝達方法、指定緊

急避難場所、指定避難所等の避難計画の策定及び洪水予報等の伝達体制の

整備 

コ 浸水想定区域内にある主として高齢者、障がい者、乳幼児等の要配慮者

が利用する施設（以下「要配慮者利用施設」という。）で、洪水時に避難

の必要が認められる施設、大規模工場等で洪水時に浸水の防止を図る必要

が認められる施設等の名称及び所在地を定めるとともに、施設の洪水予報

等の伝達体制を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設の統合に伴う修

正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県の地域防災計画に

合わせて修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式【風】第１章 

 

 新   旧  修正理由・備考 

第１１節 避難の受入活動計画 

第３ 計画の内容 

１ 避難計画の策定等 

(２) 実施計画 

ア 県及び町が実施する計画 

 

（削除） 

 

 

 

（削除） 

 

 

（削除） 

 

 

 

ウ 避難計画の作成 

(キ) 避難の心得、知識の普及啓発に関する事項 

ｃ 避難時の周囲の状況等により、屋内に留まっていた方が安全な場合

等やむを得ないときは、緊急安全確保を講ずべきことにも留意するも

のとする。 

２ 避難場所の確保 

(２) 実施計画 

ア 町は、都市公園、公民館、学校等の公共的施設を対象に、地域的な特性や

過去の教訓、想定される災害、感染症対策等を踏まえ、その管理者の同意を

得た上で災害の危険が切迫した緊急時において安全が確保される指定緊急

避難場所及び避難者が避難生活を送るために必要十分な指定避難所につい

て、必要な数、規模の施設等をあらかじめ指定し、平常時から、指定避難所

の場所、収容人数等について、町民への周知徹底を図るものとする。 

また、災害時に指定避難所の開設状況や混雑状況等を周知することも想定

し、ホームページやアプリケーション等の多様な手段の整備に努めるものと

する。 

なお、指定した指定緊急避難場所、指定避難所については、町地域防災計

画に掲載するものとする。 

 

第１１節 避難の受入活動計画 

第３ 計画の内容 

１ 避難計画の策定等 

(２) 実施計画 

ア 県及び町が実施する計画 

(カ)  地域振興局及び町は、新型コロナウイルス感染症を含む感染症の自

宅療養者等の被災に備えて、保健所との連携の下、ハザードマップ等

に基づき、ハイリスク自宅療養者が危険エリアに居住しているか確認

を行うよう努めるものとする。 

(キ) 保健所は、自宅療養等開始時に、ハイリスク自宅療養者に対し、避

難の確保に向けた情報を提供するものとする。 

 

(ク)  自宅療養者等の避難の確保を図るため、町は、突発災害時等にも自

宅療養者等がすぐに避難できるよう、自宅療養者等の避難先の確保に

努めるものとする。県は、事前に風水害などが予想される場合には、

感染拡大防止のため、可能な限り宿泊療養施設で自宅療養者等を受け

入れられるよう調整に努めるものとする。 

ウ 避難計画の作成 

(キ) 避難の心得、知識の普及啓発に関する事項 

ｃ 避難時の周囲の状況等により、屋内に留まっていた方が安全な場合

等やむを得ないときは、屋内安全確保等安全措置をとるべきことにも

留意するものとする。 

２ 避難場所の確保 

(２) 実施計画 

ア 町は、都市公園、公民館、学校等の公共的施設を対象に、地域的な特性や

過去の教訓、想定される災害、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対

策等を踏まえ、その管理者の同意を得た上で災害の危険が切迫した緊急時

において安全が確保される指定緊急避難場所及び避難者が避難生活を送る

ために必要十分な指定避難所について、必要な数、規模の施設等をあらかじ

め指定し、平常時から、指定避難所の場所、収容人数等について、町民への

周知徹底を図るものとする。 

また、災害時に指定避難所の開設状況や混雑状況等を周知することも想定

し、ホームページやアプリケーション等の多様な手段の整備に努めるものと

する。 

なお、指定した指定緊急避難場所、指定避難所については、町地域防災計

画に掲載するものとする。 

 

 

 

新型コロナウイルス

感染症の５類移行に

伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国の防災基本計画及

び県の地域防災計画

に合わせて修正 

 

 

新型コロナウイルス

感染症の５類移行に

伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

国の防災基本計画及

び県の地域防災計画

に合わせて修正 

 



様式【風】第１章 

 

 新   旧  修正理由・備考 

イ 指定避難所内の一般スペースでは生活することが困難な障がい者、医療

的ケアを必要とする者等の要配慮者のため、必要に応じて福祉避難所とし

て指定避難所を指定するよう努めるものとする。特に、医療的ケアを必要

とする者に対しては、人工呼吸器や吸引器等の医療機器の電源の確保等の

必要な配慮をするよう努めるものとする。 

 

３ 避難所の確保 

(２) 実施計画 

イ 指定避難所内の一般スペースでは生活することが困難な障がい者、医療

的ケアを必要とする者等の要配慮者のため、必要に応じて福祉避難所とし

て指定避難所を指定するよう努めるものとする。特に、医療的ケアを必要

とする者に対しては、人工呼吸器や吸引器等の医療機器の電源の確保等の

必要な配慮をするよう努めるものとする。 

サ 指定避難所における備蓄倉庫、貯水槽、井戸、仮設トイレ、マンホール

トイレ、マット、簡易ベッド、非常用電源、衛星携帯電話等の通信機器の

ほか、空調、洋式トイレ等避難の実施に必要な施設・設備の整備に努め、

要配慮者にも配慮するものとする。また、停電時においても、施設・設備

の機能が確保されるよう、再生可能エネルギーの活用を含めた非常用発電

設備等の整備に努めるものとする。 

ス 指定避難所又はその近傍で、地域完結型の備蓄施設を確保し、食料、

水、携帯トイレ、簡易トイレ、非常用電源、常備薬、マスク、消毒液、エ

アベッド等の簡易ベッド（以下「エアベッド等」という。）、パーティシ

ョン、炊き出し用具、毛布等避難生活に必要な物資や感染症対策に必要な

物資等の備蓄に努めるものとする。また、灯油、ＬＰガスなどの常設に努

めるものとする。また、備蓄品の調達にあたっては、要配慮者、女性、子

供にも配慮するものとする。 

チ 「長野県避難所運営マニュアル策定指針」（令和４年３月改定）、長野

県避難所 TKB スタンダード（長野県危機管理部）、「池田町避難所運営

マニュアル」(令和５年５月改定池田町総務課危機管理対策室)等を参考と

して、各避難所の運営マニュアル等の整備に努めるものとする。 

ヌ 町及び各指定避難所の運営者は、指定避難所の良好な生活環境の継続的

な確保のために、専門家、ＮＰＯ・ボランティア等との定期的な情報交換

に努めるものとする。 

 

 

 

 

イ 指定避難所内の一般スペースでは生活することが困難な障がい者等の要

配慮者のため、必要に応じて福祉避難所として指定避難所を指定するよう

努めるものとする。 

 

 

 

３ 避難所の確保 

(２) 実施計画 

イ 指定避難所内の一般スペースでは生活することが困難な障がい者等の要

配慮者のため、必要に応じて福祉避難所として指定避難所を指定するよう

努めるものとする。 

 

 

サ 指定避難所における備蓄倉庫、貯水槽、井戸、仮設トイレ、マンホール

トイレ、マット、簡易ベッド、非常用電源、衛星携帯電話等の通信機器の

ほか、空調、洋式トイレ等避難の実施に必要な施設・設備の整備に努め、

要配慮者にも配慮するものとする。 

 

 

ス 指定避難所又はその近傍で、地域完結型の備蓄施設を確保し、食料、

水、携帯トイレ、簡易トイレ、非常用電源、常備薬、マスク、消毒液、エ

アベッド等の簡易ベッド（以下「エアベッド等」という。）、パーティシ

ョン、炊き出し用具、毛布等避難生活に必要な物資や新型コロナウイルス

感染症を含む感染症対策に必要な物資等の備蓄に努めるものとする。ま

た、灯油、ＬＰガスなどの常設に努めるものとする。また、備蓄品の調達

にあたっては、要配慮者、女性、子供にも配慮するものとする。 

チ 「長野県避難所運営マニュアル策定指針」（令和２年７月改定）、長野

県避難所 TKB スタンダード（長野県危機管理部）、「池田町避難所運営

マニュアル」(令和３年５月改定池田町総務課危機管理対策室)等を参考と

して、各避難所の運営マニュアル等の整備に努めるものとする。 

ヌ 町及び各指定避難所の運営者は、指定避難所の良好な生活環境の継続的

な確保のために、専門家等との定期的な情報交換に努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

国の防災基本計画及

び県の地域防災計画

に合わせて修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス

感染症の５類移行に

伴う修正 

 

時点修正 

 

 

 

 

国の防災基本計画及

び県の地域防災計画

に合わせて修正 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式【風】第１章 

 

 新   旧  修正理由・備考 

第１２節 孤立防止対策 

第１ 基本方針 

孤立が予想される地区 

 （令和 ５年１月１日現在） 

地 区 集 落 世帯数 人 員 

大字広津 

広津法道、平出、坂森、桃の木神出、北栂の尾、南栂

の尾、実業、足崎、日野、水堀、平畑、北足沼、南足

沼、菅の田、堀越、日影栗本 

42 72 

大字陸郷 宮の平、有明、小実平、日向、八代、三郷、田の入 15 25 

 

第２０節 通信・放送施設災害予防計画 

第３ 計画の内容 

３ 電気通信施設の災害予防 

(３) 東日本電信電話㈱、㈱ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ㈱、ソフトバンクモバイ

ル㈱、楽天モバイル㈱が実施する計画 

非常用電源の整備等による通信設備の被災対策、地方公共団体の被害想

定を考慮した基幹的設備の地理的分散及び安全な設置場所の確保、応急復

旧機材の配備、通信輻輳対策の推進など、電気通信設備の安全信頼性強化

に向けた取り組みを推進することに努めるものとする。 

また、災害に強い通信サービスの実現に向けて下記の施策を逐次実施す

るものとする。 

 

第２２節 土砂災害等の災害予防計画 

第３ 計画の内容 

５ 土砂災害警戒区域の対策 

(１) 現状と課題 

町では、令和５年３月 31 日現在で 255 区域が土砂災害警戒区域に指定

されている。また、土砂災害警戒区域のうち、土砂災害特別警戒区域は、

163 区域有あり、山際を中心として指定されている。 

また、区域内には住宅等もあり、開発行為等に対する規制及び適切な指

導、あるいは町民への情報提供に留意する必要がある。 

 

 

第１２節 孤立防止対策 

第１ 基本方針 

孤立が予想される地区 

 （令和４年１月１日現在） 

地 区 集 落 世帯数 人 員 

大字広津 

広津法道、平出、坂森、桃の木神出、北栂の尾、南栂

の尾、実業、足崎、日野、水堀、平畑、北足沼、南足

沼、菅の田、堀越、日影栗本 

42 74 

大字陸郷 宮の平、有明、小実平、日向、八代、三郷、田の入 15 26 

 

第２０節 通信・放送施設災害予防計画 

第３ 計画の内容 

３ 電気通信施設の災害予防 

(３) 東日本電信電話㈱、㈱ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ㈱、ソフトバンクモバイ

ル㈱が実施する計画 

非常用電源の整備等による通信設備の被災対策、地方公共団体の被害想

定を考慮した基幹的設備の地理的分散及び安全な設置場所の確保、応急復

旧機材の配備、通信輻輳対策の推進など、電気通信設備の安全信頼性強化

に向けた取り組みを推進することに努めるものとする。 

また、災害に強い通信サービスの実現に向けて下記の施策を逐次実施す

るものとする。 

 

第２２節 土砂災害等の災害予防計画 

第３ 計画の内容 

５ 土砂災害警戒区域の対策 

(１) 現状と課題 

町では、令和４年３月 31 日現在で 255 区域が土砂災害警戒区域に指定

されている。また、土砂災害警戒区域のうち、土砂災害特別警戒区域は、

161 区域有あり、山際を中心として指定されている。 

また、区域内には住宅等もあり、開発行為等に対する規制及び適切な指

導、あるいは町民への情報提供に留意する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

時点修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業者の追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時点修正 

 

 

 

 

 

 

 



様式【風】第１章 

 

 新   旧  修正理由・備考 

第２４節 建築物災害予防計画 

第３ 計画の内容 

３ 文化財の災害予防 

(２) 実施計画 

町文化財所管部局は、各種文化財の防災を中心とした保護対策を推進す

るため、次の事項を実施し、防災思想の普及、防災力の強化等の徹底を図

るものとする。 

ア 所有者又は管理者に対して、文化財の管理保護についての指導と助言を

行うものとする。 

イ 防災施設の設置促進とそれに対する助成を行うものとする。 

ウ 被災した文化財に対する応急措置に関する連携体制を整えるとともに、

必要な備品の配備を行う。 

(３) 所有者が実施する計画 

ア 防災管理体制及び防災施設を整備し、自衛消防隊体制の確立を図るもの

とする。 

 

第２９節 防災知識普及計画 

第３ 計画の内容 

１ 町民等に対する防災知識の普及活動 

(２) 実施計画 

ス 地域の災害リスクに基づいた定期的な防災訓練を、夜間等様々な条件に

配慮し、居住地、職場、学校等においてきめ細かく実施又は行うよう指導

し、住民の災害時の避難行動、基本的な防災用資機材の操作方法等の習熟

を図るものとする。また、感染症の拡大のおそれがある状況下での災害対

応に備え、感染症対策に配慮した避難所開設・運営訓練を積極的に実施す

るものとする。 

３ 学校等における防災教育の充実 

(２) 実施計画 

イ 消防団員等が参画した体験的・実践的な防災教育の推進に努めるものと

する。 

ウ 児童生徒等の発達段階に応じて、防災教育用教材やパンフレット等を活

用して次の事項等について指導を行い、自らの安全を確保するための行動

及び他の人や集団、地域の安全に役立つ行動知識等を養う。 

(ア) 防災知識一般 

(イ) 避難の際の留意事項 

第２４節 建築物災害予防計画 

第３ 計画の内容 

３ 文化財の災害予防 

(２) 実施計画 

町文化財所管部局は、各種文化財の防災を中心とした保護対策を推進す

るため、次の事項を実施し、防災思想の普及、防災力の強化等の徹底を図

る。 

ア 所有者又は管理者に対して、文化財の管理保護についての指導と助言を

行う。 

イ 防災施設・設備の設置促進と、それに対する助成を行う。 

ウ 区域内の文化財の所在の把握に努めるものとする。 

 

(３) 所有者が実施する計画 

ア 防災管理体制及び防災施設を整備し、自衛消防体制の確立を図る。 

 

 

第２９節 防災知識普及計画 

第３ 計画の内容 

１ 町民等に対する防災知識の普及活動 

(２) 実施計画 

ス 地域の災害リスクに基づいた定期的な防災訓練を、夜間等様々な条件に

配慮し、居住地、職場、学校等においてきめ細かく実施又は行うよう指導

し、住民の災害時の避難行動、基本的な防災用資機材の操作方法等の習熟

を図るものとする。また、新型コロナウイルス感染症を含む感染症の拡大

のおそれがある状況下での災害対応に備え、感染症対策に配慮した避難所

開設・運営訓練を積極的に実施するものとする。 

３ 学校等における防災教育の充実 

(２) 実施計画 

（新設） 

 

イ 児童生徒等の発達段階に応じて、防災教育用教材やパンフレット等を活

用して次の事項等について指導を行い、自らの安全を確保するための行動

及び他の人や集団、地域の安全に役立つ行動知識等を養う。 

(ア) 防災知識一般 

(イ) 避難の際の留意事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県の地域防災計画に

合わせて修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス

感染症の５類移行に

伴う修正 

 

 

国の防災基本計画及

び県の地域防災計画

に合わせて修正 

 

 

 

 



様式【風】第１章 

 

 新   旧  修正理由・備考 

(ウ) 登下校中、在宅中に災害が発生した場合の対処の方法 

(エ) 具体的な危険箇所 

(オ) 要配慮者に対する配慮 

エ 教職員向けの指導資料の活用や研修会等の実施により、教職員の安全・

防災意識の高揚を図る。 

 

５ 大規模災害の教訓や災害文化の伝承 

過去に起こった大規模災害の教訓や災害文化を確実に後世に伝えていくた

め、大規模災害に関する調査分析結果や映像を含めた各種資料をアーカイブと

して広く収集・整理し、適切に保存するとともに、広く一般の人々が閲覧でき

るよう地図情報その他の方法により公開に努めるものとする。 

また、国土地理院と連携して、自然災害伝承碑（災害に関する石碑やモニュ

メント等）の持つ意味を正しく後世に伝えていくよう努めるものとする。 

 さらに、災害教訓の伝承の重要性について啓発を行うほか、大規模災害に関

する調査分析結果や映像を含めた各種資料の収集・保存・公開等により、住民

が災害教訓を伝承する取組を支援するものとする。 

 

第３０節 防災訓練計画 

第３ 計画の内容 

２ 実践的な訓練の実施と事後評価 

(２) 実施計画 

ア 実践的な訓練の実施 

(エ) 感染症の拡大のおそれがある状況下での災害対応に備え、感染症対

策に配慮した避難所開設・運営訓練を積極的に実施するよう努めるも

のとする。 

 

第３２節 自主防災組織等の育成に関する計画 

第１ 基本方針 

災害時に、被害の防止又は、軽減のために、町民の自主的な防災活動が地方

公共団体や防災関係機関の活動と並んで重要であり、特に出火防止や初期消

火、要配慮者に対する対応における役割は非常に重要である。 

地域における自主防災組織の組織的な活動により、出火防止や初期消火、要

配慮者への対応等が期待される。 

(ウ) 登下校中、在宅中に災害が発生した場合の対処の方法 

(エ) 具体的な危険箇所 

(オ) 要配慮者に対する配慮 

ウ 教職員向けの指導資料の活用や研修会等の実施により、教職員の安全・

防災意識の高揚を図る。 

 

５ 大規模災害の教訓や災害文化の伝承 

過去に起こった大規模災害の教訓や災害文化を確実に後世に伝えていくた

め、大規模災害に関する調査分析結果や映像を含めた各種資料をアーカイブと

して広く収集・整理し、適切に保存するとともに、広く一般の人々が閲覧でき

るよう地図情報その他の方法により公開に努めるものとする。 

また、災害教訓の伝承の重要性について啓発を行うほか、大規模災害に関す

る調査分析結果や映像を含めた各種資料の収集・保存・公開等により、住民が

災害教訓を伝承する取組を支援するものとする。 

 

 

 

第３０節 防災訓練計画 

第３ 計画の内容 

２ 実践的な訓練の実施と事後評価 

(２) 実施計画 

ア 実践的な訓練の実施 

(エ) 新型コロナウイルス感染症を含む感染症の拡大のおそれがある状況

下での災害対応に備え、感染症対策に配慮した避難所開設・運営訓練

を積極的に実施するよう努めるものとする。 

 

第３２節 自主防災組織等の育成に関する計画 

第１ 基本方針 

災害時の被害防止又は軽減のためには、町民の自主的な防災活動が地方公共

団体や防災関係機関の活動と並んで重要である。特に、出火防止や初期消火、

要配慮者への対応における役割は非常に重要である。 

地域における自主防災組織の組織的な活動は、出火防止や初期消火、要配慮

者への対応等が期待されるとともに、日常の活動を通じて地域の連帯感の強化

が図られる等、今日の地域社会の状況の中で果たす役割は益々重要性を増して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国土地理院との連携

について記載 
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 新   旧  修正理由・備考 

また、自主防災組織の日常の活動を通じて地域の連帯感の強化が期待される

等、自主防災組織が今日的な社会環境の中で果たす役割は大きなものとなって

いる。 

今後、積極的に自主防災組織の強化育成を図っていくものとする。 

 

第３４節 ボランティア活動の環境整備 

第３ 計画の内容 

２ ボランティア活動の環境整備 

(２) 実施計画 

イ 防災ボランティアの活動環境として、行政・ＮＰＯ・ボランティア等の

三者で連携し、平常時の登録、ボランティア活動や避難所運営等に関す

る研修や訓練の制度、災害時における防災ボランティア活動の受入れや

調整を行う体制、防災ボランティア活動の拠点の確保、活動上の安全確

保、被災者のボランティアニーズ等の情報提供方策等について整備を推

進するとともに、そのための意見交換を行う情報共有会議の整備・強化

を、研修や訓練を通じて推進するものとする。 

 

 

 

今後、積極的に自主防災組織の強化育成を図っていく必要がある。 

 

 

 

 

第３４節 ボランティア活動の環境整備 

第３ 計画の内容 

２ ボランティア活動の環境整備 

(２) 実施計画 

イ 防災ボランティアの活動環境として、行政・ＮＰＯ・ボランティア等

の三者で連携し、平常時の登録、研修や訓練の制度、災害時における防

災ボランティア活動の受入れや調整を行う体制、防災ボランティア活動

の拠点の確保、活動上の安全確保、被災者のボランティアニーズ等の情

報提供方策等について整備を推進するとともに、そのための意見交換を

行う情報共有会議の整備・強化を、研修や訓練を通じて推進するものと

する。 

国の防災基本計画及

び県の地域防災計画

に合わせて修正 

 

 



様式【風】第２章 

 

 新   旧  修正理由・備考 

 第１節 災害直前活動 

第３ 活動の内容 

４ 警報等の種類及び発表基準 

(１) 気象業務法に基づく警報等 

① 特別警報・警報・注意報 

大雨や強風等の気象現象により、災害が発生するおそれがあるときには

「注意報」が、重大な災害が発生するおそれがあるときには「警報」が、

予想される現象が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著し

く大きいときには「特別警報」が、現象の危険度と雨量、風速等の予測値

が時間帯ごとに示され、市町村ごとに発表される。長野地方気象台では、

気象特性に基づき 79 の区域に分け発表している。 

 

 特別警報・警報・注意報の種類と概要（長野地方気象台が発表するもの） 

 

特別警報・警報・ 

注意報の種類 
概    要 

特別警

報 

大雨特別

警 報 

大雨が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著

しく大きいと予想されたときに発表される。大雨特別警報に

は、大雨特別警報(土砂災害)､大雨特別警報(浸水害)､大雨特

別警報(土砂災害、浸水害)のように、特に警戒すべき事項が明

記される。災害が発生または切迫している状況であり、命の危

険が迫っているため直ちに身の安全を確保する必要があるこ

とを示す警戒レベル５に相当。 

大雪特別

警 報 

大雪が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著

しく大きいと予想されたときに発表される。 

暴風特別

警 報 

暴風が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著

しく大きいと予想されたときに発表される。 

暴 風 雪 

特別警報 

雪を伴う暴風が特に異常であるため重大な災害が発生するお

それが著しく大きいと予想されたときに発表される。「暴風に

よる重大な災害」に加えて「雪を伴うことによる視程障害等に

よる重大な災害」のおそれについても警戒が呼びかけられる。 

警 報 大雨警報 

大雨により重大な災害が発生するおそれがあると予想された

ときに発表される。大雨警報には、大雨警報（土砂災害）、大

雨警報（浸水害）、大雨警報（土砂災害、浸水害）のように、

特に警戒すべき事項が明記される。大雨警報(土砂災害)は、高

齢者等は危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル３

に相当。 

  第１節 災害直前活動 

第３ 活動の内容 

４ 警報等の種類及び発表基準 

(１) 気象業務法に基づく警報等 

① 特別警報・警報・注意報 

大雨や強風等の気象現象により、災害が発生するおそれがあるときには

「注意報」が、重大な災害が発生するおそれがあるときには「警報」が、

予想される現象が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著し

く大きいときには「特別警報」が、現象の危険度と雨量、風速等の予測値

が時間帯ごとに明示して、市町村ごとに発表される。長野地方気象台で

は、気象特性に基づき 79 の区域に分け発表している。 

 

 特別警報・警報・注意報の種類と概要（長野地方気象台が発表するもの） 

特別警報・警報・ 

注意報の種類 
概    要 

特別警

報 

大 雨 特 別

警 報 

大雨が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著

しく大きいときに発表される。大雨特別警報には、大雨特別警

報(土砂災害)､大雨特別警報(浸水害)､大雨特別警報(土砂災

害、浸水害)のように、特に警戒すべき事項が明記される。災害

が発生または切迫している状況であり、命の危険が迫っている

ため直ちに身の安全を確保する必要があることを示す警戒レ

ベル５に相当。 

大 雪 特 別

警 報 

大雪が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著

しく大きいときに発表される。 

暴 風 特 別

警 報 

暴風が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著

しく大きいときに発表される。 

暴 風 雪 

特 別 警 報 

雪を伴う暴風が特に異常であるため重大な災害が発生するお

それが著しく大きいときに発表される。「暴風による重大な災

害」に加えて「雪を伴うことによる視程障害等による重大な災

害」のおそれについても警戒が呼びかけられる。 

警 報 大 雨 警 報 

大雨により重大な災害が発生するおそれがあると予想された

ときに発表される。大雨警報には、大雨警報（土砂災害）、大

雨警報（浸水害）、大雨警報（土砂災害、浸水害）のように、

特に警戒すべき事項が明記される。大雨警報(土砂災害)は、高

齢者等は危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル３

に相当。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

長野地方気象台によ
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 新   旧  修正理由・備考 

洪水警報 

河川の上流域での降雨や融雪等により河川の増水により、重

大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表さ

れる。対象となる重大な災害として、河川の増水や氾濫、堤防

の損傷や決壊による重大な災害が対象としてあげられる。高

齢者等は危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル３

に相当。 

大雪警報 
大雪により重大な災害が発生するおそれがあると予想された

ときに発表される。 

暴風警報 
暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想された

ときに発表される。 

暴 風 雪 

警 報 

雪を伴う暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予

想されたときに発表される。「暴風による重大な災害」に加え

て「雪を伴うことによる視程障害等による重大な災害」のおそ

れについても警戒が呼びかけられる。 

注意報 

大 雨 

注 意 報 

大雨により災害が発生するおそれがあると予想されたときに

発表される。ハザードマップによる災害リスクの再認識等、避

難に備え自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２

である。 

洪 水 

注 意 報 

河川の上流域での降雨や融雪等により河川が増水し、災害が

発生するおそれがあると予想された時に発表される。ハザー

ドマップによる災害リスクの再確認等、避難に備え自らの避

難行動の確認が必要とされる警戒レベル２である。 

大 雪 

注 意 報 

大雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに

発表される。 

強 風 

注 意 報 

強風により災害が発生するおそれがあると予想されたときに

発表される。 

風 雪 

注 意 報 

雪を伴う強風により災害が発生するおそれがあると予想され

たときに発表される。「強風による災害」に加えて「雪を伴う

ことによる視程障害等による災害」のおそれについても注意

が呼びかけられる。 

濃 霧 

注 意 報 

濃い霧により災害が発生するおそれがあると予想されたとき

に発表される。 

雷注意報 

落雷により災害が発生するおそれがあると予想されたときに

発表される。また、発達した雷雲の下で発生することの多い竜

巻等の突風や「ひょう」による災害への注意喚起が付加される

こともある。急な強い雨への注意も雷注意報で呼びかけられ

る。 

乾 燥 

注 意 報 

空気の乾燥により災害が発生するおそれがあると予想された

ときに発表される。具体的には、火災の危険が大きい気象条件

が予想されたときに発表される。 

洪 水 警 報 

河川の上流域での降雨や融雪等により河川の増水により、重大

な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され

る。河川の増水や氾濫、堤防の損傷や決壊による重大な災害が

対象としてあげられる。高齢者等は危険な場所から避難が必要

とされる警戒レベル３に相当。 

大 雪 警 報 
大雪により重大な災害が発生するおそれがあると予想された

ときに発表される。 

暴 風 警 報 
暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想された

ときに発表される。 

暴 風 雪 

警 報 

雪を伴う暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予

想されたときに発表される。「暴風による重大な災害」に加え

て「雪を伴うことによる視程障害等による重大な災害」のおそ

れについても警戒が呼びかけられる。 

注意報 

大 雨 

注 意 報 

大雨により災害が発生するおそれがあると予想されたときに

発表される。ハザードマップによる災害リスクの再認識等、避

難に備え自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２

である。 

洪 水 

注 意 報 

河川の上流域での降雨や融雪等により河川が増水し、災害が発

生するおそれがあると予想された時に発表される。ハザードマ

ップによる災害リスクの再確認等、避難に備え自らの避難行動

の確認が必要とされる警戒レベル２である。 

大 雪 

注 意 報 

大雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに

発表される。 

強 風 

注 意 報 

強風により災害が発生するおそれがあると予想されたときに

発表される。 

風 雪 

注 意 報 

雪を伴う強風により災害が発生するおそれがあると予想され

たときに発表される。「強風による災害」に加えて「雪を伴う

ことによる視程障害等による災害」のおそれについても注意が

呼びかけられる。 

濃 霧 

注 意 報 

濃い霧により災害が発生するおそれがあると予想されたとき

に発表される。 

雷 注 意 報 

落雷により災害が発生するおそれがあると予想されたときに

発表される。また、発達した雷雲の下で発生することの多い竜

巻等の突風や「ひょう」による災害への注意喚起が付加される

こともある。急な強い雨への注意も雷注意報で呼びかけられ

る。 

乾 燥 

注 意 報 

空気の乾燥により災害が発生するおそれがあると予想された

ときに発表される。具体的には、火災の危険が大きい気象条件

が予想されたときに発表される。 

 

 

長野地方気象台によ

る修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式【風】第２章 

 新   旧  修正理由・備考 

なだれ注

意 報 

「なだれ」により災害が発生するおそれがあると予想された

ときに発表される。 

着 氷 

注 意 報 

著しい着氷により災害が発生するおそれがあると予想された

ときに発表される。具体的には、通信線や送電線、船体等への

被害が起こるおそれのあるときに発表される。 

着 雪 

注 意 報 

著しい着雪により災害が発生するおそれがあると予想された

ときに発表される。具体的には、通信線や送電線、船体等への

被害が発生するおそれのあるときに発表される。 

融 雪 

注 意 報 

融雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに

発表される。具体的には、浸水害、土砂災害等の災害が発生す

るおそれがあるときに発表される。 

霜注意報 

霜により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発

表される。具体的には、早霜や晩霜により農作物への被害が発

生するおそれがあるときに発表される。 

低 温 

注 意 報 

低温により災害が発生するおそれがあると予想されたときに

発表される。具体的には、低温による農作物への著しい被害

や、冬季の水道管凍結や破裂による著しい被害が発生するお

それがあるときに発表される。 

 

 

特別警報基準 

種 類 発 表 基 準 

大  雨 
台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想される

場合 

暴  風 
数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により暴風が吹くと

予想される場合 

暴 風 雪 
数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧により雪を伴う暴風

が吹くと予想される場合 

大  雪 数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合 

（注）発表に当たっては、指数（土壌雨量指数、表面雨量指数、流域雨量指数）、積雪

量、台風の中心気圧、最大風速等について、過去の災害事例に照らして算出した客

観的な指標を設け、これらの実況及び予想に基づいて判断する。 

 

② 雨を要因とする特別警報の指標 

ア 大雨特別警報（浸水害） 過去の多大な被害をもたらした現象に相当

する表面雨量指数及び流域雨量指数の基準値を地域毎に設定し、以下の

（ア）又は（イ）を満たすと予想される状況において、当該格子が存在

し、かつ、激しい雨（1 時間に概ね 30mm 以上の雨）がさらに降り続く

と予想される市町村等に大雨特別警報（浸水害）を発表。 

な だ れ 注

意 報 

「なだれ」により災害が発生するおそれがあると予想されたと

きに発表される。 

着 氷 

注 意 報 

著しい着氷により災害が発生するおそれがあると予想された

ときに発表される。具体的には、通信線や送電線、船体等への

被害が起こるおそれのあるときに発表される。 

着 雪 

注 意 報 

著しい着雪により災害が発生するおそれがあると予想された

ときに発表される。具体的には、通信線や送電線、船体等への

被害が発生するおそれのあるときに発表される。 

融 雪 

注 意 報 

融雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに

発表される。具体的には、浸水害、土砂災害等の災害が発生す

るおそれがあるときに発表される。 

霜 注 意 報 

霜により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発

表される。具体的には、早霜や晩霜により農作物への被害が発

生するおそれがあるときに発表される。 

低 温 

注 意 報 

低温により災害が発生するおそれがあると予想されたときに

発表される。具体的には、低温による農作物への著しい被害や、

冬季の水道管凍結や破裂による著しい被害が発生するおそれ

があるときに発表される。 

 

 

特別警報基準 

種 類 発 表 基 準 

大  雨 
台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想され

る場合 

暴  風 
数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により暴風が吹く

と予想される場合 

暴 風 雪 
数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧により雪を伴う暴

風が吹くと予想される場合 

大  雪 数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合 

（注）発表にあたっては、降水量、積雪量、台風の中心気圧、最大風速等について、

過去の災害事例に照らして算出した客観的な指標を設け、これらの実況及び予想

に基づいて判断する。 

 

② 雨を要因とする特別警報の指標 

ア 48 時間降水量及び土壌雨量指数において、50 年に一度の値以上となった

５㎞格子が、共に 50 格子以上まとまって出現。 

イ ３時間降水量及び土壌雨量指数において、50 年に一度の値以上となった

５㎞格子が、共に 10 格子以上まとまって出現。（ただし、３時間降水量が

150 ㎜以上となった格子のみをカウント対象とする。） 
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（ア）表面雨量指数として定める基準値以上となる１km 格子が概ね 30 個

以上まとまって出現。 

（イ）流域雨量指数として定める基準値以上となる１km 格子が概ね 20 個

以上まとまって出現。 

イ 大雨特別警報（土砂災害） 

 過去の多大な被害をもたらした現象に相当する土壌雨量指数の基準値

を地域毎に設定し、この基準値以上となる 1km 格子が概ね 10 個以上ま

とまって出現すると予想される状況におい て、当該格子が存在し、か

つ、激しい雨（1 時間に概ね 30mm 以上の雨）がさらに降り続くと予想

される場合、その格子が出現している市町村等に大雨特別警報（土砂災

害）を発表。 

 

⑤ 雪に関する観測点の 50 年に一度の値   (令和４年 11 月 21 日現在) 

府県予報区 地点名 50 年に一度の積雪深（㎝） 既往最深積雪（㎝） 

長野県 大町 116 117 

長野県 松本 57 78 

（注１）50 年に一度の値は過去の観測データから推定した値 

（注２）大雪特別警報は、府県程度の広がりをもって 50 年に一度の積雪深となり、かつ、その後も警報

級の降雪が丸一日程度以上続くと予想される場合に発表される。個々の地点で 50 年に一度の値と

なることのみで特別警報が発表されるわけではないことに留意 

 
 

警報・注意報発表基準一覧表           (令和５年６月８日現在) 

発表官署 長野地方気象台 

府県予報区 長野県 

一次細分区域 北部 

市町村等をまとめた地域 大北地域 

警
報 

大雨 区域内の市町村で別表１の基準に到達することが予想される場合 

洪水 区域内の市町村で別表２の基準に到達することが予想される場合 

暴風(平均風速） 17m/s 

暴風雪(平均風速） 17m/s 雪を伴う 

大雪 
平地 12 時間降雪の深さ 25cm、山沿い 12 時間降雪の深さ

30cm 

注
意
報 

大雨 区域内の市町村で別表 3 の基準に到達することが予想される場合 

洪水 区域内の市町村で別表 4 の基準に到達することが予想される場合 

強風(平均風速） 13m/s 

風雪(平均風速） 13m/s 雪を伴う 

 

 

 

 

 

ウ 過去の多大な被害をもたらした現象に相当する土壌雨量指数の基準値を地

域毎に設定し、この基準値以上となる 1km 格子が概ね 10 個以上まとまって

出現すると予想され、かつ、さらに雨が降り続くと予想される場合、その格

子が出現している市町村等に大雨特別警報（土砂災害）を発表。 

 

 

 

⑤ 雪に関する観測点の 50 年に一度の値   (令和３年 10 月 28 日現在) 

府県予報区 地点名 50 年に一度の積雪深（㎝） 既往最深積雪（㎝） 

長野県 大町 117 117 

長野県 松本 58 78 

（注１）50 年に一度の値は過去の観測データから推定した値 

（注２）大雪特別警報は、府県程度の広がりをもって 50 年に一度の積雪深となり、かつ、その後も警

報級の降雪が丸一日程度以上続くと予想される場合に発表される。個々の地点で 50 年に一度の

値となることのみで特別警報が発表されるわけではないことに留意 

 
 

警報・注意報発表基準一覧表            (令和３年６月８日現在) 

発表官署 長野地方気象台 

府県予報区 長野県 

一次細分区域 北部 

市町村等をまとめた地域 大北地域 

警
報 

大雨 区域内の市町村で別表１の基準に到達することが予想される場合 

洪水 区域内の市町村で別表２の基準に到達することが予想される場合 

暴風(平均風速） 17m/s 

暴風雪(平均風速） 17m/s 雪を伴う 

大雪 
平地 12 時間降雪の深さ 25cm、山沿い 12 時間降雪の深さ

30cm 

注
意
報 

大雨 区域内の市町村で別表 3 の基準に到達することが予想される場合 

洪水 区域内の市町村で別表 4 の基準に到達することが予想される場合 

強風(平均風速） 13m/s 

風雪(平均風速） 13m/s 雪を伴う 

長野地方気象台によ

る修正 
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大雪 
平地 12 時間降雪の深さ 15cm、山沿い 12 時間降雪の深さ

20cm 

雷 落雷等により被害が予想される場合  

融雪 
1.積雪地域の日平均気温が 10℃以上 

2.積雪地域の日平均気温が 6℃以上で日降水量が 20mm 以上 

濃霧(視程) 100ｍ 

乾燥 最小湿度 20％で実効湿度 55％※ 

なだれ 

1.表層なだれ：積雪が 50cm 以上あって、降雪の深さ 20cm 以上で

風速 10m/s 以上。または積雪 70cm 以上あって、降雪の深さ

30cm 以上  

2.全層なだれ：積雪が 70cm 以上あって、最高気温が平年より

5°C 以上高い、または日降水量が 15mm 以上  

低温 

夏期：平均気温が平年より 4°C 以上低く、かつ最低気温 15°C

以下が 2 日以上続く場合  

冬期：最低気温-14°C 以下 

霜 早霜・晩霜期に最低気温 2°C 以下  

着氷 著しい着氷が予想される場合  

着雪 著しい着雪が予想される場合  

記録的短時間大雨情報 
100mm 

(1 時間雨量） 

① 警報・注意報はその種類にかかわらず解除されるまで継続される。また新たな警報・
注意報が発表されるときは、これまで継続中の警報・注意報は自動的に解除又は更新さ
れて、新たな警報・注意報に切替えられる。 

② 情報の取扱いについては警報・注意報等の伝達系統に準じて行う。 

 

別表１ 大雨警報基準              (令和５年６月８日現在) 

市町村をまとめた地域 市町村等 表面雨量指数基準 土壌雨量指数基準 

大北地域 

大町市 ９ 130 

池田町 ８ 129 

松川村 ８ 129 

白馬村 10 132 

小谷村 ９ 135 

 

大雪 
平地 12 時間降雪の深さ 15cm、山沿い 12 時間降雪の深さ

20cm 

雷 落雷等により被害が予想される場合  

融雪 
1.積雪地域の日平均気温が 10℃以上 

2.積雪地域の日平均気温が 6℃以上で日降水量が 20mm 以上 

濃霧(視程) 100ｍ 

乾燥 最小湿度 20％で実効湿度 55％※ 

なだれ 

1.表層なだれ：積雪が 50cm 以上あって、降雪の深さ 20cm 以上で

風速 10m/s 以上。または積雪 70cm 以上あって、降雪の深さ 30cm

以上  

2.全層なだれ：積雪が 70cm 以上あって、最高気温が平年より

5°C 以上高い、または日降水量が 15mm 以上  

低温 

夏期：平均気温が平年より 4°C 以上低く、かつ最低気温 15°C

以下が 2 日以上続く場合  

冬期：最低気温-14°C 以下 

霜 早霜・晩霜期に最低気温 2°C 以下  

着氷 著しい着氷が予想される場合  

着雪 著しい着雪が予想される場合  

記録的短時間大雨情報 
100mm 

(1 時間雨量） 

① 警報・注意報はその種類にかかわらず解除されるまで継続される。また新たな警報・注意
報が発表されるときは、これまで継続中の警報・注意報は自動的に解除又は更新されて、新
たな警報・注意報に切替えられる。 

② 情報の取扱いについては警報・注意報等の伝達系統に準じて行う。 

 

別表１ 大雨警報基準                (令和２年８月６日現在) 

市町村をまとめた地域 市町村等 表面雨量指数基準 土壌雨量指数基準 

大北地域 

大町市 ９ 80 

池田町 ８ 81 

松川村 ８ 104 

白馬村 10 115 

小谷村 ９ 88 
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別表２ 洪水警報基準                (令和４年５月 26 日現在) 

市町村をまとめた地域 市町村等 流域雨量指数基準 複合基準※1 

大北地域 

大町市 犀川流域=64.9、金熊川流域=5.8 

高瀬川流域=30.5、農具川流域=8.4 

稲尾沢川流域＝5 鹿島川流域＝

13.3 

土尻川流域＝7.3 

犀川流域=（5、64.4） 

金熊川流域＝（5、5.2） 

農具川流域＝（5、7.5） 

池田町 高瀬川流域＝30.8  

松川村 高瀬川流域＝30.6 乳川流域＝

12.4 

芦間川流域＝7.3 

 

白馬村 姫川流域＝13.7 楠川流域＝8 

松川流域＝14.4 大楢川流域＝5.2 

姫川流域＝（7、12.3） 

小谷村 姫川流域＝24.2 中谷川流域＝

18.3 

姫川流域＝（6、21.7） 

※1（表面雨量指数、流域雨量指数）の組み合わせによる基準値を表しています。 

 

別表３ 大雨注意報基準               (令和５年６月８日現在) 

市町村をまとめた地域 市町村等 表面雨量指数基準 土壌雨量指数基準 

大北地域 

大町市 ５ 104 

池田町 ５ 103 

松川村 ５ 103 

白馬村 ６ 105 

小谷村 ５ 108 

 

別表４ 洪水注意報基準               (令和４年５月 26日現在) 

市町村をまとめた地域 市町村等 流域雨量指数基準 複合基準※1 

大北地域 

大町市 犀川流域=51.9 金熊川流域=4.6  

高瀬川流域=24.4 農具川流域=6.7 

稲尾沢川流域=4 鹿島川流域=10.6 

土尻川流域=5.8 

犀川流域=（5、51.9） 

金熊川流域＝（5、4.6） 

農具川流域＝（5、6.7） 

稲尾沢川流域＝（5、3.2） 

別表２ 洪水警報基準                (令和３年６月８日現在) 

市町村をまとめた地域 市町村等 流域雨量指数基準 複合基準※1 

大北地域 

大町市 犀川流域=64.9、金熊川流域=5.8 

高瀬川流域=30.5、農具川流域

=8.4 

稲尾沢川流域＝5 鹿島川流域＝

13.3 

土尻川流域＝7.3 

犀川流域=（5、64.4） 

金熊川流域＝（5、5.2） 

農具川流域＝（5、7.5） 

池田町 高瀬川流域＝30.8  

松川村 高瀬川流域＝30.6 乳川流域＝

12.4 

芦間川流域＝7.3 

 

白馬村 姫川流域＝13.7 楠川流域＝8 

松川流域＝14.4 大楢川流域＝5.2 

姫川流域＝（7、12.3） 

小谷村 姫川流域＝24.2 中谷川流域＝

18.3 

姫川流域＝（6、21.7） 

※1（表面雨量指数、流域雨量指数）の組み合わせによる基準値を表しています。 

 

別表３ 大雨注意報基準              (令和元年５月 29日現在) 

市町村をまとめた地域 市町村等 表面雨量指数基準 土壌雨量指数基準 

大北地域 

大町市 ５ 55 

池田町 ５ 55 

松川村 ５ 71 

白馬村 ６ 79 

小谷村 ５ 60 

 

別表４ 洪水注意報基準               (令和３年６月８日現在) 

市町村をまとめた地域 市町村等 流域雨量指数基準 複合基準※1 

大北地域 

大町市 犀川流域=51.9 金熊川流域=4.6  

高瀬川流域=24.4 農具川流域=6.7 

稲尾沢川流域=4 鹿島川流域=10.6 

土尻川流域=5.8 

犀川流域=（5、51.9） 

金熊川流域＝（5、4.6） 

農具川流域＝（5、6.7） 

稲尾沢川流域＝（5、3.2） 

時点修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式【風】第２章 

 新   旧  修正理由・備考 

池田町 高瀬川流域＝24.6  

松川村 高瀬川流域＝24.4 乳川流域＝9.9 

芦間川流域＝5.8 

 

白馬村 姫川流域＝10.9 楠川流域＝6.4 

松川流域＝11.5 大楢川流域＝4.1 

姫川流域＝（7、10.9） 

小谷村 姫川流域＝19.3 中谷川流域＝14.6 姫川流域＝（6、15.4） 

※1（表面雨量指数、流域雨量指数）の組み合わせによる基準値を表しています。 

 

(２) 水防法に基づくもの 

① 洪水予報 

水防法に基づき、重要河川で国土交通大臣又は知事が定めた河川につい

て、国土交通大臣又は知事と気象庁長官が共同してその状況を水位又は流量

を示して発表する警報及び注意報をいう。 

 

種 類 情報名 概 要 

洪水警報 

氾濫発生情報 

洪水予区間内で氾濫が発生したとき、氾濫が

継続しているときに発表される。 

新たに氾濫が及ぶ区域の住民の避難誘導や救

援活動等が必要となる。災害がすでに発生し

ている状況であり、命の危険が迫っているた

め直ちに身の安全を確保する必要があること

を示す警戒レベル５に相当。 

氾濫危険情報 

基準地点の水位が氾濫危険水位に達したと

き、氾濫危険水位以上の状態が継続している

とき、または水位が急激に上昇し３時間以 内

に氾濫する可能性のある水位に到達する見通

しとなったときに発表される。 

いつ氾濫が発生してもおかしくない状況、避

難等の氾濫発生に対する対応を求める段階で

あり、避難情報の発令の判断の参考とする。

危険な場所からの避難が必要とされる警戒レ

ベル４に相当。 

氾濫警戒情報 

基準地点の水位が一定時間後に氾濫危険水位

に到達することが見込まれるとき、避難判断

水位に達し、更に水位の上昇が見込まれると

き、氾濫危険情報を発表中に氾濫危険水位を

下回ったとき(避難判断水位を下回った場合

を除く)、避難判断水位を超える状態が継続

しているとき(水位の上昇の可能性がなくな

った場合を除く)に発表される。 

池田町 高瀬川流域＝24.6  

松川村 高瀬川流域＝24.4 乳川流域＝9.9 

芦間川流域＝5.8 

 

白馬村 姫川流域＝10.9 楠川流域＝6.4 

松川流域＝11.5 大楢川流域＝4.1 

姫川流域＝（7、10.9） 

小谷村 姫川流域＝19.3 中谷川流域＝14.6 姫川流域＝（6、15.4） 

※1（表面雨量指数、流域雨量指数）の組み合わせによる基準値を表しています。 

 

(２) 水防法に基づくもの 

① 洪水予報 

水防法に基づき、重要河川で国土交通大臣又は知事が定めた河川につい

て、国土交通大臣又は知事と気象庁長官が共同してその状況を水位又は流量

を示して発表する警報及び注意報をいう。 

 

種 類 情報名 概 要 

洪水警報 

氾濫発生情報 

洪水予区間内で氾濫が発生したとき、氾濫が

継続しているときに発表される。 

新たに氾濫が及ぶ区域の住民の避難誘導や救

援活動等が必要となる。災害がすでに発生し

ている状況であり、命の危険が迫っているた

め直ちに身の安全を確保する必要があること

を示す警戒レベル５に相当。 

氾濫危険情報 

基準地点の水位が氾濫危険水位に達したと

き、氾濫危険水位以上の状態が継続している

ときに発表される。 

いつ氾濫が発生してもおかしくない状況、避

難等の氾濫発生に対する対応を求める段階で

あり、避難情報の発令の判断の参考とする。

危険な場所からの避難が必要とされる警戒レ

ベル４に相当。 

氾濫警戒情報 

基準地点の水位が一定時間後に氾濫危険水位

に到達することが見込まれるとき、避難判断

水位に達し、更に水位の上昇が見込まれると

き、氾濫危険情報を発表中に氾濫危険水位を

下回ったとき(避難判断水位を下回った場合

を除く)、避難判断水位を超える状態が継続

しているとき(水位の上昇の可能性がなくな

った場合を除く)に発表される。 
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高齢者等避難の発令の判断の参考とする。高

齢者等は危険な場所からの避難が必要とされ

る警戒レベル３に相当。 

洪水注意報 氾濫注意情報 

基準地点の水位が氾濫注意水位に達し、更に

水位の上昇が見込まれるとき、氾濫注意水位

以上でかつ避難判断水位未満の状態が継続し

ているとき、避難判断水位に達したが水位の

上昇が見込まれないときに発表される。 

ハザードマップによる災害リスクの再確認

等、避難に備え自らの避難行動の確認が必要

とされる警戒レベル２に相当。 

 

(４) その他の情報 

① 大雨警報・洪水警報の危険度分布（キキクル）等 

警報の危険度分布（キキクル）等の概要 

種類 概要 

大雨警報（土砂

災害）の危険度

分布 （土砂キキ

クル） 

大雨による土砂災害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で

１km 四方の領域ごとに５段階に色分けして示す情報。２時間先

までの雨量分布及び土壌雨量指数の予測を用いて常時 10 分ごと

に更新しており、大雨警報（土砂災害）や土砂災害警戒情報等が

発表されたときには、大雨警報（土砂災害）の危険度分布（土砂

キキクル）により、どこで危険度が高まっているかを把握するこ

とができる。 

大雨警報（浸水

害）の危険度分

布 

（浸水キキクル） 

短時間強雨による浸水害発生の危険度の高まりの予測を、地図

上で１km 四方の領域ごとに５段階に色分けして示す情報。１時

間先までの雨量指数の予測を用いて常時 10 分毎に更新してお

り、大雨警報（浸水害）等が発表されたときに、どこで危険度が

高まるかを面的に確認することができる。 

洪水警報の危険

度分布 

（洪水キキクル） 

指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位周知河川

及びその他河川）の洪水害発生の危険度の高まりの予測を、地図

上で河川流路を概ね１km ごとに 5 段階に色分けして示す情報。

３時間先までの雨量分布及び流域雨量指数の予測を用いて常時 10

分毎に更新しており、洪水警報等が発表されたときに、どこで危

険度が高まるかを面的に確認することができる。 

流域雨量指数の

予測値 

水位周知河川及びその他河川の上流域での降雨によって、下流

の対象地点の洪水危険度がどれだけ高まるかを示した情報。６時

間先までの雨量分布の予測（降水短時間予報等）を取り込んで、

流域に降った雨が河川に集まり流れ下る量を計算して指数化した

「流域雨量指数」について、洪水警報等の基準への到達状況に応

じて危険度を色分けし時系列で表示したものを、常時 10 分毎に

更新している。 

 

高齢者等避難の発令の判断の参考とする。高

齢者等は危険な場所からの避難が必要とされ

る警戒レベル３に相当。 

洪水注意報 氾濫注意情報 

基準地点の水位が氾濫注意水位に達し、更に

水位の上昇が見込まれるとき、氾濫注意水位

以上でかつ避難判断水位未満の状態が継続し

ているとき、避難判断水位に達したが水位の

上昇が見込まれないときに発表される。 

ハザードマップによる災害リスクの再確認

等、避難に備え自らの避難行動の確認が必要

とされる警戒レベル２に相当。 

 

(４) その他の情報 

① 大雨警報・洪水警報の危険度分布（キキクル）等 

警報の危険度分布（キキクル）等の概要 

種類 概要 

大雨警報（土砂

災害）の危険度

分布 （土砂キ

キクル） 

大雨による土砂災害発生の危険度の高まりを、地図上で１km

四方の領域ごとに５段階に色分けして示す情報。２時間先までの

雨量分布及び土壌雨量指数の予測を用いて常時 10 分ごとに更新

しており、大雨警報（土砂災害）や土砂災害警戒情報等が発表さ

れたときには、大雨警報（土砂災害）の危険度分布（土砂キキク

ル）により、どこで危険度が高まっているかを把握することがで

きる。 

大雨警報（浸水

害）の危険度分

布 

（浸水キキクル） 

短時間強雨による浸水害発生の危険度の高まりの予測を、地図

上で１km 四方の領域ごとに５段階に色分けして示す情報。１時

間先までの雨量指数の予測を用いて常時 10 分毎に更新してお

り、大雨警報（浸水害）等が発表されたときに、どこで危険度が

高まるかを面的に確認することができる。 

洪水警報の危険

度分布 

（洪水キキクル） 

指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位周知河川

及びその他河川）の洪水害発生の危険度の高まりの予測を、地図

上で河川流路を概ね１km ごとに 5 段階に色分けして示す情報。

３時間先までの雨量分布及び流域雨量指数の予測を用いて常時 10

分毎に更新しており、洪水警報等が発表されたときに、どこで危

険度が高まるかを面的に確認することができる。 

流域雨量指数の

予測値 

水位周知河川及びその他河川の各河川を対象として、上流域で

の降雨によって、下流の対象地点の洪水危険度がどれだけ高まる

かを示した情報。６時間先までの雨量分布の予測（降水短時間予

報等）を取り込んで、流域に降った雨が河川に集まり流れ下る量

を計算して指数化した「流域雨量指数」について、洪水警報等の

基準への到達状況に応じて危険度を色分けし時系列で表示したも

のを、常時 10 分毎に更新している。 
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② 早期注意情報（警報級の可能性） 

 ５日先までの警報級の現象の可能性が［高］、［中］の２段階で発表され

る。当日から翌日にかけては時間帯を区切って、天気予報の対象地域と同

じ発表単位（長野県北部・中部・南部）で、２日先から５日先にかけては

日単位で、週間天気予報の対象地域と同じ発表単位で発表さ れる。大雨

に関して、[高]又は[中]が予想されている場合は、災害への心構えを高める

必要が あることを示す警戒レベル１である。 

 

③ 全般気象情報、関東甲信地方気象情報、長野県気象情報 

  気象の予報等について、特別警報・警報・注意報に先立って注意を喚起

する場合や、特別警報・警報・注意報が発表された後の経過や予想、防災

上の注意を解説する場合等に発表される。雨を要因とする特別警報が発表

されたときには、その後速やかに、その内容を補足するため「記録的な大

雨に関する長野県気象情報」、「記録的な大雨に関する関東甲信地方気象情

報」、「記録的な大雨に関する全般気象情報」という表題の気象情報が発表

される。 

大雨による災害発生の危険度が急激に高まっている中で、線状の降水帯

により非常に激しい雨が同じ場所で降り続いているときには、「線状降水

帯」というキーワードを使って解説する「顕著な大雨に関する長野県気象

情報」、「顕著な大雨に関する関東甲信地方気象情報」、「顕著な大雨に関す

る全般気象情報」という表題の気象情報が発表される。 

 

⑤ 記録的短時間大雨情報 

大雨警報発表中の市町村において、危険度分布（キキクル）の「危険」

（紫）が出現し、かつ数年に一度程度しか発生しないような猛烈な雨（１

時間降水量）が観測 (地上の雨量計による観測)又は解析(気象レーダーと

地上の雨量計を組み合わせた分析)されたときに、気象庁から発表される。

長野県の雨量による発表基準は、１時間 100 ミリ以上の降水が観測又は解

析されたときである。この情報が発表されたときは、土砂災害及び低地の

浸水や中小河川の増水・氾濫による災害発生につながるような猛烈な雨が

降っている状況であり、実際に災害発生の危険度が高まっている場所を危

険度分布（キキクル）で確認する必要がある。 

 

⑥ 竜巻注意情報 

積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風に対し

て注意を呼びかける情報で、竜巻等の激しい突風の発生しやすい気象状況

になっているときに、天気予報の対象地域と同じ発表単位（長野県北部・

② 早期注意情報（警報級の可能性） 

 警報級の現象の可能性について、翌日にかけては時間帯を区切って、長

野県北部・中部・南部など天気予報の対象地域と同じ発表単位で、２日先

から５日先にかけては日単位で、長野県など週間天気予報の対象地域と同

じ発表単位で発表される。可能性が高いことを表す[高]、可能性が高くは

ないが一定程度認められることを表す[中]の２段階で、災害への心構え高

めるよう促す。 

 

③ 全般気象情報、関東甲信地方気象情報、長野県気象情報 

  気象の予報等について、特別警報・警報・注意報に先立って注意を喚起

する場合や、特別警報・警報・注意報が発表された後の経過や予想、防災

上の注意を解説する場合等に発表される。雨を要因とする特別警報が発表

されたときには、その後速やかに、その内容を補足するため「記録的な大

雨に関する長野県気象情報」、「記録的な大雨に関する関東甲信地方気象情

報」、「記録的な大雨に関する全般気象情報」という表題の気象情報が発表

される。 

大雨による災害発生の危険度が急激に高まっている中で、線状の降水帯

により非常に激しい雨が同じ場所で降り続いているとき（線状降水帯）に

は「顕著な大雨に関する長野県気象情報」、「顕著な大雨に関する関東甲信

地方気象情報」、「顕著な大雨に関する全般気象情報」という表題の気象情

報が発表される。 

 

⑤ 記録的短時間大雨情報 

大雨警報発表中の市町村において、危険度分布（キキクル）の「非常に

危険」（うす紫）が出現し、かつ数年に一度程度しか発生しないような猛

烈な雨（１時間降水量）が観測 (地上の雨量計による観測)又は解析(気象

レーダーと地上の雨量計を組み合わせた分析)されたときに、気象庁から

発表される。長野県の雨量による発表基準は、１時間 100 ミリ以上の降

水が観測又は解析されたときである。この情報が発表されたときは、土砂

災害及び低地の浸水や中小河川の増水・氾濫による災害発生につながるよ

うな猛烈な雨が降っている状況であり、実際に災害発生の危険度が高まっ

ている場所を危険度分布（キキクル）で確認する必要がある。 

 

⑥ 竜巻注意情報 

積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風に対し

て注意を呼びかける情報で、竜巻等の激しい突風の発生しやすい気象状況

になっているときに、県内の「北部・中部・南部」単位で気象庁から発表

 

長野地方気象台によ
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様式【風】第２章 

 新   旧  修正理由・備考 

中部・南部）で気象庁から発表される。なお、実際に危険度が高まってい

る場所は竜巻発生確度ナウキャストで確認することができる。また、竜巻

の目撃情報が得られた場合には、目撃情報があった地域を示し、その周辺

で更なる竜巻等の激しい突風が発生するおそれが非常に高まっている旨を

付加した情報が、天気予報の対象地域と同じ発表単位で発表される。この

情報の有効期間は発表から概ね１時間である。 

 

警報等伝達系統図 

１ 注意報・警報および情報 

(１) 系統図 

 

 

 

注１ 二重枠で囲まれている機関は、気象業務法施行令第 8 条第１項の規定に基づく法定伝達先。 

 

注２ 二重線の経路は、気象業務法第 15 条の二第２項、第４項及び第５項によって、特別警報の通

知又は周知の措置が義務づけられている伝達経路。 

 

注３ 火山現象特別警報及び火山現象警報においては、気象庁本庁から警察庁にも伝達を行い、 ま

た気象庁本庁から長野地方気象台を通じて長野県にも伝達する。  

される。なお、実際に危険度が高まっている場所は竜巻発生確度ナウキャ

ストで確認することができる。この情報の有効期間は発表から概ね１時間

である。 

 

 

 

 

警報等伝達系統図 

１ 注意報・警報および情報 

(１) 系統図 

 

 

注１ 二重枠で囲まれている機関は、気象業務法施行令第 8 条第１項の規定に基づく法定伝達先。 

注２ 二重線の経路は、気象業務法第 15 条及び第 15 条の２によって、警報の通知又は周知の措置

が義務づけられている伝達経路。 

注３ 国土交通省の機関については、気象業務法施行令第８条第３号に基づく水防活動用気象警報

等の通知先であるため、気象官署予報業務規則第 103 条第２項に基づき千曲川河川事務所に通

知を行う。  

長野地方気象台によ

る修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長野県
（危機管理防災課）

総務省
消防庁

東日本電信電話株式会社又は
西日本電信電話株式会社

日本放送協会

国土交通省
関東地方整備局

国土交通省
北陸地方整備局

国土交通省
中部地方整備局

住
　
　
　
民

関係市町村

気
象
庁
本
庁

長野地方気象台

千曲川河川事務所

天竜川上流
河川事務所

消防庁

長野県

東日本電信電話株式会社又は
西日本電信電話株式会社

日本放送協会

北陸地方整備局（千曲川河川事務所）

関東地方整備局（長野国道事務所）

中部地方整備局（天竜川上流河川事務所）

関係市町村

長
野
地
方
気
象
台

住
民



様式【風】第２章 

 新   旧  修正理由・備考 

第２節 災害情報の収集・連絡活動 

第２ 活動の内容 

２ 被害状況等の調査と調査責任機関 

被害状況の調査は、次表に掲げる機関が関係の機関及び団体の協力を得て実

施する。調査にあたっては、関係機関は相互に連絡を密にし、正確な情報の把

握に努める。 

町は、被害が甚大である等により、町において被害調査が実施できないとき

は、次表の協力機関に定める県現地機関等に応援を求めるものとし、県現地機

関等は速やかに必要な応援を行い、被害情報等の把握に努める。 

北アルプス地域振興局長は、被災地における被害の状況から情報の収集・連

絡体制の強化が必要と認められる場合は、県危機管理防災課（総括調整班）に

情報連絡員（県本部リエゾン）等の応援派遣を求めるものとする。この場合、

県危機管理防災課（総括調整班）は必要な職員を速やかに派遣するものとす

る。 

 職員を派遣する際は、感染症対策のため、応援職員の派遣に当たっては、派

遣職員の健康管理やマスク着用等を徹底するものとする。 また、会議室のレイ

アウトの工夫やテレビ会議の活用など、応援職員等の執務スペースの適切な空

間の確保に配慮するものとする。 

また、町は、自らの対応力のみでは十分な災害対策を講ずることができない

ような災害が発生したときは、速やかにその規模を把握するための情報収集に

特に留意し、被害の詳細が把握できない状況にあっても、迅速に当該情報の報

告に努める。 

特に、行方不明者の数については、捜索・救助体制の検討に必要な情報であ

るため、住民登録の有無にかかわらず、町域内で行方不明となった者につい

て、県警察本部の協力に基づき正確な情報の収集に努めるものとする。また、

要救助者 の迅速な把握のため、安否不明者についても、関係機関の協力を得

て、積極的に情報収集を行うものとする。 

 

４ 災害情報の収集・連絡系統等 

(３) 関係機関における実施事項の概要 

関係機関における被害状況等の収集、報告、通報等の実施事項の概要は

次のとおりである。 

ウ 町は、要救助者の迅速な把握による救助活動の効率化・円滑化のために

必要と認めるときは、県危機管理防災課（災害対策本部室）等と連携の

上、安否不明者等の氏名等を公表し、その安否情報を収集・精査すること

により、速やかな安否不明者等の絞り込みに努める。 

第２節 災害情報の収集・連絡活動 

第２ 活動の内容 

２ 被害状況等の調査と調査責任機関 

被害状況の調査は、次表に掲げる機関が関係の機関及び団体の協力を得て実

施する。調査にあたっては、関係機関は相互に連絡を密にし、正確な情報の把

握に努める。 

町は、被害が甚大である等により、町において被害調査が実施できないとき

は、次表の協力機関に定める県現地機関等に応援を求めるものとし、県現地機

関等は速やかに必要な応援を行い、被害情報等の把握に努める。 

北アルプス地域振興局長は、被災地における被害の状況から情報の収集・連

絡体制の強化が必要と認められる場合は、県危機管理防災課（総括調整班）に

情報連絡員（県本部リエゾン）等の応援派遣を求めるものとする。この場合、

県危機管理防災課（総括調整班）は必要な職員を速やかに派遣するものとす

る。 

 職員を派遣する際は、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、

応援職員の派遣に当たっては、派遣職員の健康管理やマスク着用等を徹底する

ものとする。 また、会議室のレイアウトの工夫やテレビ会議の活用など、応

援職員等の執務スペースの適切な空間の確保に配慮するものとする。 

また、町は、自らの対応力のみでは十分な災害対策を講ずることができない

ような災害が発生したときは、速やかにその規模を把握するための情報収集に

特に留意し、被害の詳細が把握できない状況にあっても、迅速に当該情報の報

告に努める。 

特に、行方不明者の数については、捜索・救助体制の検討に必要な情報であ

るため、住民登録等の有無にかかわらず、町域内で行方不明となっている者に

ついて、県警察本部の協力に基づき正確な情報の収集に努める。 

 

 

 

４ 災害情報の収集・連絡系統等 

(３) 関係機関における実施事項の概要 

関係機関における被害状況等の収集、報告、通報等の実施事項の概要は

次のとおりである。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス

感染症の５類移行に

伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

国の災害基本計画及

び県の地域防災計画 

合わせて修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式【風】第２章 

 新   旧  修正理由・備考 

エ 県庁の被災、通信の途絶等により、県関係課との情報連絡がとれない場

合は、総務省消防庁に直接被害状況等の連絡を行う。この場合の対象とな

る被害は、次のとおりとする。 

なお、県への情報連絡が可能となった時点で、直ちに通常の系統に戻す 

ものとする。 

   オ 長野県防災情報システムを利用し、被害情報等による関係機関との情報

共有に努める。 

 

５ 情報通信手段の確保 

防災関係機関は、災害発生後、直ちに情報通信手段の機能確認を行うととも

に、支障が生じた施設の復旧を速やかに行うものとする。また、支障が生じた

施設が復旧されるまでの間は、防災行政無線、又は航空機、無人航空機等によ

る目視・撮影、衛星携帯電話、トランシーバー等の各種移動無線通信機器及び

アマチュア無線等の活用を図る。 

(１) 災害情報の共有ならびに通信手段確保のため町同報系防災行政無線及び

県防災行政無線の活用を図る。 

(２) 災害情報の共有ならびに通信手段確保のため、消防団無線、衛星携帯電

話等各種移動無線通信機器の活用を図る。 

(３) 必要に応じて、信越総合通信局に対し、災害対策用移動通信機器、災害

対策用移動電源車の貸出要請を行う。 

 

イ 人的及び住家の被害状況報告様式第２号又は消防庁第 4 号様式（その 2）（表 21 の 3） 

高齢者等避難・避難指示・緊急安全確保等避難状況報告 

（様式第２-１号）又は長野県防災情報システムにより報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 行方不明者として把握した者が、他の市町村に住民登録を行っていること

が判明した場合には、当該登録地の市町村、（外国人のうち、旅行者など住民

登録の対象外の者は直接又は必要に応じ外務省を通じて在京大使館等）又は

県危機管理防災課（災害対策本部）に連絡するものとする。 

 

ウ 県庁の被災、通信の途絶等により、県関係課との情報連絡がとれない場

合は、総務省消防庁に直接被害状況等の連絡を行う。この場合の対象とな

る被害は、次のとおりとする。 

なお、県への情報連絡が可能となった時点で、直ちに通常の系統に戻す 

ものとする。 

   エ 長野県防災情報システムを利用し、被害情報等による関係機関との情報

共有に努める。 

 

５ 情報通信手段の確保 

防災関係機関は、災害発生後、直ちに情報通信手段の機能確認を行うととも

に、支障が生じた施設の復旧を速やかに行うものとする。また、支障が生じた

施設が復旧されるまでの間は、防災行政無線、又は航空機、無人航空機等によ

る目視・撮影、衛星携帯電話、トランシーバー等の各種移動無線通信機器及び

アマチュア無線等の活用を図る。 

(１) 災害情報の共有ならびに通信手段確保のため町同報系防災行政無線及び

県防災行政無線の活用を図る。 

(２) 災害情報の共有ならびに通信手段確保のため、消防団無線、衛星携帯電

話等各種移動無線通信機器の活用を図る。 

(３) 必要に応じて、信越総合通信局に対し、災害対策用移動通信機器、災害

対策用移動電源車の貸出要請を行う。 

 

イ 人的及び住家の被害状況報告 様式第２号又は消防庁第 4 号様式（その 2）（表 21 の 3） 

高齢者等避難・避難指示・緊急安全確保等避難状況報告 

（様式第２-１号）又は長野県防災情報システムにより報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 行方不明者として把握した者が、他の市町村に住民登録を行っていること

が判明した場合には、当該登録地の市町村、（外国人のうち、旅行者など住

民登録の対象外の者は直接または必要に応じ外務省を通じて在京大使館等）

又は県危機管理防災課（災害対策本部）に連絡する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織改正に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

県の地域防災計画に

合わせて修正 

内 閣 府 

自 衛 隊 

池田町 
地域振興局 

総務管理(･環境)課 

 

県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 

 

消 防 庁 

関係機関 

内 閣 府 

自 衛 隊 

池田町 
地域振興局 

総務管理・環境課 

 

県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 

 

消 防 庁 

関係機関 



様式【風】第２章 

 新   旧  修正理由・備考 

ウ 社会福祉施設の被害状況報告（様式第３号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 農業関係被害状況報告（様式第５号） 

(ア) 農・畜・養蚕・水産業被害状況報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

(イ) 農地・農業用施設被害状況報告(農業集落排水施設を除く) 

 

 

 

 

 

 

 

(ウ) 農業集落排水施設被害状況報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 社会福祉施設の被害状況報告（様式第３号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 農業関係被害状況報告（様式第５号） 

(ア) 農・畜・養蚕・水産業被害状況報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

(イ) 農地・農業用施設被害状況報告(農業集落排水施設を除く) 

 

 

 

 

 

 

 

(ウ) 農業集落排水施設被害状況報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織改正に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省 

保健福祉事務所 

福 祉 課 

池田町 
地域振興局 

総務管理(･環境)課 

 

県健康福祉政策課 

県文 化 政 策 課 

県健康福祉部 

県県民文化部 

関 係 課 

施設管理者 

県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 

 

池田町 

地域振興局 

総務管理(･環境)課 

 

地域振興局 

農業農村支援 

センター 

農林水産省 

県農業政策課 
県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 

 

県農業政策課 池田町 

地域振興局 

総務管理(･環境)課 

 

地域振興局 

農地整備課 

農林水産省 

県農地整備課 

県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 

 

池田町 

地域振興局 

農地整備課 

 

地域振興局 

総務管理(･環境)課 

 

農林水産省 

県農地整備課 

県生活排水課 

県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 

 

厚生労働省 

保健福祉事務所 

福 祉 課 

池田町 
地域振興局 

総務管理･環境課 

 

県健康福祉政策課 

県文 化 政 策 課 

県健康福祉部 

県県民文化部 

関 係 課 

施設管理者 

県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 

 

池田町 

地域振興局 

総務管理･環境課 

 

地域振興局 

農業農村支援 

センター 

農林水産省 

県農業政策課 
県危機管理防災課 

（災害対策本部

室） 

 

県農業政策課 池田町 

地域振興局 

総務管理･環境課 

 

地域振興局 

農地整備課 

農林水産省 

県農地整備課 

県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 

 

池田町 

地域振興局 

農地整備課 

 

地域振興局 

総務管理･環境課 

 

農林水産省 

県農地整備課 

県生活排水課 

県危機管理防災課 

（災害対策本部

室） 
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 新   旧  修正理由・備考 

オ 林業関係被害状況報告（様式第６号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カ 土木関係被害状況報告 

(ア) 県管理河川の氾濫箇所  地図又は GIS による 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(イ) 公共土木施設被害状況報告等（様式第７号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ 林業関係被害状況報告（様式第６号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カ 土木関係被害状況報告 

(ア) 県管理河川の氾濫箇所  地図又は GIS による 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(イ) 公共土木施設被害状況報告等（様式第７号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織改正伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

池田町 
地域振興局 

林 務 課 

地域振興局 

総務管理(･環境)課 

 

県林務部関係課 

農林水産省 

県森林政策課 

県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 

 

池田町 

地域振興局 

総務管理(･環境)課 

 

課 

 建設事務所 

砂防事務所 

国土交通省 

県河川課 

関係機関 

自 衛 隊 

県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 

 

池田町 

地域振興局 

総務管理(･環境)課 

 

課 

 建設事務所 

砂防事務所 

国土地理院 

関東地方測量 

県河川課 

ISUT(内閣府) 

自 衛 隊 

県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 

 

池田町 
地域振興局 

林 務 課 

地域振興局 

総務管理･環境課 

 

県林務部関係課 

農林水産省 

県森林政策課 

県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 

 

池田町 

地域振興局 

総務管理･環境課 

課 

 
建設事務所 

砂防事務所 

国土交通省 

県河川課 

関係機関 

自 衛 隊 

県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 

 

池田町 

地域振興局 

総務管理･環境課 

課 

 
建設事務所 

砂防事務所 

国土地理院 

関東地方測量 

県河川課 

ISUT(内閣府) 

自 衛 隊 

県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 

 



様式【風】第２章 

 新   旧  修正理由・備考 

(ウ) 土砂災害等による被害報告 地図若しくは GIS 又は様式７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キ 都市施設被害状況報告（様式第８号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

ク 水道施設被害状況報告（様式第９号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ウ) 土砂災害等による被害報告 地図若しくは GIS 又は様式７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キ 都市施設被害状況報告（様式第８号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

ク 水道施設被害状況報告（様式第９号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

組織改正に伴う修正 

 

 

 

 

 

連絡系統の直しに伴

う修正 

 

 

 

組織改正に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

池田町 建設事務所 

砂防事務所 

 

地域振興局 

総務管理(･環境)課 

 

 

国土交通省 

県砂防課 
県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 

 

自  衛  隊 

池田町 

地域振興局 

総務管理(･環境)課 

 

 

建設事務所 

国土交通省 

県都市・まちづくり課 

県生活排水課 

県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 

 

池田町 

地域振興局 

総務管理(･環境)課 

 

 

地域振興局 
環境・廃棄物対策課 

環 境 課 

総務管理・環境課 

厚生労働省 

県水大気環境課 

自  衛  隊 

県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 

 

池田町 建設事務所 

砂防事務所 

 

地域振興局 

総務管理･環境課 

 

国土交通省 

県砂防課 

関係機関 

県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 

 

自  衛  隊 

池田町 

地域振興局 

総務管理･環境課 

 

建設事務所 

国土交通省 

県都市・まちづくり課 

県生活排水課 

県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 

 

池田町 

地域振興局 

総務管理･環境課 

 

地域振興局 
環境・廃棄物対策課 

環 境 課 

総務管理・環境課 

厚生労働省 

県水大気環境課 

自  衛  隊 

県危機管理防災課 

（災害対策本部

室） 

 



様式【風】第２章 

 新   旧  修正理由・備考 

ケ 廃棄物処理施設被害状況報告（様式第 10 号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コ 感染症関係報告（様式第 11 号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

サ 医療施設関係被害状況報告（様式第 12 号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

シ 商工関係被害状況報告（様式第 13 号） 

 

 

 

 

 

 

 

ケ 廃棄物処理施設被害状況報告（様式第 10 号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コ 感染症関係報告（様式第 11 号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

サ 医療施設関係被害状況報告（様式第 12 号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

シ 商工関係被害状況報告（様式第 13 号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織改正に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環 境 省 

県資源循環推進課 

県生活排水課 

 

池田町 

地域振興局 

総務管理(･環境)課 

 

 

地域振興局 
環境・廃棄物対策課 

環 境 課 

総務管理・環境課 

自  衛  隊 

 

県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 

 

池田町 

地域振興局 

総務管理(･環境)課 

 

 

 
感染症対策課 

厚生労働省 自  衛  隊 

保健福祉事務所 

健康づくり支援課 

県健康福祉政策課 

県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 

 

施設管理者 

地域振興局 

総務管理(･環境)課 

 

 

厚生労働省 

県医療推進課 

県薬事管理者 

保健福祉事務所 

総  務  課 

食品･生活衛生課 

県健康福祉政策課 

県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 

 

池田町 

地域振興局 

総務管理(･環境)課 

 

 

厚生労働省 

経済産業省 

県産業政策課 県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 

地域振興局 

商工観光課 

環 境 省 

県資源循環推進課 

県生活排水課 

 

池田町 

地域振興局 

総務管理･環境課 

 

地域振興局 
環境・廃棄物対策課 

環 境 課 

総務管理・環境課 

自  衛  隊 

 

県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 

 

池田町 

地域振興局 

総務管理･環境課 

 

 

感染症対策課 

厚生労働省 自  衛  隊 

保健福祉事務所 

健康づくり支援課 

県健康福祉政策課 

県危機管理防災課 

（災害対策本部

室） 

 

施設管理者 

地域振興局 

総務管理･環境課 

 
厚生労働省 

県医療推進課 

県薬事管理者 

保健福祉事務所 

総  務  課 

食品･生活衛生課 

県健康福祉政策課 

県危機管理防災課 

（災害対策本部

室） 

 

池田町 

地域振興局 

総務管理･環境課 

 

厚生労働省 

経済産業省 

県産業政策課 県危機管理防災課 

（災害対策本部

室） 

地域振興局 

商工観光課 



様式【風】第２章 

 新   旧  修正理由・備考 

ス 観光施設被害状況報告（様式第 14 号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

セ 教育関係被害状況報告（様式第 15 号） 

(ア) 市町村施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

(イ) 県施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ウ) 私立施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

ス 観光施設被害状況報告（様式第 14 号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

セ 教育関係被害状況報告（様式第 15 号） 

(ア) 市町村施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

(イ) 県施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ウ) 私立施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織改正に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

池田町 

地域振興局 

総務管理(･環境)課 

 

 

地域振興局 

商工観光課 

環 境 省 

観 光 庁 

 

県山岳高原観光課 

 

観光情報センター 

県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 

 

池田町 

地域振興局 

総務管理(･環境)課 

 

 

教育事務所 

 

文部科学省 

県教育委員会関係課 県教育政策課 

県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 

 

池田町 施設管理者 

地域振興局 

総務管理(･環境)課 

 

 

文部科学省 

県教育委員会関係課 

県教育政策課 

県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 

県財産活用課 

 

地域振興局 

総務管理(･環境)課 

 

 

施設管理者 池田町 

文部科学省 

県私学振興課 県文化政策課 

県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 

 

池田町 

地域振興局 

総務管理･環境課 

 

地域振興局 

商工観光課 

環 境 省 

観 光 庁 

 

県山岳高原観光課 

 

観光情報センター 

県危機管理防災課 

（災害対策本部

室） 

 

池田町 

地域振興局 

総務管理･環境課 

 

教育事務所 

 

文部科学省 

県教育委員会関係課 県教育政策課 

県危機管理防災課

（災害対策本部

室） 

 

池田町 施設管理者 

地域振興局 

総務管理･環境課 

 

文部科学省 

県教育委員会関係課 

県教育政策課 

県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 

県財産活用課 

 

地域振興局 

総務管理･環境課 

 

施設管理者 池田町 

文部科学省 

県私学振興課 県文化政策課 

県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 

 



様式【風】第２章 

 新   旧  修正理由・備考 

(エ) 文化財 

 

 

 

 

 

 

 

 

ソ 県有財産（企業財産を含む）被害状況報告（様式第 16 号） 

 

 

 

 

 

 

 

タ 市町村有財産の被害状況報告（様式第 17 号） 

 

 

 

注：他の報告系統に含まれない施設についてのみあげること。 

 

チ 公益事業関係被害状況報告（様式第 18 号） 

 

 

 

 

※ 破線は地方事務所への連絡系統が確立されている公益事業関係機関から

報告の場合 

 

ツ 火災即報(様式第 19 号) 

 

 

 

 

 

(エ) 文化財 

 

 

 

 

 

 

 

 

ソ 県有財産（企業財産を含む）被害状況報告（様式第 16 号） 

 

 

 

 

 

 

 

タ 市町村有財産の被害状況報告（様式第 17 号） 

 

 

 

注：他の報告系統に含まれない施設についてのみあげること。 

 

チ 公益事業関係被害状況報告（様式第 18 号） 

 

 

 

 

※ 破線は地方事務所への連絡系統が確立されている公益事業関係機関から

報告の場合 

 

ツ 火災即報(様式第 19 号) 

 

 

 

 

 

 

 

組織改正に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所有者 

池田町 

地域振興局 

総務管理(･環境)課 

 

 

教育事務所 

 

文 化 庁 

県教育政策課 
県文化財・ 

生涯学習課 

県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 

 

（企業財産） 

池田町 

地域振興局 

総務管理(･環境)課 

 

 

県有財産管理者 県関係課 県財産活用課 

県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 

 

池田町 地域振興局 

総務管理(･環境)課 

 

 

県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 

 

関係機関 

地域振興局 

総務管理(･環境)課 

 

 

県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 

 

北アルプス広域消防本部 
地域振興局 

総務管理(･環境)課 

 

 

消 防 庁 

県 消 防 課 

（災害対策本部室） 

所有者 

池田町 

地域振興局 

総務管理･環境課 

 

教育事務所 

 

文 化 庁 

県教育政策課 
県文化財・ 

生涯学習課 

県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 

 

（企業財産） 

池田町 

地域振興局 

総務管理･環境課 

 

県有財産管理者 県関係課 県財産活用課 

県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 

 

池田町 地域振興局 

総務管理･環境課 

 

県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 

 

関係機関 

地域振興局 

総務管理･環境課 

 

県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 

 

北アルプス広域消防本部 
地域振興局 

総務管理･環境課 

 

消 防 庁 

県 消 防 課 

（災害対策本部室） 



様式【風】第２章 

 新   旧  修正理由・備考 

ト 警察調査被害状況報告（様式第 20 号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 非常参集職員の活動 

第３ 活動の内容 

１ 町の責務 

町の地域に災害発生の恐れがあるとき、又は発生したときは、法令又は地域

防災計画及び町受援計画の定めるところにより、他の市町村、県及び指定地方

行政機関等並びに区域内の公共的団体及び町民等の協力を得て、その有する全

機能を発揮して災害応急対策の実施に努める。 

 

２ 活動体制 

災害応急対策に対処するため、状況に応じ次の配備体制をとる。 

配

備 

状

況 

時

期 

内

容 

災害警戒 災害警戒本部 災害対策本部 

警戒配備 非常配備 緊急配備 

第１号配備 第２号配備 第３号配備 

配

備

時

期 

・各種警報発表（災害発

生が予想される） 

・町長が必要と認めたと

き 

・土砂災害警戒情報が発

表されたとき 

・震度４の地震が発生し

たとき 

・積雪深が 40 ㎝を超

え、降雪継続の気象予想

のとき 

・町長が必要と認めたと

き（大規模停電・大火災

等） 

・甚大な被害が発生した

とき 

・震度５弱以上の地震が

発生したとき 

・大雪特別警報が発表さ

れたとき 

・町長が必要と認めたと

き（大規模停電・大火災

等） 

ト 警察調査被害状況報告（様式第 20 号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 非常参集職員の活動 

第３ 活動の内容 

１ 町の責務 

町の地域に災害発生の恐れがあるとき、又は発生したときは、法令又は地域

防災計画及び町受援計画の定めるところにより、他の市町村、県及び指定地方

行政機関等並びに区域内の公共的団体及び町民等の協力を得て、その有する全

機能を発揮して災害応急対策の実施に努める。 

 

２ 活動体制 

災害応急対策に対処するため、状況に応じ次の配備体制をとる。 

配

備 

状

況 

時

期 

内

容 

災害警戒 災害警戒本部 災害対策本部 

警戒配備 非常配備 緊急配備 

第１号配備 第２号配備 第３号配備 

配

備

時

期 

・各種警報発表（災害

発生が予想される） 

・町長が必要と認めた

とき 

・土砂災害警戒情報が発

表されたとき 

・震度４の地震が発生し

たとき 

・積雪深が 40 ㎝を超え、

降雪継続の気象予想のと

き 

・町長が必要と認めたと

き（大規模停電・大火災

等） 

・甚大な被害が発生した

とき 

・震度５弱以上の地震が

発生したとき 

・大雪特別警報が発表さ

れたとき 

・町長が必要と認めたと

き（大規模停電・大火災

等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織改正に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

警備業協会 

交   番 

駐 在 所 

池田町 

警 察 署 

地域振興局 

総務管理(･環境)課 

 

 

県警察本部 

管区警察局 自衛隊偵察班 

県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 

警備業協会 

交   番 

駐 在 所 

池田町 

警 察 署 

地域振興局 

総務管理･環境課 

 

県警察本部 

管区警察局 自衛隊偵察班 

県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 



様式【風】第２章 

 新   旧  修正理由・備考 

配

備

内

容 

・情報収集 

・関係機関との連絡 

・情報収集 

・関係機関との連絡 

・応急措置 

・災害応急対策の実施 

対

応 

・高齢者等避難開始の発

令に向けた準備 

・高齢者等避難、避難指

示等の発令 

・避難指示、緊急安全確

保の発令 

配

備

員

名 

役

場

関

係 

通常は気象警報当番制

とし、時間雨量 20mm、

高瀬川水位 0.8m、長野

県河川砂防情報ステーシ

ョンサイトでスネークラ

インが土砂災害のおそれ

が高まる範囲の境界線を

超えたときのうち、１つ

でも該当する場合及び被

害の報告、消防団を含め

た対応の要請等を参考に

災害発生が予想される場

合に参集する。 

・総務課長 

・建設水道課長 

・振興課長 

・危機管理対策室 

第２号配備に先立ち、

第１号配備の職員が情報

整理し、必要と認めた場

合にメール又は電話によ

り招集する。 

 

・町長 

・副町長 

・教育長 

・各課長（局長） 

・総務係長 

・危機管理対策室 

・全職員 

消

防

団

関

係 

・消防団員は配備体制に関わらず、地域の安全確保に努める。 

・災害対策本部が設置されたとき、消防団長は本部員となる。 

※各課長等は、災害の状況により人員を増減することができる。また、総務課長は、

状況により時間外当直者を増やす等の措置を講ずる。 

３ 配備体制 

閉庁時は以下によるものとするが、開庁時は自身の職場にて以下の対応にあ

たる。また、配備体制をとる場合の参集等は、総務課長の指示により危機管理

対策室が連絡調整を行う。 

 

 

 

配

備

内

容 

・情報収集 

・関係機関との連絡 

・情報収集 

・関係機関との連絡 

・応急措置 

・災害応急対策の実施 

対

応 

・高齢者等避難開始の

発令に向けた準備 

・高齢者等避難、避難指

示等の発令 

・避難指示、緊急安全確

保の発令 

配

備

員

名 

役

場

関

係 

・総務課長 

・振興課長 

・危機管理対策室 

・町長 

・副町長 

・教育長 

・各課長（局長） 

・総務係長 

・危機管理対策室 

・全職員 

消

防

団

関

係 

・消防団員は配備体制に関わらず、地域の安全確保に努める。 

・災害対策本部が設置されたとき、消防団長は本部員となる。 

※各課長等は、災害の状況により人員を増減することができる。また、総務課長

は、時間外については状況により当直者を増やす等の措置を講ずる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 配備体制 

閉庁時は以下によるものとするが、開庁時は自身の職場にて以下の対応にあ

たる。また、配備体制をとる場合の集合等は、総務課長の指令により危機管理

対策室が連絡調整をおこなう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配備基準の見直しに

伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織改正に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言の修正 

 

 



様式【風】第２章 

 新   旧  修正理由・備考 

◎第１号配備 

通常は気象警報当番制とし、時間雨量 20mm、高瀬川水位 0.8m、長野県河

川砂防情報ステーションサイトでスネークラインが土砂災害のおそれが高まる

範囲の境界線を超えたときのうち、１つでも該当する場合及び被害の報告、消

防団を含めた対応の要請等を参考に災害発生が予想される場合に参集する。 

・大雨警報または洪水警報が発表されたとき（災害発生が予想される場合） 

・町長が必要と認めたとき 

総務課長、建設水道課長、振興課長、危機管理対策室員は役場に参集し、

総務課長の指令により情報収集、関係機関との連絡調整、応急措置を行う。

必要に応じ消防団長を招集し、消防団の招集を行う。 

 

◎第２号配備 

配備に先立ち、第１号配備の職員が情報整理し、必要と認めた場合にメール

又は電話により招集する。 

・１号配備時に災害の度合いが強まり、町長が必要と認めたとき 

・土砂災害警戒情報が発表されたとき 

・震度４の地震が発生したとき 

・積雪深が 40 ㎝を超え、降雪継続の気象予想のとき 

・町長が必要と認めたとき 

町長、副町長、教育長、各課長（局長）、総務係長、危機管理対策室、消防

団長は役場に集合し、災害警戒本部を設置する。災害警戒本部は原則として

役場大会議室に設置する。総務課長の指示により、情報収集、関係機関との

連絡調整、応急措置を行う。消防団員は消防団長の指示により地区の安全確

保に努める。必要に応じ町長の指示により避難指示等を発令する。 

◎第３号配備 

・甚大な災害が発生したとき 

・震度５弱以上の地震が発生したとき 

・大雪特別警報が発表されたとき(大雪が特に異常であるため重大な災害が発生

するおそれが著しく大きいとき) 

・数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合 

・町長が必要と認めたとき 

町長以下災害対策本部員となる職員は役場に集合し、直ちに災害対策本部

を設置する。 

災害対策本部を設置した後、住民向けには防災無線、登録制メール等によ

り、県等には防災情報システム、県防災無線等により周知・報告する。 

災害対策本部員以外の職員は、勤務場所へ自主参集し、災害対策本部から

の指示により、災害対応にあたる。 

勤務場所が被災し、集合できない場合は、原則として役場に集合する。 

◎第１号配備 

・大雨警報または洪水警報が発表されたとき（災害発生が予想される場合） 

・町長が必要と認めたとき 

総務課長、振興課長、危機管理対策室は役場に集合し、総務課長の指令に

より情報収集、関係機関との連絡調整、応急措置を行う。必要に応じ消防団

長を招集し、消防団の招集を行う。 

 

 

 

 

 

 

◎第２号配備 

・１号配備時に災害の度合いが強まり、町長が必要と認めたとき 

・土砂災害警戒情報が発表されたとき 

・震度４の地震が発生したとき 

・積雪深が 40 ㎝を超え、降雪継続の気象予想のとき 

・町長が必要と認めたとき 

町長、副町長、教育長、各課長（局長）、総務係長、危機管理対策室、消

防団長は役場に集合し、災害警戒本部を設置する。災害警戒本部は原則とし

て役場中会議室に設置する。総務課長の指令により、情報収集、関係機関と

の連絡調整、応急措置を行う。消防団員は消防団長の指示により地区の安全

確保に努める。必要に応じ町長の指示により避難指示等を発令する。 

 

 

◎第３号配備 

・甚大な災害が発生したとき 

・震度５弱以上の地震が発生したとき 

・大雪特別警報が発表されたとき(大雪が特に異常であるため重大な災害が発

生するおそれが著しく大きいとき) 

・数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合 

・町長が必要と認めたとき 

町長以下災害対策本部員となる職員は役場に集合し、直ちに災害対策本部

を設置する。 

災害対策本部を設置した後、住民向けには防災無線、登録制メール等によ

り、県等には防災情報システム、県防災無線等により周知・報告する。 

災害対策本部員以外の職員は、勤務場所へ集合(自動参集)し、災害対策本

部からの指示により、災害対応にあたる。 

勤務場所が被災し、集合できない場合は、原則として役場に集合する。 

 

配備基準の見直しに

伴う修正 

 

 

 

 

組織改正に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式【風】第２章 

 新   旧  修正理由・備考 

消防団は、災害対策本部からの指示により災害対応にあたる。 

災害対策本部は、原則として役場大会議室に設置する。 

災害対策本部が立ち上がった場合は、『４(４)④災害対策本部の事務分掌』

により対応にあたる。勤務中に第３号配備となった場合は、勤務施設等での

住民や児童等の安全確保を優先し、安全に避難ができたことを確認した後、

災害対策本部の任にあたる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防団は、災害対策本部からの指示により災害対応にあたる。 

災害対策本部は、原則として役場中会議室に設置する。 

災害対策本部が立ち上がった場合は、『４(４)④災害対策本部の事務分掌』

により対応にあたる。勤務中に第３号配備となった場合は、勤務施設等での

住民や児童等の安全確保を優先し、安全に避難ができたことを確認した後、

災害対策本部の任にあたる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤字の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式【風】第２章 

 新   旧  修正理由・備考 

４ 職員の参集及び伝達 

(２) 配備指令の伝達系統 

 

 

 

 

 

 

４ 職員の参集及び伝達 

(２) 配備指令の伝達系統 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織会背に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防団

農委事務局

総務係長 総務課職員

振興課職員

建設水道課職員

生涯学習課職員

会計課長 会計課職員

議会事務局長 議会事務局員

学校保育課長 学校保育課職員

振興課長

危機管理
対策室員

生涯学習課長

町長

総務課長

兼危機管理
  対策室長

建設水道課長 健康福祉課長

住民課長

（副町長）

健康福祉課職員

住民課職員

教育長

第３号配備

第１号配備

第２号配備

生涯学習課職員

北アルプス広域消防本部

会計課長 会計課職員

議会事務局長 事務局員

学校保育課長 学校保育課職員

消防団

総務係長 総務課職員

農委事務局

住民課長

第１号配備

副町長

危機管理
対策室員

生涯学習課長

町長

総務課長

兼危機管理

対策室長

振興課長 健康福祉課長

振興課職員

健康福祉課職員

第２号配備

住民課職員

教育長

第３号配備



様式【風】第２章 

 新   旧  修正理由・備考 

(３) 職員の参集 

① 参集の手順 

ＳＴＥＰ１  自宅待機・参集準備 

□ 周囲の状況から、今後災害が発生するおそれがあると判断した場合は、自主的

に自宅で待機する。 

□ ＳＴＥＰ３により、参集のための準備を行う。 

ＳＴＥＰ２ 
 配備指示の受領 池田町職員メールにて参集の可否等を回答す

る。 

□ 配備指示を受けた場合、又は自主参集すべきと判断した場合は、自身及び家族の 

安全を確保した上で、速やかに登庁する。（「②参集の判断」参照） 

ＳＴＥＰ３  参集の準備 

［服装］ 

□災害活動ができる服装（作業服等） □防災ベスト  □帽子又はヘルメット   

□運動靴又は長靴          □手袋（軍手等） 

［携行品］ 

□筆記具   □携帯ライト □携帯ラジオ  □飲料水(水筒)  □食料  

□応急医薬品 □タオル   □マスク    □防寒具（冬期など）   

□風呂敷類  □身分証明書(名刺) 

ＳＴＥＰ４  参集途上の緊急措置 

□ 火災の発生又は人身事故等に遭遇したときは、消防・警察へ通報するととも

に、住民の協力を求め、消火・救急・救助活動を行う。 

□ ただし、現場に消防職員・消防団員がいるときは、その活動を引き継ぎ、参集

場所に直行する。 

ＳＴＥＰ５  被害情報の収集 

□ 参集途上にあっては、次の項目について情報収集に努める。（ただし、あくま

でも迅速な参集が優先であり、情報収集のために参集が遅れることがないよう

にすること。） 

○幹線道路等の状況  ○建物の倒壊、損傷の状況   ○被災者の救助活動の状況 

○ライフラインの状況 ○火災、水害、土砂災害等の発生状況、応急対策活動の状況 

ＳＴＥＰ６  参 集 

□ あらゆる手段をもって、参集する。 

□ 役場庁舎又は各勤務先に参集できない職員は、自宅待機又は最寄りの避難所に参 

集し、所属長の指示を仰ぐ。 

ＳＴＥＰ７  参集状況・被害情報の報告 

□ 参集した職員は、直ちに収集した情報を所属長に報告する。 

□ 各所属長は、所属員の参集状況及び各地の被害情報を本部（総務課）に報告する。 

ＳＴＥＰ８  災害応急対策活動の実施 

□ 本部長及び所属長等の指示の下、各自災害応急対策活動に従事する。 

(３) 職員の参集 

① 参集の手順 

ＳＴＥＰ１  自宅待機・参集準備 

□ 周囲の状況から、今後災害が発生するおそれがあると判断した場合は、自主的に 

自宅に待機する。 

□ ＳＴＥＰ３により、参集のための準備を行う。 

ＳＴＥＰ２ 
 配備指示の受領 池田町職員メールにて参集の可否等を回答す

る。 

□ 配備指示を受けた場合、又は自主参集すべきと判断した場合は、自身及び家族の 

安全を確保した上で、速やかに登庁する。 

ＳＴＥＰ３  参集の準備 

［服装］ 

□応急活動ができる服装（作業服等） □防災ベスト  □帽子又はヘルメット   

□運動靴又は長靴          □手袋（軍手） 

［携行品］ 

□筆記具   □携帯ライト □携帯ラジオ  □飲料水(水筒)  □食料  

□応急医薬品 □タオル   □マスク    □防寒具（冬期など）   

□風呂敷類  □身分証明書(名刺) 

ＳＴＥＰ４  参集途上の緊急措置 

□ 火災の発生又は人身事故等に遭遇したときは、住民の協力を求め、消火・救急・ 

救助活動を行う。 

□ ただし、現場に消防職員・消防団員がいるときは、その活動を引き継ぎ、参集場 

所に直行する。 

ＳＴＥＰ５  被害情報の収集 

□ 参集途上にあっては、次の項目について情報収集に努める。（ただし、あくまでも 

迅速な参集が優先事項であり、情報収集のために参集が遅れることがないようにす 

ること。） 

○幹線道路等の状況 ○建物の倒壊、損傷の状況 ○被災者の救助活動の状況 

○ライフラインの状況 ○火災、水害、土砂災害等の発生状況、応急対策活動の状況 

ＳＴＥＰ６  参 集 

□ あらゆる手段をもって、参集する。 

□ 役場庁舎又は各勤務先に参集できない職員は、自宅待機又は最寄りの避難所に参 

集し、所属長の指示を受ける。 

ＳＴＥＰ７  参集状況・被害情報の報告 

□ 参集した職員は、直ちに収集した情報を所属長に報告する。 

□ 各所属長は、所属員の参集状況及び各地の被害情報を本部（総務課）に報告する。 

ＳＴＥＰ８  災害応急対策活動の実施 

□ 本部長及び所属長等の指示の下、各自災害応急対策活動に従事する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式【風】第２章 

 新   旧  修正理由・備考 

(４) 災害対策本部の設置 

① 体制の概要 

実施責任者 
（本部長）町長  （副本部長）副町長 

（指令者）総務課長兼危機管理対策室長 

設置場所 
町役場庁舎２階大会議室 

代替施設：やすらぎの郷２階大会議室 

活動内容等 

○本部組織図については、（４）②のとおり。 

○本部配置図および情報の流れについては、（４）③のとおり 

○本部各部の事務分掌については、（４）④のとおり。 

現地本部の設置 

本部長が必要と認めるときは、災害現場付近に現地災害対策本部

を設置する。 

現地本部長及

び現地本部員 
職員の中から本部長が指名する者 

活動内容 

○災害の状況、災害現場出動部隊の活動状況の

把握 

○住民の安全確保、被害の拡大防止 

○出動機関相互間の指揮及び情報連絡体制の総

括 

○入手した情報の本部への報告 

配備の解除 

次の場合、町長の指示により、配備を解除する。 

○災害の拡大するおそれが解消したと認めたとき。 

○災害対策活動が概ね完了したとき。 

○その他災害対策本部の設置が不要と認められたとき。 

設置及び廃止の通知 

（総務課） 

通知及び公表先 通知及び公表の方法 

各 班 庁内放送 

住 民 

防災行政無線、町登録制メール、 

町ホームページ、Yahoo!防災速報、 

町公式ﾂｲｯﾀｰ等 

県 本 部 県防災無線 

地 方 部 県防災無線 

 

(４) 災害対策本部の設置 

① 体制の概要 

実施責任者 
（本部長）町長  （副本部長）副町長 

（指令者）総務課長兼危機管理対策室長 

設置場所 
町役場庁舎２階会議室 

代替施設：やすらぎの郷２階大会議室 

活動内容等 

○本部組織図については、（４）②のとおり。 

○本部配置図および情報の流れについては、（４）③のとおり 

○本部各部の事務分掌については、（４）④のとおり。 

現地本部の設置 

本部長が必要と認めるときは、災害現場付近に現地災害対策本

部を設置する。 

現地本部長及

び現地本部員 
職員の中から本部長が指名する者 

活動内容 

○災害の状況、災害現場出動部隊の活動状況

の把握 

○住民の安全確保、被害の拡大防止 

○出動機関相互間の指揮及び情報連絡体制の

総括 

○入手した情報の本部への報告 

配備の解除 

次の場合、町長の指示により、配備を解除する。 

○災害の拡大するおそれが解消したと認めたとき。 

○災害対策活動がおおむね完了したとき。 

○その他災害対策本部の設置が不要と認められたとき。 

設置及び廃止の通知 

（総務課） 

通知及び公表先 通知及び公表の方法 

各 班 庁内放送 

住 民 

防災行政無線、登録制メール等 

町ホームページ、Yahoo防災速報、町

公式ﾂｲｯﾀｰ等 

県 本 部 県防災無線 

地 方 部 県防災無線 

 

 

 

 

 

 

 

文言の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤字の修正 

 

 

 

 



様式【風】第２章 

 新   旧  修正理由・備考 

② 災害対策本部組織図 

 

② 災害対策本部組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

班名の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織改正に伴う修正 

 

 

班名の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

（農政係・商工観光係
　　　　・農業委員会事務局）

◎（住民課長）
危機管理対策室

衛生班

（環境係）

救援部

（保険医療係）

税務班

（課税係・収納係）

（住民係）

情報入力班

（建設係・耕地林務係）

○（振興課長）

産業支援班

○（生涯学習課長）

情報部 報道対応班

池田交番所長

南部署長

○（学校保育課長）
水道班

（水道係）

救護班

◎（健康福祉課長） （健康増進係）

健康福祉班

住民支援部 建設班

◎（建設水道課長）

（福祉係・地域包括支援センター
　　　　　 ・多世代相談センター）

総務班

（総務係・危機管理対策室）

副本部長（副町長）

◎（総務課長）

議会班
○（議会事務局長）

○（総務係長）

本部長（町長） 総務部

消防団副団長

内は災害対策本部員

教育・避難所班

（学校保育係・児童センター）

避難所班

（生涯学習係・公園･スポーツ係）

消防団

指令者（危機管理対策室長）

物資部 物資班

◎（会計課長） （会計係）

（議会事務局）

住民広報・受援班

（企画係・移住定住係）

消防委員会長

本部員

教育長
財政班

議会議長
（財政係）

消防団長

指令者（危機管理対策室長）

物資部 物資班

◎（会計課長） （会計係）

（議会事務局）

政策・受援班

（企画係・移住定住係）

消防団長

本部員

議会議長
財政班

消防委員会長
（財政係）

消防団副団長

内は災害対策本部員

教育・避難所班

（学校保育係・児童センター）

避難所班

（生涯学習係・公園･スポーツ係）

消防団

（農政係・耕地林務係・商工観光

係・農業委員会事務局）

○（生涯学習課長）
水道班

（水道係）

救護班

◎（健康福祉課長） （健康増進係・福祉企業センター）

経済班

健康福祉班

住民支援部 建設班

○（学校保育課長）

（建設係）◎（振興課長）

（子ども子育て推進室・福祉係・地域包括支

援センター・多世代相談センター）

総務班

（総務係・危機管理対策室）

副本部長（副町長）

◎（総務課長）

議会班
○（議会事務局長）

○（総務係長）

本部長（町長） 総務部

◎（住民課長）
危機管理対策室

衛生班

（環境係）

池田交番所長

情報部 広報班

南部署長

教育長

救援部

（保険医療係）

税務班

（課税係・収納係）

（住民係）

情報分析班



様式【風】第２章 

 新   旧  修正理由・備考 

③ 災害対策本部配置図および情報の流れ 

 

③ 災害対策本部配置図および情報の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織改正に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 庁舎１階

災害情報の受付

災害情報の集約後、都度災害対策
本部へ報告

総務課

住民課

PC

PC 総務

部長

総務部

副部長

総務部

副部長

物資

部長

情報

部長

救援

部長

住民支

援部長

住民支援

部副部長

住民支援

部副部長

議会

議長

消防委

員会長

消防

団長

交番

所長

南部

署長

教育

長

危
機
管
理
対
策
室
員

災害対策本部配置図

災

害

地

点

マ

ッ

プ(
町

全

体

図)

災
害
情
報
収
集
所

災害時優先電話

62-3132

関係機関リエゾン

２階大会議室

災害情報の状況確認、避難指示等の

発令、関係機関との連絡調整、各部

へ支持、県等への報告、応援要請等

災
害
情
報
シ
ス
テ
ム
入
力

副本部長本部長指令者

fax62-6661

fax62-9404

衛

星

携

帯

電

話
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 新   旧  修正理由・備考 

④ 災害対策本部の事務分掌 

部 
業務開始目標時間 

事務分掌 
担当 

≪本部≫ 

 

【本部長】 

町長 

【副本部長】 

副町長 

【指令者】 
危機管理対策室長 

 

(報道責任者) 

【本部員】 

 

 

《災害対策本部》 

Ｓ（３時間以内） 

・災害対策本部の設置、運営 

・初動体制の確立 

・消防団、消防本部の状況確認、情報収集及び連絡調整 

・被害情報の報告を受けて各部への指示 

・高齢者等避難、避難指示等の発令 

・避難所の開設依頼、指示 

・応援要請の判断（必要な場合、県へ自衛隊等の応援要請、

消防本部へ緊急消防援助隊、県内相互応援隊の要請） 

・日赤分区及び赤十字奉仕団の状況確認 

Ａ（１日以内） 

・災害情報の整理、調整 

・市町村行政機能チェックリスト、災害概況報による報告 

・避難所運営の調整(要請物資等) 

Ｂ（３日以内） 

・災害救助法適用の申請 

・動員職員の確保、確認  

Ｃ(２週間以内) 

・罹災証明の発行 

・池田町防災会議との連絡調整 

Ｅ（１か月以降） 

・緊急性の無い通常業務 

 

危
機
管
理
対
策
室 

④ 災害対策本部の事務分掌 

部 
業務開始目標時間 

事務分掌 
担当 

≪本部≫ 

 

【本部長】 

町長 

【副本部長】 

副町長 

【指令者】 
危機管理対策室長 

 

(報道責任者) 

【本部員】 

 

 

《災害対策本部》 

Ｓ（３時間以内） 

・災害対策本部の設置・運営 

・初動体制の確立 

・消防本部、消防団の状況確認、情報収集、連絡調整 

・被害情報の報告を受け各部への指示 

・高齢者等避難、避難指示等の発令 

・避難所の開設依頼、指示 

・応援要請の判断（必要な場合県へ自衛隊等の応援要請、消

防本部へ緊援隊、県内応援隊の応援要請） 

・日赤分区および赤十字奉仕団の状況確認 

Ａ（１日以内） 

・災害情報の整理、調整 

・市町村行政機能チェックリスト、災害概況報による報告 

・避難所運営の調整(要請物資等) 

Ｂ（３日以内） 

・災害救助法適用の申請 

・動員職員の確保、確認  

Ｃ(２週間以内) 

・罹災証明の発行 

・池田町防災会議との連絡調整 

Ｅ（１か月以降） 

・緊急性の無い通常業務 

 

危
機
管
理
対
策
室 
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 新   旧  修正理由・備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪総務部≫ 

 

【部長】 

総務課長 

(指令者が危機管理対

策室長のため兼務の場

合は副部長が代行) 

 

【副部長】 

議会事務局長 

総務係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

《総務班》 

Ｓ（３時間以内） 

・本庁舎の被災状況確認・応急措置 

・職員の安否確認と職員体制の確保 

・緊急情報、災害情報の受付（電話、駆け込み等） 

・防災行政無線､消防無線､県衛星防災行政無線､衛星系携帯

電話及び臨時災害 FM 放送局の応急対策 

･防災行政無線での緊急情報の発信 

・防災情報システム等通信の確保、維持及び運営 

・交通安全の確保、規制、調整 

Ａ（１日以内） 

・業務データの保持（個人情報、重要文書の確保及びデータ

バックアップ確認） 

・住民基本台帳ネットワークシステム等業務システムの再開 

・車両配車業務 

・所管施設の点検 

・町長・副町長の業務に関すること(日程調整、渉外) 

・ＯＡ機器、電話等管理業務 

・宿、日直業務員の確保 

Ｂ（３日以内） 

・Ｗｅｂ等での災害広報の実施 

・議会の招集 

・文書収受・発送業務 

・警察、防犯協会との連携、災害に伴う犯罪の防止に関する

協議 

・設備、備品等の維持、管理 

Ｅ（１か月以降） 

・緊急性の無い通常業務 

総
務
係 

《議会班》 
Ｓ（３時間以内） 
・議員の安否確認 
・議員からの被害情報の把握 
・議会災害警戒支援室との連絡調整 
Ｂ（３日以内） 
・議場等施設の応急対策 
Ｅ（１か月以降） 
・緊急性の無い通常業務 

議
会
事
務
局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪総務部≫ 

 

【部長】 

総務課長 

(指令者が危機管理対

策室長のため兼務の場

合は副部長が代行) 

 

【副部長】 

議会事務局長 

総務係長 

 

 

 

 

 

 

 

《総務班》 

Ｓ（３時間以内） 

・本庁舎の被災状況確認・応急措置 

・職員の安否確認と職員体制の確保 

・緊急情報、災害情報の受付（電話、駆け込み等） 

・防災行政無線､消防無線､県衛星防災行政無線､衛星系携帯

電話､臨時災害 FM 放送局の応急対策･防災行政無線での緊急

情報の発信 

・情報システム等通信の確保、維持・運営 

・交通安全の確保・規制・調整 

Ａ（１日以内） 

・業務データの保持（個人情報、重要文書の確保及びデータ

バックアップ確認） 

・住基等、業務システムの再開 

・車両配車業務 

・所管施設の点検 

・町長・副町長の業務に関すること(日程調整、渉外) 

・文書機器、電話等管理業務 

・宿・日直業務員の確保 

Ｂ（３日以内） 

・Ｗｅｂ等での災害広報の実施 

・議会の招集 

・文書収受・発送業務 

・警察、防犯協会と連携、災害に伴う犯罪の防止に関する協

議 

・設備・備品等の維持・管理 

Ｅ（１か月以降） 

・緊急性の無い通常業務 

総
務
係 

《議会班》 
Ｓ（３時間以内） 
・議員の安否確認 
・議員からの被害情報の把握 
・議会災害警戒支援室との連絡調整 
Ｂ（３日以内） 
・議場等施設の応急対策 
Ｅ（１か月以降） 
・緊急性の無い通常業務 

議
会
事
務
局 

 

 

 

 

 

 

名称の修正 

 

 

 

 

 

 

文言の修正 
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 新   旧  修正理由・備考 

 

 

 

 

 

 

≪総務部≫ 

 

【部長】 

総務課長 

(指令者が危機管理対

策室長のため兼務の場

合は副部長が代行) 

 

【副部長】 

議会事務局長 

総務係長 

《住民広報・受援班》 
Ｓ（３時間以内） 
・ホームページ、町登録制メール、yahoo!防災速報及び式ツイ
ッターの緊急情報、災害状況の発信・職員参集安否確認メー
ルの配信 

・協定団体、各種民間協力団体との状況確認、連絡調整 

・緊急情報、災害情報の受付（電話、駆け込み等） 
Ａ（１日以内） 
・各種応援隊(行政職員、協定締結団体〈医療、建設関係団
体除く〉)等からの人的支援要請及び連絡調整 

Ｂ（３日以内） 
・各種応援隊(行政職員)等からの人的支援受入 
Ｃ(２週間以内) 
・生活の再建に関する相談業務 
Ｅ（１か月以降） 
・緊急性の無い通常業務 

企
画
係 

移
住
定
住
係 

《財政班》 

Ｓ（３時間以内） 

・緊急情報、災害情報の受付（電話、駆け込み等） 

・被害情報等を本部へ報告（総務班、報道対応班との連携） 

Ｂ（３日以内） 

・災害関係費用の支出見積り、復旧費用の概算算定 

Ｃ(２週間以内) 

・災害復旧計画の策定 

・災害復旧関連工事等の契約 

・財政計画及び予算執行計画 

Ｄ（１か月以内） 

・工事請負契約及び委託契約事務 

Ｅ（１か月以降） 

・緊急性の無い通常業務 

財
政
係 

≪物資部≫ 

 

【部長】 

会計課長 

《物資班》 

Ａ（１日以内） 

・救助用物資及び義援物資の受入対応、提供調整 

・非常食、飲料その他物品の調達 

・衣服、寝具その他生活必需品等の調達 

・指定金融機関等の状況把握 

・応急対策経費の出納 

Ｂ（３日以内） 

・義援金及び義援物資の配分 

・災害見舞金及び災害弔慰金、災害援護資金の手続き 

・出納、会計及び審査事務 

Ｅ（１か月以降） 

・緊急性の無い通常業務 

会
計
課 

 

 

 

 

 

 

≪総務部≫ 

 

【部長】 

総務課長 

(指令者が危機管理対

策室長のため兼務の場

合は副部長が代行) 

 

【副部長】 

議会事務局長 

総務係長 

《政策・受援班》 
Ｓ（３時間以内） 
・ホームページ、町登録制メール、yahoo 防災情報、公式ツイ

ッターの緊急情報・災害状況の発信、職員参集安否確認メー
ルの配信 

・社会福祉協議会、協定団体、各種民間協力団体との状況確認、連

絡調整 

・緊急情報、災害情報の受付（電話、駆け込み等） 
Ａ（１日以内） 
・各種応援隊(行政職員、協定締結団体〈医療、建設関係団体
除く〉)等からの人的支援要請及び連絡調整 

Ｂ（３日以内） 
・各種応援隊(行政職員)等からの人的支援受入 
Ｃ(２週間以内) 
・生活の再建に関する相談業務 
Ｅ（１か月以降） 
・緊急性の無い通常業務 

企
画
係 

移
住
定
住
係 

《財政班》 

Ｓ（３時間以内） 

・緊急情報、災害情報の受付（電話、駆け込み等） 

・被害情報等を本部へ報告（総務班、広報班との連携） 

Ｂ（３日以内） 

・災害関係費用の支出見積り、復旧費用の概算算定 

Ｃ(２週間以内) 

・災害復旧計画の策定 

・災害復旧関連工事等の契約 

・財政計画及び予算執行計画 

Ｄ（１か月以内） 

・工事請負契約及び委託契約事務 

Ｅ（１か月以降） 

・緊急性の無い通常業務 

財
政
係 

≪物資部≫ 

 

【部長】 

会計課長 

《物資班》 

Ａ（１日以内） 

・救助用物資および義援物資の受入対応、提供調整 

・非常食、水その他物品の調達 

・衣服、寝具その他生活必需品等の調達 

・指定金融機関等状況把握 

・応急対策経費の出納 

Ｂ（３日以内） 

・義援金及び義援物資の配分 

・災害見舞金及び災害弔慰金・災害援護資金の手続き 

・出納、会計、審査事務 

Ｅ（１か月以降） 

・緊急性の無い通常業務 

会
計
課 

班名の変更 

名称の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

班名の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言の修正 
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≪情報部≫ 

 

【部長】 

住民課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《報道対応班》 

Ｓ（３時間以内） 

・来庁者、職員等の安全確保及び避難誘導 

・被害報告、災害報告の収集とりまとめ 

・報道機関との連絡、調整 

・災害広報の実施 

Ａ（１日以内） 

・埋火葬許可、葬祭場の利用許可証の発行 

・被災者台帳作成事務(マイナンバー利用) 

Ｂ（３日以内） 

・戸籍関係、住民基本台帳関係事務 

・災害に関係する公文書の収受 

Ｅ（１か月以降） 

・緊急性の無い通常業務 

住
民
係 

《情報入力班》 

Ｓ（３時間以内） 

・防災情報システム(L アラート)入力、発信 

・県、国及び各種機関との情報共有（被害情報、資源情報

等） 

・地震及び気象情報の収集 

Ｃ(２週間以内) 

・被災者、一般町民の消費者相談窓口 

・国民健康保険資格の取得、喪失、減免手続き 

・後期高齢者医療保険（被保険者証等の発行） 

・国民年金の適用、免除、相談等に関する事務 

Ｄ（１か月以内） 

・国民健康保険給付事業等 

・後期高齢者医療保険料の納付相談 

・福祉医療特別給付金の給付 

Ｅ（１か月以降） 

・緊急性の無い通常業務 

保
険
医
療
係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪情報部≫ 

 

【部長】 

住民課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《広報班》 

Ｓ（３時間以内） 

・来庁者、職員等の安全確保及び避難誘導 

・被害報告、災害報告の収集とりまとめ 

・報道機関との連絡、調整 

・災害広報の実施 

Ａ（１日以内） 

・埋火葬許可、葬祭場の利用許可証の発行 

・被災者台帳作成事務(マイナンバー利用) 

Ｂ（３日以内） 

・戸籍関係、住民基本台帳関係事務 

・災害に関係する公文書の収受 

Ｅ（１か月以降） 

・緊急性の無い通常業務 

住
民
係 

《情報分析班》 

Ｓ（３時間以内） 

・防災情報システム入力・発信(L アラート)、県、国、各種

機関との情報共有（被害情報、資源情報等） 

・地震及び気象情報の収集 

Ｃ(２週間以内) 

・被災者・一般町民の消費者相談窓口 

・国民健康保険資格取得・喪失・減免手続き 

・後期高齢者医療保険（被保険者証等の発行） 

・国民年金の適用・免除・相談等に関する事務 

Ｄ（１か月以内） 

・国民健康保険給付事業等 

・後期高齢者医療保険料の納付相談 

・福祉医療特別給付金の給付 

Ｅ（１か月以降） 

・緊急性の無い通常業務 

保
険
医
療
係 

班名の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式【風】第２章 

 新   旧  修正理由・備考 

 

 

 

 

 

≪情報部≫ 

 

【部長】 

住民課長 

《税務班》 

Ｓ（３時間以内） 

・緊急情報、災害情報の受付（電話、駆け込み等） 

・防災情報システム(L アラート)入力、発信 

・県、国及び各種機関との情報共有（被害情報、資源情報

等） 

・各部、各班からの被害情報の整理、状況把握図の作成 

Ｂ（３日以内） 

・税証明の発行 

Ｃ(２週間以内) 

・家屋の被災調査、認定及び台帳作成 

Ｄ（１か月以内） 

・国民健康保険（保険税の納付相談） 

・被害に伴う税の減免対応 

Ｅ（１か月以降） 

・緊急性の無い通常業務 

課
税
係 

収
納
係 

 

 

 

 

 

 

 

≪救援部≫ 

 

【部長】 

健康福祉課長 

 

 

 

 

 

 

 

《救護班》 

Ｓ（３時間以内） 

・県保健福祉部、医師会等団体との連絡調整 

・医薬品､医療器具､衛生・救護材料等の状況把握､管理及び

確保 

・被災者の医療・救護（医療救護所の設置） 

Ａ（１日以内） 

・大北地域包括医療大規模災害医療救護計画による連携、調

整 

・医薬品及び医療用資器材の調達、要請(避難施設からの要

請) 

・医療関係者への動員要請、協定に基づく応援要請 

・避難所等での感染症予防、環境整備に関すること 

Ｂ（３日以内） 

・被災者、非被災者の保健衛生に関すること 

・感染症予防に関すること 

Ｄ（１か月以内） 

・精神保健事業に関すること（被災者、一般町民の健康相談

等） 

・献血に関すること 

・予防接種に関すること 

・特定健診、各種がん検診等、健康相談、保健指導等 

Ｅ（１か月以降） 

・緊急性の無い通常業務 

健
康
増
進
係 

 

≪情報部≫ 

 

【部長】 

住民課長 

《税務班》 

Ｓ（３時間以内） 

・緊急情報、災害情報の受付（電話、駆け込み等） 

・防災情報システム入力・発信(L アラート)、県、国、各種

機関との情報共有（被害情報、資源情報等） 

・各部、各班からの被害情報の整理、状況把握図の作成 

Ｂ（３日以内） 

・税証明の発行 

Ｃ(２週間以内) 

・家屋の被災調査及び認定、台帳作成 

Ｄ（１か月以内） 

・国民健康保険（保険税の納付相談） 

・被害に伴う税の減免対応 

Ｅ（１か月以降） 

・緊急性の無い通常業務 

課
税
係 

収
納
係 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪救援部≫ 

 

【部長】 

健康福祉課長 

 

 

 

 

 

 

《救護班》 

Ｓ（３時間以内） 

・県保健福祉部との連絡調整・医師会等団体との連絡調整 

・医薬品､医療器具､衛生資材､救護材料等の状況把握､管理､

確保 

・被災者の医療・救護（医療救護所の設置） 

Ａ（１日以内） 

・大北地域包括医療大規模災害医療救護計画による連携･調

整 

・医薬品及び医療用資器材の調達・要請(避難施設からの要

請) 

・医療関係者への動員要請・協定に基づく応援要請 

・避難所等での感染症予防・環境整備に関すること 

Ｂ（３日以内） 

・被災者・非被災者の保健衛生に関すること 

・感染症予防に関すること 

Ｄ（１か月以内） 

・精神保健事業に関すること（被災者・一般町民の健康相談

等） 

・献血に関すること 

・予防接種に関すること 

・特定健診、各種がん検診等、健康相談、保健指導等 

Ｅ（１か月以降） 

・緊急性の無い通常業務 

健
康
増
進
係 

福
祉
企
業
セ
ン
タ
ー 

 

 

 

文言の修正 
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≪救援部≫ 

 

【部長】 

健康福祉課長 

《健康福祉班》 

Ｓ（３時間以内） 

・要配慮者の状況把握、安否確認、対応 

・社会福祉施設の被害状況確認、対応 

・福祉関係施設入所者の安全確保、避難誘導 

・社会福祉協議会、介護支援センター等との連絡調整 

Ａ（１日以内） 

・福祉避難所の開設(福祉避難所マニュアルによる) 

・町民の健康保持、保健活動、相談業務 

・妊産婦、乳幼児保健に関すること 

・短期入所、生活管理指導短期宿泊に関すること 

・日赤分区及び赤十字奉仕団の連絡調整 

Ｂ（３日以内） 

・要配慮者等の発災後の相談支援業務 

・養護老人ホーム等入所措置 

・子育て支援所管施設の運営体制確認・運営 

Ｃ(２週間以内) 

・重度障害者等に、日常生活のための用具を給付 

・障害者の補装具の交付や修理 

・子育て支援各種サービスの提供開始 

Ｄ（１か月以内） 

・被災地域での保健衛生活動の支援 

Ｅ（１か月以降） 

・緊急性の無い通常業務 

多
世
代
相
談
セ
ン
タ
ー 

福
祉
係 

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー 

《衛生班》 

Ａ（１日以内） 

・火葬施設等の被害状況の把握、復旧 

・検視・遺体安置所の設置(遺体の収容、引き渡し) 

・埋火葬の情報提供 

・し尿、雑排水の処理 

・防疫処理の実施 

・化学物質や危険物流出対策 

Ｂ（３日以内） 

・廃棄物の調査、処分計画方針調整、一時集積場の選定 

・廃棄物処理業者等又は他市町村への協力要請 

・廃棄物の収集運搬、処分に関する周知、広報 

・ごみ焼却、可燃ごみ・金属ごみ・粗大ごみの相談 

・公衆トイレ管理（所管 4 箇所） 

Ｃ(２週間以内) 

・町営バス運行業務 

Ｅ（１か月以降） 

・緊急性の無い通常業務 

環
境
係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪救援部≫ 

 

【部長】 

健康福祉課長 

《健康福祉班》 

Ｓ（３時間以内） 

・要配慮者の状況把握、安否確認、対応 

・社会福祉施設の被害状況確認、対応 

・介護支援センター等の被害状況の確認 

・福祉関係施設入所者の安全確保、避難誘導 

Ａ（１日以内） 

・福祉避難所の開設(福祉避難所マニュアルによる) 

・町民の健康保持、保健活動、相談業務 

・妊産婦、乳幼児保健に関すること 

・短期入所・生活管理指導短期宿泊に関すること 

・日赤分区および赤十字奉仕団の連絡調整 

Ｂ（３日以内） 

・要配慮者等の発災後の相談支援業務 

・養護老人ホーム等入所措置 

・子育て支援所管施設の運営体制確認・運営 

Ｃ(２週間以内) 

・重度障害者等に、日常生活のための用具を給付 

・障害者の補装具の交付や修理 

・子育て支援各種サービスの提供開始 

Ｄ（１か月以内） 

・被災地域での保健衛生活動の支援 

Ｅ（１か月以降） 

・緊急性の無い通常業務 

多
世
代
相
談
セ
ン
タ
ー 

福
祉
係 

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー 

《衛生班》 

Ａ（１日以内） 

・火葬施設等の被害状況の把握、復旧 

・検視・遺体安置所の設置(遺体の収容、引き渡し) 

・埋火葬の情報提供 

・し尿、雑排水の処理 

・防疫処理の実施 

・化学物質や危険物流出対策 

Ｂ（３日以内） 

・廃棄物の調査、処分計画方針調整、一時集積場の選定 

・廃棄物処理業者等または他市町村への協力要請 

・廃棄物の収集運搬、処分に関する周知、広報 

・ごみ焼却、可燃ごみ・金属ごみ、粗大ごみの相談 

・公衆トイレ管理（所管 4 箇所） 

Ｃ(２週間以内) 

・町営バス運行業務 

Ｅ（１か月以降） 

・緊急性の無い通常業務 

環
境
係 
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≪住民支援部≫ 

 

【部長】 

建設水道課長 

【副部長】 

振興課長 

学校保育課長 

生涯学習課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

《建設班》 

Ｓ（３時間以内） 

・公共土木施設の被害状況の把握、報告等 

・河川施設の被害状況の把握、報告等 

・農地・林地、農業用施設の被害状況の把握、報告等 

・道路交通施設の被害状況の把握、報告等 

・各部、各班からの被害情報の整理、状況把握図の作成 

Ａ（１日以内） 

・協定締結団体等への応援要請及び連絡調整 

Ｂ（３日以内） 

・応急仮設住宅の対策、仮設トイレの手配 

・町営住宅の被害状況の把握、応急復旧対応(県への報告) 

・土木施設応急復旧対策(県への報告) 

・農地・林地、農業用施設等の応急復旧対策 

Ｃ(２週間以内) 

・仮設住宅等の災害用地の確保協力 

・土木施設、町営住宅等の維持管理 

・町民の応急復旧資材の状況の把握、手配 

・被害状況図作成 

Ｅ（１か月以降） 

・緊急性の無い通常業務 

建
設
係 

耕
地
林
務
係 

《水道班》 

Ｓ（３時間以内） 

・上水道施設、下水道施設、水処理センター等の被害状況の把

握 

Ａ（１日以内） 

・飲料水の状況の把握、対策、供給業務 

・協定締結団体等への応援要請及び連絡調整 

Ｂ（３日以内） 

・上水道施設、下水道施設、高瀬川浄水苑の応急対応 

・施設の維持管理 

Ｅ（１か月以降） 

・緊急性の無い通常業務 

水
道
係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪住民支援部≫ 

 

【部長】 

振興課長 

【副部長】 

学校保育課長 

生涯学習課長 

 

 

 

 

 

 

 

《建設班》 

Ｓ（３時間以内） 

・公共土木施設の被害状況の把握、報告等 

・河川施設の被害状況の把握、報告等 

・道路交通施設の被害状況の把握、報告等 

Ａ（１日以内） 

・協定締結団体等への応援要請及び連絡調整 

Ｂ（３日以内） 

・応急仮設住宅の対策、仮設トイレの手配 

・町営住宅の被害状況の把握、応急復旧対応(県への報告) 

・土木施設応急復旧対策(県への報告) 

Ｃ(２週間以内) 

・仮設住宅等の災害用地の確保協力 

・土木施設、町営住宅等の維持管理 

・町民の応急復旧資材の状況の把握、手配 

・被害状況図作成 

Ｅ（１か月以降） 

・緊急性の無い通常業務 

建
設
係 

《水道班》 

Ｓ（３時間以内） 

・上水道施設、下水道施設、水処理センター等の被害状況の把

握 

Ａ（１日以内） 

・飲料水の状況の把握、対策、供給業務 

・協定締結団体等への応援要請及び連絡調整 

Ｂ（３日以内） 

・上水道施設、下水道施設、高瀬川浄水苑の応急対応 

・施設の維持管理 

Ｅ（１か月以降） 

・緊急性の無い通常業務 

水
道
係 

 

 

 

組織改正に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式【風】第２章 

 新   旧  修正理由・備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪住民支援部≫ 

 

【部長】 

建設水道課長 

【副部長】 

振興課長 

学校保育課長 

生涯学習課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《産業支援班》 

Ｓ（３時間以内） 

・農地、農業用施設等の被害情報収集 

・農畜産物の被害状況の情報収集 

・農業関係団体の被害状況の確認、連絡調整 

・観光施設林地等の被害状況の情報収集 

Ｂ（３日以内） 

・商工会議所等関係機関との連絡調整、状況把握 

・観光施設等の保全及び応急対策 

・農地、農業用施設等の応急対策 

・農畜産物及び水産物等の被害応急対策 

・農業関係団体の被害応急対策 

Ｃ(２週間以内) 

・中小企業融資制度の斡旋 

・観光資源の保護及び整備に関すること 

・所管する観光施設に関すること 

・町民の応急復旧資材の手配 

・災害状況に応じて、町農技連による現地指導等対策 

・各種団体等の連絡調整(対応策等） 

Ｅ（１か月以降） 

・緊急性の無い通常業務 

農
政
係 

耕
地
林
務
係 

商
工
観
光
係 

《教育・避難所班》 
Ｓ（３時間以内） 
・園児・児童、生徒等の避難誘導、安否確保、保護者への連
絡 
・保育園・学校教育施設の被害状況確認、応急対応 
・主に保育園・学校教育施設の避難所の開設（生涯学習課と開設要

員調整） 

Ａ（１日以内） 
・文化財の被害確認、報告 
・避難者名簿の作成(各避難所で作成したものの把握) 
Ｂ（３日以内） 
・応急教育の再開・学用品の調達対応 
・避難所の生活の利便性の向上に関する業務 
Ｃ(２週間以内) 
・保育園・小・中学校の再開 
・災害時保育園及び学校給食対応 
Ｅ（１か月以降） 
・緊急性の無い通常業務 

学
校
保
育
係 

児
童
セ
ン
タ
ー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪住民支援部≫ 

 

【部長】 

振興課長 

【副部長】 

学校保育課長 

生涯学習課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《経済班》 

Ｓ（３時間以内） 

・農地、農業用施設等の被害情報収集 

・農畜産物の被害状況の情報収集 

・農業関係団体の被害状況の確認、連絡調整 

・観光施設林地等の被害状況の情報収集 

Ｂ（３日以内） 

・商工会議所等関係機関との連絡調整、状況把握 

・観光施設等の保全及び応急対策 

・農地、農業用施設等の応急対策 

・農畜産物及び水産物等の被害応急対策 

・農業関係団体の被害応急対策 

Ｃ(２週間以内) 

・中小企業融資制度の斡旋 

・観光資源の保護及び整備に関すること 

・所管する観光施設に関すること 

・町民の応急復旧資材の手配 

・災害状況に応じて、町農技連による現地指導等対策 

・各種団体等の連絡調整(対応策等） 

Ｅ（１か月以降） 

・緊急性の無い通常業務 

農
政
係 

耕
地
林
務
係 

商
工
観
光
係 

《教育・避難所班》 
Ｓ（３時間以内） 
・園児・児童、生徒等の避難誘導、安否確保、保護者への連
絡 
・保育園・学校教育施設の被害状況確認、応急対応 
・主に保育園・学校教育施設の避難所の開設（生涯学習課と開設要

員調整） 

Ａ（１日以内） 
・文化財の被害確認、報告 
・避難者名簿の作成(各避難所で作成したものの把握) 
Ｂ（３日以内） 
・応急教育の再開・学用品の調達対応 
・避難所の生活の利便性の向上に関する業務 
Ｃ(２週間以内) 
・保育園・小・中学校の再開 
・災害時保育園及び学校給食対応 
Ｅ（１か月以降） 
・緊急性の無い通常業務 

学
校
保
育
係 

児
童
セ
ン
タ
ー 

班名の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織改正に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式【風】第２章 

 新   旧  修正理由・備考 

 

≪住民支援部≫ 

 

【部長】 

建設水道課長 

【副部長】 

振興課長 

学校保育課長 

生涯学習課長 

《避難所班》 
Ｓ（３時間以内） 
・所管施設の被災状況の確認・報告 
・来館者等の安全確保及び避難誘導 
・主に学校教育施設以外の避難所の開設（学校保育課と開設要

員調整） 
Ａ（１日以内） 
・避難者名簿の作成(各避難所で作成したものの把握) 
・社会福祉協議会、民間協力団体との連絡、調整 
・ボランティアの受け入れ対応(社協と連携) 
・体育施設の被害状況の調査、災害時の使用(遺体安置所) 
Ｂ（３日以内） 
・避難所の生活の利便性の向上に関する業務 
Ｅ（１か月以降） 
・緊急性の無い通常業務 
 

生
涯
学
習
係 

公
園
・
ス
ポ
ー
ツ
係 

 

 

第４節 広域相互応援活動 

第１ 基本方針 

災害発生時において、その規模及び被害の状況から、被災市町村単独では十

分な応急・復旧活動を実施することが困難な場合、市町村相互、消防機関相互

及び公共機関等相互においては、法令及び応援協定に基づき、協力して迅速か

つ円滑な応急・復旧活動を実施する。 

また、県は、県内被災市町村における人的支援ニーズの把握に努め、県及び

市町村による応援職員の派遣等だけでは対応が困難な場合は、応急対策職員派

遣制度に基づく派遣要請を被災市区町村応援職員現地調整会議等において行う

ものとする。 

なお、本町が大規模災害により大きな被害を被った場合には、発災直後の概

括的な被害状況等を迅速に把握し、応援要請に遅れが生じないようにするとと

もに、災害が発生した場合、災害応急業務等が急激に増加し、災害マネジメン

ト、避難所運営、罹災証明書交付等のための要員の確保が必要になり、町の職

員だけで対応していくことが困難な状況になることから、応援要請に当たって

は、受入れ体制に十分配慮の上、総括支援チーム、応援職員の派遣要請を行う

ものとする。 

また、協定先の市町村等が被災した場合にあっては、被災地の被害状況等の

情報収集を積極的に行うとともに、被災状況によっては応援要請ができないこ

とが考えられるため、相互応援協定に基づき、必要に応じて先遣隊を派遣し、

調査のうえ支援の必要性を判断することとする。 

 職員を派遣する際は、感染症対策のため、応援職員の派遣に当たっては、派

遣職員の健康管理やマスク着用等を徹底するものとする。 また、会議室のレイ

 

≪住民支援部≫ 

 

【部長】 

振興課長 

【副部長】 

学校保育課長 

生涯学習課長 

《避難所班》 
Ｓ（３時間以内） 
・所管施設の被災状況の確認・報告 
・来館者等の安全確保及び避難誘導 
・主に学校教育施設以外の避難所の開設（学校保育課と開設要

員調整） 
Ａ（１日以内） 
・避難者名簿の作成(各避難所で作成したものの把握) 
・社会福祉協議会、民間協力団体との連絡、調整 
・ボランティアの受け入れ対応(社協と連携) 
・体育施設の被害状況の調査、災害時の使用(遺体安置所) 
Ｂ（３日以内） 
・避難所の生活の利便性の向上に関する業務 
Ｅ（１か月以降） 
・緊急性の無い通常業務 
 

生
涯
学
習
係 

公
園
・
ス
ポ
ー
ツ
係 

 

 

第４節 広域相互応援活動 

第１ 基本方針 

災害発生時において、その規模及び被害の状況から、被災市町村単独では十

分な応急・復旧活動を実施することが困難な場合、市町村相互、消防機関相互

及び公共機関等相互においては、法令及び応援協定に基づき、協力して迅速か

つ円滑な応急・復旧活動を実施する。 

また、県は、県内被災市町村における人的支援ニーズの把握に努め、県及び

市町村による応援職員の派遣等だけでは対応が困難な場合は、応急対策職員派

遣制度に基づく派遣要請を被災市区町村応援職員現地調整会議等において行う

ものとする。 

なお、本町が大規模災害により大きな被害を被った場合には、発災直後の概

括的な被害状況等を迅速に把握し、応援要請に遅れが生じないようにするとと

もに、災害が発生した場合、災害応急業務等が急激に増加し、災害マネジメン

ト、避難所運営、罹災証明書交付等のための要員の確保が必要になり、町の職

員だけで対応していくことが困難な状況になることから、応援要請に当たって

は、受入れ体制に十分配慮の上、総括支援チーム、応援職員の派遣要請を行う

ものとする。 

また、協定先の市町村等が被災した場合にあっては、被災地の被害状況等の

情報収集を積極的に行うとともに、被災状況によっては応援要請ができないこ

とが考えられるため、相互応援協定に基づき、必要に応じて先遣隊を派遣し、

調査のうえ支援の必要性を判断することとする。 

 職員を派遣する際は、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、

応援職員の派遣に当たっては、派遣職員の健康管理やマスク着用等を徹底する

 

 

 

 

組織改正に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス

感染症の５類移行に

伴う修正 



様式【風】第２章 

 新   旧  修正理由・備考 

アウトの工夫やテレビ会議の活用など、応援職員等の執務スペースの適切な空

間の確保に配慮するものとする。 

 

第５節 ヘリコプターの運用計画 

第３ 活動の内容 

２ 出動手続きの実施 

(１) 基本方針 

各ヘリコプターの連絡系統に基づき、迅速な出動要請手続きを行う。 

（別記「ヘリコプター要請手続要領」を参照） 

 

（別 記）ヘリコプター要請手続要領  

２ 県警ヘリコプター 

災害応急対策を実施するにあたり、消防防災ヘリコプターが使用できない場

合には、県警ヘリコプターの出動を要請する。 

 

 

 

また、県公安委員会は必要に応じて、警察庁又は他の都道府県警察に対し、

援助の要求を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

３ 広域航空消防応援等ヘリコプター 

災害時広域的な航空消防応援が必要な場合においては、「大規模特殊災害時に

おける広域航空消防応援実施要綱」又は、「緊急消防援助隊の応援等の要請等に

関する要綱」に基づき応援要請する。 

(２) 緊急消防援助隊航空小隊の出動計画 

ア 大規模災害又は特殊災害が起きた場合に、原則として第１次的に応援出

動する航空小隊を第一次出動航空小隊とし、長野県に災害が発生した場合

の第一次出動航空小隊は以下のとおり。 

東京消防庁 埼玉県 山梨県 群馬県 新潟県 

富山県 岐阜県 静岡市 浜松市 名古屋市 

 

ものとする。 また、会議室のレイアウトの工夫やテレビ会議の活用など、応

援職員等の執務スペースの適切な空間の確保に配慮するものとする。 

 

第５節 ヘリコプターの運用計画 

第３ 活動の内容 

２ 出動手続きの実施 

(１) 基本方針 

各ヘリコプターの連絡系統に基づき、迅速な出動要請手続きを行う。 

（別記「ヘリコプター要請手続要領」を参照） 

（別 記）ヘリコプター要請手続要領  

２ 県警ヘリコプター 

災害応急対策を実施するにあたり、消防防災ヘリコプターが使用できない場

合には、県警ヘリコプターの出動を要請する。 

 

 

 

また、県公安委員会は必要に応じて、警察庁又は他の都道府県警察に対し、

援助の要求を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

３ 広域航空消防応援等ヘリコプター 

災害時広域的な航空消防応援が必要な場合においては、「大規模特殊災害時

における広域航空消防応援実施要綱」又は、「緊急消防援助隊の応援等の要請

等に関する要綱」に基づき応援要請する。 

(２) 緊急消防援助隊航空小隊の出動計画 

ア 大規模災害又は特殊災害が起きた場合に、原則として第１次的に応援出

動する航空小隊を第一次出動航空小隊とし、長野県に災害が発生した場合

の第一次出動航空小隊は以下のとおり。 

東京消防庁 埼玉県 山梨県 横浜市 新潟県 

富山県 岐阜県 静岡市 浜松市 名古屋市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

警察本部による修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国の「緊急消防援助

隊の応援等の要請等

に関する要綱」の改

正に伴う修正 

危機管理部 

(消防課・危機管理防災課) 

警察本部 

（警備第二課） 

県公安委員会 

警察庁 

他の都道府県警察本部 

援助の要求 

連絡 

援助の要求 

危機管理部 

（危機管理防災課） 

警察本部 

（警備第二課）  （地域課） 

県公安委員会 

警察庁 

他の都道府県警察本部 
援助の要求 

連絡 

援助の要求 



様式【風】第２章 

 新   旧  修正理由・備考 

イ 第一次出動航空小隊のほか、大規模災害又は特殊災害が発生したとの情

報を得た場合に速やかに応援出動の準備を行う航空小隊を出動準備航空小

隊とし、長野県に発生した場合の出動準備航空小隊は以下のとおり。 

茨城県 栃木県 千葉市 横浜市 川崎市 石川県 

福井県 静岡県 三重県 滋賀県 京都市 大阪市 

 

６ ドクターヘリ 

重度救急患者の搬送が必要な場合は、危機管理部と健康福祉部が調整のう

え、信州大学医学部附属病院又は長野厚生連佐久総合病院へドクターヘリの出

動を要請する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

第７節 救助・救急・医療活動 

第３ 活動の内容 

１ 救助・救急活動 

(１) 基本方針 

消防機関、警察等関係機関が、それぞれの救助活動計画に従い、相互の

連携を密にしながら、円滑で効率的な救助・救急活動を行う。 

また、大規模災害発生時においては、救助・救急需要が増大し、かつ広

範囲にわたることが想定されるため、相互応援活動及びヘリコプター等に

よる広域緊急輸送活動を迅速かつ効果的に行う。 

イ 第一次出動航空小隊のほか、大規模災害又は特殊災害が発生したとの情

報を得た場合に速やかに応援出動の準備を行う航空小隊を出動準備航空小

隊とし、長野県に発生した場合の出動準備航空小隊は以下のとおり。 

 

栃木県 茨城県 千葉市 川崎市 石川県 福井県 

静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都市 大阪市 

 

６ ドクターヘリ 

重度救急患者の搬送が必要な場合は、危機管理部と健康福祉部が調整のう

え、信州大学医学部付属病院又は長野厚生連佐久総合病院へドクターヘリの出

動を要請する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７節 救助・救急・医療活動 

第３ 活動の内容 

１ 救助・救急活動 

(１) 基本方針 

消防機関、警察等関係機関が、それぞれの救助活動計画に従い、相互の

連携を密にしながら、円滑で効率的な救助・救急活動を行う。 

また、大規模災害発生時においては、救助・救急需要が増大し、かつ広

範囲にわたることが想定されるため、相互応援活動及びヘリコプター等に

よる広域緊急輸送活動を迅速かつ効果的に行う。 

 

 

 

 

国の「緊急消防援助

隊の応援等の要請等

に関する要綱」の改

正に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織名の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

信州大学医学部附属病院又は 

長野県厚生連佐久総合病院佐久医療センタ

ー 

 
知  事 

危機管理部（消防課） 健康福祉部 

（医療政策課） 

北アルプス広域

消防本部 

北アルプス地域振興局長 

町  長 

要請 

調整 

報告 

要請 要請 

指定地方行政機関等 

要請 

平常時の手続 

災害時の手続 

災害時の手続(急を要する場合) 

信州大学医学部附属病院又は 

長野県厚生連佐久総合病院佐久医療センタ

ー 

 
知  事 

危機管理部（消防課） 健康福祉部 

（医療推進課） 

北アルプス広域

消防本部 

北アルプス地域振興局長 

町  長 

要請 

調整 

報告 

要請 要請 

指定地方行政機関等 

要請 

平常時の手続 

災害時の手続 

災害時の手続(急を要する場合) 



様式【風】第２章 

 新   旧  修正理由・備考 

 なお、災害現場で活動する消防機関、警察等関係機関の部隊は、感染症

対策のため、職員の健康管理やマスク着用等を徹底するものとする。 

 

 

第９節 要配慮者に対する応急活動 

第３ 活動の内容 

１ 避難受入れ活動 

(２) 実施計画 

ウ 避難所での生活環境整備 

災害時に、通常の避難所では生活が困難な要配慮者を応急的に受け入れ

るため、施設・設備や人員体制の整った福祉避難所、又は通常の避難所の

一部を仕切った福祉避難室を必要に応じて設置する。 

また、要配慮者の状況に応じ、次の支援を行う。 

(ウ) 避難所における相談体制の整備及び必要な人員の確保・提供 

福祉避難所及び要配慮者が生活する避難所には、保健師や介護支援

専門員等を配置した相談窓口を設置のうえ、要配慮者のニーズや生活

状況を的確に把握し、医師、看護師、保健師、介護職員、心理カウン

セラー、手話・外国語通訳者等の派遣を必要に応じ迅速に行うものと

する。 

職員を派遣する際は、感染症対策のため、応援職員の派遣に当たって

は、派遣職員の健康管理やマスク着用等を徹底するものとする。 

 

 

２ 広域相互応援体制等の確立 

(２) 実施計画 

町は、要配慮者の救助・避難支援、避難所生活等に関し、市町村の区域

を越えて応援が必要となった場合は、必要となる人員、資機材及び避難所

等を確認のうえ、県、他市町村及び関係機関に応援を要請するとともに、

他市町村等から応援要請があった場合、可能な限り協力するよう努める。 

職員を派遣する際は、感染症対策のため、応援職員の派遣に当たっては、

派遣職員の健康管理やマスク着用等を徹底するものとする。 

 

 

 

 

 

 なお、災害現場で活動する消防機関、警察等関係機関の部隊は、新型コ

ロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、職員の健康管理やマスク着

用等を徹底するものとする。 

 

第９節 要配慮者に対する応急活動 

第３ 活動の内容 

１ 避難受入れ活動 

(２) 実施計画 

ウ 避難所での生活環境整備 

災害時に、通常の避難所では生活が困難な要配慮者を応急的に受け入れ

るため、施設・設備や人員体制の整った福祉避難所、又は通常の避難所の

一部を仕切った福祉避難室を必要に応じて設置する。 

また、要配慮者の状況に応じ、次の支援を行う。 

(ウ) 避難所における相談体制の整備及び必要な人員の確保・提供 

福祉避難所及び要配慮者が生活する避難所には、保健師や介護支援

専門員等を配置した相談窓口を設置のうえ、要配慮者のニーズや生活

状況を的確に把握し、医師、看護師、保健師、介護職員、心理カウン

セラー、手話・外国語通訳者等の派遣を必要に応じ迅速に行うものと

する。 

職員を派遣する際は、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策

のため、応援職員の派遣に当たっては、派遣職員の健康管理やマスク

着用等を徹底するものとする。 

 

２ 広域相互応援体制等の確立 

(２) 実施計画 

町は、要配慮者の救助・避難支援、避難所生活等に関し、市町村の区域

を越えて応援が必要となった場合は、必要となる人員、資機材及び避難所

等を確認のうえ、県、他市町村及び関係機関に応援を要請するとともに、

他市町村等から応援要請があった場合、可能な限り協力するよう努める。 

職員を派遣する際は、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のた

め、応援職員の派遣に当たっては、派遣職員の健康管理やマスク着用等を徹

底するものとする。 

 

 

 

 

新型コロナウイルス

感染症の５類移行に

伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式【風】第２章 

 新   旧  修正理由・備考 

第１２節 避難受入及び情報提供活動 

第３ 計画の内容 

１ 高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保 

(２) 実施計画 

イ 高齢者等避難、避難指示の意味 

(イ) 避難指示 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命

又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため、特に

必要があると認めるときに発せられ、住民を避難のため立ち退きを指

示することをいう。即ち災害リスクのある区域等の居住者等が危険な

場所から避難するべき状況において、町長から必要と認める地域の必

要と認める居住者等に対し発令される情報。居住者は危険な場所から

全員避難する必要がある。とるべき避難行動は「立退き避難」を基本

とし、洪水等に対しては、ハザードマップ等により屋内で身の安全を

確保できるかを確認したうえで、居住者自らの判断で「屋内安全確

保」することも可能である。 

ウ 避難指示、高齢者等避難等の情報及び報告、通知等 

(ア) 町長及び消防機関の長の行う措置 

ａ 避難指示 

災害時において、人の生命又は身体を災害から保護し、その他災害

の拡大を防止するため、特に必要があると認めるときは、次の地域の

居住者、滞在者その他の者に対し、避難方向又は指定緊急避難場所を

示し、早期に避難指示を行うものとする。 

なお、避難時の周囲の状況等により、屋内に留まっていた方が安全

な場合等やむを得ないときは、屋内の二階以上の場所への待避等の確

保措置をとるよう、地域の居住者等に対し指示するものとする。 

なお、災害の危険性が高まり、避難指示の対象地域、発令及び解除

の判断時期等について必要があると認められる場合は、県、指定行政

機関及び指定地方行政機関に速やかに助言を求めるものとする。さら

に、避難指示等の発令に当たり、必要に応じて気象防災アドバイザー

等の専門家の技術的な助言等も活用し、適切に判断を行うものとす

る。 

(ａ) 長野地方気象台から大雨、暴風、暴風雪、大雪に関する特別警

報が発表され、避難を要すると判断される地域 

第１２節 避難受入及び情報提供活動 

第３ 計画の内容 

１ 高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保 

(２) 実施計画 

イ 高齢者等避難、避難指示の意味 

(イ) 避難指示 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命

又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため、特に

必要があると認めるときに発せられ、住民を避難のため立ち退きを指

示することをいう。即ち災害リスクのある区域等の居住者等が危険な

場所から避難するべき状況において、町長から必要と認める居住者等

に対し発令される情報。居住者は危険な場所から全員避難する必要が

ある。とるべき避難行動は「立退き避難」を基本とし、洪水等に対し

ては、ハザードマップ等により屋内で身の安全を確保できるかを確認

したうえで、居住者自らの判断で「屋内安全確保」することも可能で

ある。 

ウ 避難指示、高齢者等避難等の情報及び報告、通知等 

(ア) 町長及び消防機関の長の行う措置 

ａ 避難指示 

災害時において、人の生命又は身体を災害から保護し、その他災害

の拡大を防止するため、特に必要があると認めるときは、次の地域の

居住者、滞在者その他の者に対し、避難方向又は指定緊急避難場所を

示し、早期に避難指示を行うものとする。 

なお、避難時の周囲の状況等により、屋内に留まっていた方が安全

な場合等やむを得ないときは、屋内の二階以上の場所への待避等の確

保措置をとるよう、地域の居住者等に対し指示するものとする。 

なお、災害の危険性が高まり、避難指示の対象地域、発令及び解除

の判断時期等について必要があると認められる場合は、県、指定行政

機関及び指定地方行政機関に速やかに助言を求めるものとする。 

 

 

 

(ａ) 長野地方気象台から大雨、暴風、暴風雪、大雪に関する特別警

報が発表され、避難を要すると判断される場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害対策基本法の記

載に合わせて修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国の災害基本計画及

び県の地域防災計画

に合わせて修正 

 

 

文言の修正 

 

 



様式【風】第２章 

 新   旧  修正理由・備考 

(ｄ) 国又は長野県と長野地方気象台から共同で洪水予報（氾濫警戒

情報、氾濫危険情報、氾濫発生情報）が発表され、避難を要する

と判断される地域 

 

４ 避難所の開設、運営 

(２) 実施計画 

カ 指定避難所における正確な情報の伝達、食料、水、清掃等について以下

の者の協力が得られるよう努めるものとする。 

(カ) 避難所運営について専門性を有したＮＰＯ等の外部支援者 

サ 指定避難所における感染症対策のため、受付時の確認、避難者の健康管

理や避難所の衛生管理、十分な避難スペースの確保、適切な避難所レイア

ウト等の必要な措置を講じるよう努めるものとする。 

 

第１４節 食料品等の調達供給活動 

第３ 活動の内容 

１ 食料品等の調達 

(２) 実施計画 

ア 計画等で定めた非常用食料の必要量を超えるような供給が必要となった

場合は、物資調達・輸送調整等支援システムを用いて県災害対策本部室に

対して食料の供給について種類及び数量を、管理栄養士等行政栄養関係者

の関与の下、明示して要請を行うものとする。 

イ 避難所における食物アレルギーを有する者のニーズの把握やアセスメン

トの実施、食物アレルギーに配慮した食料の確保等に努めるものとする。 

 

第１７節 保健衛生、感染症予防活動 

第２ 主な活動 

１ 保健師により被災者の健康相談等を行うとともに、避難所における健康意識

の向上に努める。また、被災者の食料確保状況を把握し、管理栄養士による栄

養指導を行うとともに、食品衛生上の危害防止のための措置をとる。 

さらに、歯科衛生士による口腔衛生指導を行うとともに口腔衛生の維持に努

める。 

 

第３ 活動の内容 

１ 保健衛生活動 

(１) 基本方針 

(ｄ) 長野県・長野地方気象台から共同で洪水予報（氾濫警戒情報、

氾濫危険情報、氾濫発生情報）が発表され、避難を要すると判断

される地域 

 

４ 避難所の開設、運営 

(２) 実施計画 

カ 指定避難所における正確な情報の伝達、食料、水、清掃等について以下

の者の協力が得られるよう努めるものとする。 

(カ) 避難所運営について専門性を有した外部支援者 

サ 指定避難所における新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のた

め、避難者の健康管理や避難所の衛生管理、十分な避難スペースの確保、

適切な避難所レイアウト等の必要な措置を講じるよう努めるものとする。 

 

第１４節 食料品等の調達供給活動 

第３ 活動の内容 

１ 食料品等の調達 

(２) 実施計画 

町は、計画等で定めた非常用食料の必要量を超えるような供給が必要と

なった場合は、物資調達・輸送調整等支援システムを用いて県災害対策本

部室に対して食料の供給について種類及び数量を、管理栄養士等行政栄養

関係者の関与の下、明示して要請を行うものとする。 

（新設） 

 

 

第１７節 保健衛生、感染症予防活動 

第２ 主な活動 

１ 保健師により被災者の健康相談等を行うとともに、避難所における健康意識

の維持、向上に努める。また、被災者の食料確保状況を把握し、管理栄養士に

よる栄養指導を行うとともに、食品衛生上の危害防止のための措置を講ずる。 

 

 

 

第３ 活動の内容 

１ 保健衛生活動 

(１) 基本方針 

長野地方気象台によ

る修正 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス

感染症の５類移行と

国の災害基本計画及

び県の地域防災計画

に合わせて修正 

 

 

 

 

 

文言の修正 

 

 

 

国の災害基本計画及

び県の地域防災計画

に合わせて修正 

 

 

 

 

 

長野県歯科口腔保健

推進条例の改正に伴

う修正 

 

 

 



様式【風】第２章 

 新   旧  修正理由・備考 

災害発生直後より、被災地及び避難所等に保健師、管理栄養士及び歯科

衛生士を派遣し、被災者の救護及び健康管理のための保健活動を行う。 

また、被災世帯及び避難所等における健康管理を継続的に行い、避難所

等の環境整備に取り組むとともに、心のケアのため必要に応じ精神科医師

等を派遣する。 

このほか、被災者の食料確保の状況を把握し、関係機関と連携のうえ栄

養改善及び食品衛生管理に必要な措置を講ずる。 

(２) 実施計画 

ウ 県と連携し、要医療者及び慢性疾患患者等に、医療・保健情報を提供す

るとともに、受診状況の確認等を行い継続ケアに努める。 

 

２ 感染症予防対策 

(２) 実施計画 

カ 被災地において感染症について患者又は無症状病原体保有者が発生した

場合は、まん延防止のため、防災担当部局と保健福祉担当部局が連携し

て、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく消

毒やねずみ族、昆虫等の駆除等や、予防接種法による臨時予防接種を県の

指示に応じて実施する。 

また、池田町避難所運営マニュアル等を参考に感染症対策として必要な

措置を講じるよう努めるものとする。 

加えて、感染対策上の必要がある者等が指定避難所に避難する可能性を

考慮し、関係部局において避難所の運営に必要な情報を共有するととも

に、災害時には、関係機関と連携し、感染対策上の必要がある者等の避難

の確保のために必要な連絡・調整を行うものとする。 

 

第２５節 通信・放送施設応急活動 

第２ 主な活動 

１ 町防災行政無線の通信施設の復旧活動、疎通維持を行う。 

３ ＮＴＴ東日本は、通信施設の復旧活動、重要回線及び避難所への通信確保を

行う。 

 

災害発生直後より、被災地及び避難所等に保健師、管理栄養士を派遣

し、被災者の救護及び健康管理のための保健活動を行う。 

また、被災世帯及び避難所等における健康管理を継続的に行い、避難所

等の環境整備に取り組むとともに、心のケアのため必要に応じ精神科医師

等を派遣する。 

このほか、被災者の食料確保の状況を把握し、関係機関と連携のうえ栄

養改善及び食品衛生管理に必要な措置を講ずる。 

(２) 実施計画 

ウ 県と連携し、要医療者及び慢性疾患者等に、医療・保健情報を提供する

とともに、受診状況の確認等を行い継続ケアに努める。 

 

２ 感染症予防対策 

(２) 実施計画 

カ 被災地において新型コロナウイルス感染症を含む感染症について患者又

は無症状病原体保有者が発生した場合は、まん延防止のため、防災担当部

局と保健福祉担当部局が連携して、感染症の予防及び感染症の患者に対す

る医療に関する法律に基づく消毒やねずみ族、昆虫等の駆除等や、予防接

種法による臨時予防接種を県の指示に応じて実施する。 

加えて、自宅療養者等が指定避難所に避難する可能性を考慮し、関係

部局において避難所の運営に必要な情報を共有するとともに、災害時に

は、関係機関と連携し、自宅療養者等の避難の確保のために必要な連絡・

調整を行うものとする。 

 

 

 

第２５節 通信・放送施設応急活動 

第２ 主な活動 

１ 町防災行政無線の通信施設の復旧活動・通信機能維持を行う。 

３ ＮＴＴ東日本は、通信施設の復旧活動、重要回線及び避難所への通信を確保

する。 

 

長野県歯科口腔保健

推進条例の改正に伴

う修正 

 

 

 

 

 

脱字の修正 

 

 

 

 

新型コロナウイルス

感染症の５類移行に

伴う修正 

 

 

避難所における感染

症対策について追記 

 

 

 

 

 

 

 

 

国の災害基本計画及

び県の地域防災計画

に合わせて修正 

 

 



様式【風】第３章 

 

 新   旧  修正理由・備考 

 
第１節 復旧・復興の基本方針の決定 

第３ 活動の内容 

２ 支援体制 

(１) 基本方針 

復旧・復興にあたり、必要に応じ他の自治体の支援を求め、円滑な実施

を図る。 

(２) 実施計画 

災害復旧・復興対策の推進のため、必要に応じ国、県、他の市町村等に

対し職員の派遣、その他の協力を求めるものとする。特に、他の地方公共

団体に対し、技術職員の派遣を求める場合においては、復旧・復興支援技

術職員派遣制度を活用するものとする。 

 

第２節 迅速な原状復旧の進め方 

第３ 活動の内容 

１ 被災施設の復旧等 

(２) 実施計画 

 

 

ウ 大雨等に伴う地盤の緩みにより、土砂災害の危険性が高まっている箇所

について、二次災害防止の観点から可能な限り土砂災害防止対策を行う。 

エ ライフラインである交通・輸送等の事業者は、復旧にあたり可能な限り

地区ごとの復旧予定時期を明示して行う。 

オ 他の機関との連携により、複数の機関により分担して事業を実施するこ

とが適当と認められる場合には総合的な復旧事業の推進を図る。 

カ 被災地の状況、被害原因等を勘案し、再度の災害防止及び復旧事業の効

果等具体的に検討のうえ、事業期間の短縮に努める。 

キ 災害復旧事業に要する費用について、国、県の補助を受けて行う事業に

ついては、復旧事業計画を速やかに作成する。 

ク 復旧事業に要する費用について補助を受ける場合は、復旧事業費の申請

額の算出を行うとともに、採択を受けるため速やかに災害査定を受けるよ

う努める。 

ケ 特に、緊急に査定を受ける必要がある事業については、直ちに緊急査定

が受けられるよう措置を講じ、復旧工事が迅速に行われるよう努める。 

  
第１節 復旧・復興の基本方針の決定 

第３ 活動の内容 

２ 支援体制 

(１) 基本方針 

復旧・復興にあたり、必要に応じ他の自治体の支援を求め、円滑な実施

を図る。 

(２) 実施計画 

災害復旧・復興対策の推進のため、必要に応じ国、県、他の市町村等に

対し職員の派遣、その他の協力を求める。 

 

 

 

第２節 迅速な原状復旧の進め方 

第３ 活動の内容 

１ 被災施設の復旧等 

(２) 実施計画 

ウ （削除）  

エ （削除） 県が行う活動のため削除 

オ 大雨等に伴う地盤の緩みにより、土砂災害の危険性が高まっている箇所

について、二次災害防止の観点から可能な限り土砂災害防止対策を行う。 

カ ライフラインである交通・輸送等の事業者は、復旧にあたり可能な限り

地区ごとの復旧予定時期を明示して行う。 

キ 他の機関との連携により、複数の機関により分担して事業を実施するこ

とが適当と認められる場合には総合的な復旧事業の推進を図る。 

ク 被災地の状況、被害原因等を勘案し、再度の災害防止及び復旧事業の効

果等具体的に検討のうえ、事業期間の短縮に努める。 

ケ 災害復旧事業に要する費用について、国、県の補助を受けて行う事業に

ついては、復旧事業計画を速やかに作成する。 

コ 復旧事業に要する費用について補助を受ける場合は、復旧事業費の申請

額の算出を行うとともに、採択を受けるため速やかに災害査定を受けるよ

う努める。 

サ 特に、緊急に査定を受ける必要がある事業については、直ちに緊急査定

が受けられるよう措置を講じ、復旧工事が迅速に行われるよう努める。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

国の災害基本計画及

び県の地域防災計画

に合わせて修正 

 

 

 

 

 

 

県が行う活動のた

め削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式【風】第３章 

 新   旧  修正理由・備考 

コ 暴力団の動向把握を徹底し、復旧・復興事業への参入、介入の実態把握

に努めるともに、復旧、復興事業からの暴力団排除を徹底する。 

 

第５節 被災者等の生活再建等の支援 

第３ 活動の内容 

１ 住宅対策 

(１) 基本方針 

被災した住宅の復興を容易にするため、住宅の建設等に対し、助成を行

う。 

また、被災者の住宅を確保するため、災害公営住宅の建設等を行うとと

もに、公営住宅等への優先入居の措置をとる。 

さらに、町外の市町村に避難した被災者に対しても、必要な情報や支

援・サービスを提供するものとする。 

(２) 実施計画 

ア 災害復興住宅建設等補助金 

住宅金融支援機構の災害復興住宅資金の説明会等を行い、申込みに必要

な、罹災証明書の発行を行うものとする。 

イ 災害公営住宅 

被災地全域で 500戸以上、若しくは、一市町村の区域内で 200戸以上又

は１割以上の住宅の滅失があった場合、必要に応じ、滅失した住宅の３割

に相当する戸数を目途に災害町営住宅の建設を行うものとする。 

ウ 既存の町営住宅の再建 

既存町営住宅が災害により、滅失又は著しく損傷した場合には、必要に

応じ再建するものとする。 

エ 町営住宅への優先入居 

災害により一定数以上の住家が滅失した場合には、必要に応じ、被災者

に対し、町営住宅への優先入居の措置をとるものとする。 

オ 町外の市町村に避難した被災者に対しても、本町及び避難先の市町村が

協力することにより、必要な情報や支援・サービスを提供するものとす

る。 

 

２ 被災者生活再建支援法及び信州被災者生活再建支援制度による復興 

(２) 実施計画 

ア 申請書等の確認及び県への送付に関する業務の実施体制の整備を行うも

のとする。 

シ 暴力団の動向把握を徹底し、復旧・復興事業への参入、介入の実態把握

に努めるともに、復旧、復興事業からの暴力団排除を徹底する。 

 

第５節 被災者等の生活再建等の支援 

第３ 活動の内容 

１ 住宅対策 

(１) 基本方針 

被災した住宅の復興を容易にするため、住宅の建設等に対し、助成を行

う。 

また、被災者の住宅を確保するため、災害公営住宅の建設等を行うとと

もに、公営住宅等への優先入居の措置をとる。 

さらに、町外の市町村に避難した被災者に対しても、必要な情報や支

援・サービスを提供する。 

 

(２) 実施計画 

ア 災害復興住宅建設等補助金 

住宅金融支援機構の災害復興住宅資金の説明会等を行い、申込みに必要

な罹災証明書の発行を行う。 

イ 災害公営住宅 

被災地全域で 500戸以上、若しくは、一市町村の区域内で 200戸以上

又は１割以上の住宅の滅失があった場合、必要に応じ滅失した住宅の３割

に相当する戸数を目途に災害町営住宅の建設を行う。 

ウ 既存の町営住宅の再建 

既存町営住宅が災害により滅失又は著しく損傷した場合には、必要に応

じ再建する。 

エ 町営住宅等への優先入居 

災害により一定数以上の住家が滅失した場合には、必要に応じ被災者に

対し、町営住宅への優先入居の措置を講ずる。 

オ 町外の市町村に避難した被災者に対しても、避難先の市町村と協力し、

必要な情報や支援、サービスを提供する。 

 

２ 被災者生活再建支援法及び信州被災者生活再建支援制度による復興 

(２) 実施計画 

ア 申請書等の確認及び県への送付に関する業務の実施体制の整備を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式【風】第３章 

 新   旧  修正理由・備考 

イ 災害による住宅被害情報を迅速に把握し、直ちに北アルプス地域振興局

長へ報告するものとする。 

ウ 被災者に対し、申請に要する罹災証明書等の必要書類を発行するものと

する。 

エ 被災者に対し、被災者生活再建支援法制度等の周知を行うものとする。 

オ 被災世帯から提出された申請書類等を確認・点検し、県へ提出するもの

とする。 

カ 被災者生活再建支援法人から委託された場合、支援金の支給等事務を行

うものとする。 

イ 災害による住宅被害情報を迅速に把握し、直ちに北アルプス地域振興局

長へ報告する。 

ウ 被災者に対し申請に要する罹災証明書等の必要書類を発行する。 

 

エ 被災者に対し被災者生活再建支援法制度等の周知を行う。 

オ 被災世帯から提出された申請書類等を確認・点検し、県へ提出する。 

 

カ 被災者生活再建支援法人から委託された場合、支援金の支給等事務を行

う。 

 

文言の修正 

 



 

 

 

池田町地域防災計画 

震災対策編 

 

 

 

 

（令和５年 10月修正） 

 

 

新旧対照表 

 
 



様式【震】第１章 

 

 新   旧  修正理由・備考 

 第１節 地震に強いまちづくり 

第３ 計画の内容 

２ 地震に強いまちづくり 

(２) 実施計画 

ア 地震に強い都市構造の形成 

(ア) 広域物資輸送拠点、地域内輸送拠点を経て、各指定避難所への支援

物資を届けるための緊急輸送ルートの確保を早期に確実に図るため、

主要な拠点と高規格道路等のアクセス強化等、ネットワーク機能の向

上、道路防災対策等を通じて、強靭で信頼性の高い道路網の整備を図

る。また、避難路、緊急輸送路など防災上重要な経路を構成する道路

について、災害時の交通の確保を図るため、必要に応じて、区域を指

定して道路の占用の禁止又は制限を行うとともに、国が促進する一般

送配電事業者、電気通 信事業者における無電柱化の取組と連携しつ

つ、無電柱化の促進を図る。 

カ 災害応急対策等への備え 

(オ) 他の関係機関と連携の上、災害時に発生する状況を予め想定し、災害

対応を時 系列で整理した防災行動計画（タイムライン）を作成するよ

う努めるものとする。 また、災害対応の検証等を踏まえ、必要に応じ

て同計画の見直しを行うとともに、 平時から訓練や研修等を実施し、

同計画の効果的な運用に努めるものとする。 

(カ) 随意契約の活用による速やかな災害応急対策ができるよう、建設業

団体等との災害協定の締結を推進するものとする。 

(キ) 災害応急対策への協力が期待される建設業団体等の担い手の確保・育

成に取り組むものとする。 

(ク) 平常時より、災害による被害が予測される空家等の状況の確認に努

めるものとする。 

 

第２節 情報の収集・連絡体制計画 

第３ 計画の内容 

１ 情報の収集・連絡体制の整備 

(２) 実施計画 

キ 発災時に安否不明者（行方不明者となる疑いのある者）等の氏名等の公

表や安否情報の収集・精査を行う場合に備え、県等と連携の上、あらかじ

め一連の手続等について整理し、明確にしておくものとする。 

 

３ 通信手段の確保 

(２) 実施計画 

  第１節 地震に強いまちづくり 

第３ 計画の内容 

２ 地震に強いまちづくり 

(２) 実施計画 

ア 地震に強い都市構造の形成 

(ア) 広域物資輸送拠点、地域内輸送拠点を経て、各指定避難所への支援

物資を届けるための緊急輸送ルートの確保を早期に確実に図るため、

主要な市街地等と高速道路のアクセス強化等、ネットワーク機能の向

上、道路情報ネットワークシステム、道路防災対策等を通じて安全

性、信頼性の高い道路網の整備を図る。また、避難路、緊急輸送路な

ど防災上重要な経路を構成する道路について、災害時の交通の確保を

図るため、必要に応じて、区域を指定して道路の占用の禁止又は制限

を行うとともに、無電柱化の促進を図る。 

 

カ 災害応急対策等への備え 

（新規） 

 

 

 

 

(オ) 随意契約の活用による速やかな災害応急対策ができるよう、建設業

団体等との災害協定の締結を推進するものとする。 

(カ) 災害応急対策への協力が期待される建設業団体等の担い手の確保・

育成に取り組むものとする。 

(キ) 平常時より、災害による被害が予測される空家等の状況の確認に努

めるものとする。 

 

第２節 情報の収集・連絡体制計画 

第３ 計画の内容 

１ 情報の収集・連絡体制の整備 

(２) 実施計画 

（新規） 

 

 

 

３ 通信手段の確保 

(２) 実施計画 

  

 

 

 

 

 

 

国の防災基本計画及

び県の地域防災計画

に合わせて修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式【震】第１章 

 新   旧  修正理由・備考 

オ 衛星携帯電話、ＭＣＡ移動無線、公共安全ＬＴＥ（ＰＳ－ＬＴＥ）等の

移動系の応急対策機器の整備を図る。 

 

第２９節 防災知識普及計画 

(全部局) 

第３ 計画の内容 

３ 学校等における防災教育の推進 

(２) 実施計画 

イ 消防団員等が参画した体験的・実践的な防災教育の推進に努めるものと

する。 

ウ 児童生徒等の発達段階に応じて、防災教育用教材やパンフレット等を活

用して次の事項等について指導を行い、自らの安全を確保するための行動

及び他の人や集団、地域の安全に役立つ行動知識等を養う。 

(ア) 防災知識一般 

(イ) 避難の際の留意事項 

(ウ) 登下校中、在宅中に災害が発生した場合の対処の方法 

(エ) 具体的な危険箇所 

(オ) 要配慮者に対する配慮 

エ 教職員向けの指導資料の活用や研修会等の実施により、教職員の安全・

防災意識の高揚を図る。 

 

５ 大規模災害の教訓や災害の歴史の伝承 

(２) 実施計画 

ア 過去に起こった大規模災害の教訓や災害文化を確実に後世に伝えていく

ため、大規模災害に関する調査分析結果や映像を含めた各種資料をアーカ

イブとして広く収集・整理し、適切に保存するとともに、広く一般の人々

が閲覧できるよう地図情報その他の方法により公開に努めるものとする。 

また、国土地理院と連携して、自然災害伝承碑（災害に関する石碑やモ

ニュメント等）の持つ意味を正しく後世に伝えていくよう努めるものとす

る。 

さらに、災害教訓の伝承の重要性について啓発を行うほか、大規模災害

に関する調査分析結果や映像を含めた各種資料の収集・保存・公開等によ

り、町民が災害教訓を伝承する取組を支援する 

 

オ 衛星携帯電話、ＭＣＡ移動無線等の移動系の応急対策機器の整備を図

る。 

 

第２９節 防災知識普及計画 

(全部局) 

第３ 計画の内容 

３ 学校等における防災教育の推進 

(２) 実施計画 

（新設） 

イ 児童生徒等の発達段階に応じて、防災教育用教材やパンフレット等を活

用して次の事項等について指導を行い、自らの安全を確保するための行動

及び他の人や集団、地域の安全に役立つ行動知識等を養う。 

(ア) 防災知識一般 

(イ) 避難の際の留意事項 

(ウ) 登下校中、在宅中に災害が発生した場合の対処の方法 

(エ) 具体的な危険箇所 

(オ) 要配慮者に対する配慮 

ウ 教職員向けの指導資料の活用や研修会等の実施により、教職員の安全・

防災意識の高揚を図る。 

 

５ 大規模災害の教訓や災害の歴史の伝承 

(２) 実施計画 

ア 過去に起こった大規模災害の教訓や災害文化を確実に後世に伝えていく

ため、大規模災害に関する調査分析結果や映像を含めた各種資料をアーカ

イブとして広く収集・整理し、適切に保存するとともに、広く一般の人々

が閲覧できるよう地図情報その他の方法により公開に努めるものとする。 

また、災害教訓の伝承の重要性について啓発を行うほか、大規模災

害に関する調査分析結果や映像を含めた各種資料の収集・保存・公開等に

より、町民が災害教訓を伝承する取組を支援する 

 

 

国の防災基本計画及

び県の地域防災計画

に合わせて修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国土地理院との連携

について記載 

 



様式【震】第２章 

 

 新   旧  修正理由・備考 

 
第１節 災害情報の収集・連絡活動 

（全部局） 

第２ 活動の内容 

３ 被害状況等の調査と調査責任機関 

被害状況の調査は、次表に掲げる機関が関係の機関及び団体の協力を得て実

施する。調査にあたっては、関係機関は相互に連絡を密にし、正確な情報の把

握に努める。 

町は、被害が甚大である等により、町において被害調査が実施できないとき

は、次表の協力機関に定める県現地機関等に応援を求めるものとし、県現地機

関等は速やかに必要な応援を行い、被害情報等の把握に努める。 

北アルプス地域振興局長は、被災地における被害の状況から情報の収集・連

絡体制の強化が必要と認められる場合は、県危機管理防災課（応援・受援本

部）に情報連絡員（県本部リエゾン）等の応援派遣を求める。この場合、県危

機管理防災課（応援・受援本部）は必要な職員を速やかに派遣するものとす

る。 

また、町は、自らの対応力のみでは十分な災害対策を講ずることができない

ような災害が発生したときは、速やかにその規模を把握するための情報収集に

特に留意し、被害の詳細が把握できない状況にあっても、迅速に当該情報の報

告に努める。 

町は、特に行方不明者の数については、捜索・救助体制の検討に必要な情報

であるため、住民登録の有無にかかわらず、町域内で行方不明となっている者

について、県警察本部の協力に基づき正確な情報の収集に努める。また、要救

助者の迅速な把握のため、安否不明者についても、関係機関の協力を得て、積

極的に情報収集を行うものとする。 

 

５ 災害情報の収集・連絡系統等 

(３) 関係機関における実施事項の概要 

関係機関における被害状況等の収集、報告、通報等の実施事項の概要は

次のとおりである。 

ア 被害報告等 

(ア) あらかじめ定められた「町地域防災計画」等における情報収集連絡

体制をとり、第２の３において市町村が調査機関として定められてい

る事項については被害状況等を調査のうえ、第２の４に定める様式及

び連絡系統により県現地機関等に報告するものとする。なお、火災・

  
第１節 災害情報の収集・連絡活動 

（全部局） 

２ 活動の内容 

３ 被害状況等の調査と調査責任機関 

被害状況の調査は、次表に掲げる機関が関係の機関及び団体の協力を得て実

施する。調査にあたっては、関係機関は相互に連絡を密にし、正確な情報の把

握に努める。 

町は、被害が甚大である等により、町において被害調査が実施できないとき

は、次表の協力機関に定める県現地機関等に応援を求めるものとし、県現地機

関等は速やかに必要な応援を行い、被害情報等の把握に努める。 

北アルプス地域振興局長は、被災地における被害の状況から情報の収集・連

絡体制の強化が必要と認められる場合は、県危機管理防災課（応援・受援本

部）に情報連絡員（県本部リエゾン）等の応援派遣を求める。この場合、県危

機管理防災課（応援・受援本部）は必要な職員を速やかに派遣するものとす

る。 

また、町は、自らの対応力のみでは十分な災害対策を講ずることができない

ような災害が発生したときは、速やかにその規模を把握するための情報収集に

特に留意し、被害の詳細が把握できない状況にあっても、迅速に当該情報の報

告に努める。 

町は、特に行方不明者の数については、捜索・救助体制の検討に必要な情報

であるため、住民登録の有無にかかわらず、町域内で行方不明となっている者

について、県警察本部の協力に基づき正確な情報の収集に努める。 

 

 

 

５ 災害情報の収集・連絡系統等 

(３) 関係機関における実施事項の概要 

関係機関における被害状況等の収集、報告、通報等の実施事項の概要は

次のとおりである。 

ア 被害報告等 

(ア) あらかじめ定められた「町地域防災計画」等における情報収集連絡

体制をとり、第２の２において市町村が調査機関として定められてい

る事項については被害状況等を調査のうえ、第２の４に定める様式及

び連絡系統により県現地機関等に報告するものとする。なお、火災・

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国の災害基本計画及

び県の地域防災計画

に合わせて修正 

 

 

 

 

 

 

 

誤字の修正 

 

 

 



様式【震】第２章 

 新   旧  修正理由・備考 

災害等即報要領第３直接即報基準に該当する災害が発生した場合は、

消防庁に対しても直接報告するものとする。 

 

(４) 震度速報 

震度３以上を観測した場合に発表する情報。 

地震発生後約１分半で、震度３以上を観測した地域名と地震の揺れの検

知時刻を速報。 

(５) 地震情報（震源に関する情報） 

震度３以上を観測した場合に発表する情報。ただし、津波警報または注

意報を発表した場合は発表しない。 

「津波の心配がない」または「若干の海面変動があるかもしれないが被

害の心配はない」旨を付加して、地震の発生場所（震源）やその規模（マ

グニチュード）を発表。 

 

(６) 地震情報（震源・震度に関する情報） 

震度３以上を観測、津波警報・注意報を発表または若干の海面変動が予

想される、緊急地震速報（警報）を発表のいずれかに該当する場合に発表

する情報。 

地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチュード）、震度３以上の地

域名と 市町村毎の観測した震度を発表。 

震度５弱以上と考えられる地域で、震度を入手していない地点がある場

合は、その市町村名を発表。 

(７) 地震情報（その他の情報） 

顕著な地震の震源要素更新のお知らせや地震が多発した場合の震度１以

上を観測した地震回数情報等を発表。 

(８) 地震情報（各地の震度に関する情報） 

震度１以上を観測した場合に発表する情報。 

震度１以上を観測した地点のほか、地震の発生場所（震源）やその規模

（マグニチュード）を発表。 

震度５弱以上と考えられる地域で、震度を入手していない地点がある場

合は、その地点名を発表。 

※地震が多数発生した場合には、震度３以上の地震についてのみ発表

し、震度２以下の地震については、その発生回数を「その他の情報（地震

回数に関する情報）」で発表。 

(９) 地震情報（推計震度分布図） 

災害等即報要領第３直接即報基準に該当する災害が発生した場合は、

消防庁に対しても直接報告するものとする。 

 

(２) 震度速報 

震度３以上の大きな揺れを伴う地震が発生したことを知らせる情報。 

地震発生後約１分半で、震度３以上を観測した地域名と地震の揺れの発

現時刻を発表する。一般にはラジオ、テレビを通じて発表する。 

  (３) 地震情報（震源に関する情報） 

震度３以上の地震が発生した場合に発表する情報。 

地震の震源要素（発生時刻、緯度、経度、深さ、地震の規模（マグニチ

ュード））、震央地名とともに「津波の心配なし」または「若干の海面変動

があるかもしれないが被害の心配はない」旨を発表する。 

ただし、津波警報・注意報を発表したときには、この情報は発表しな

い。 

(４) 地震情報（震源・震度に関する情報） 

震度３以上を観測した場合、津波警報・注意報を発表した場合、若干の

海面変動が予想される場合、緊急地震速報（警報）を発表した場合のいず

れかに該当するときに発表する情報。 

地震の震源要素、震央地名、地域震度と震度３以上が観測された市町村

名を発表する。 

また、震度５弱以上になった可能性がある地域・市町村の震度情報が得

られていない場合に、その市町村名を発表する。 

(５) 地震情報（その他の情報） 

顕著な地震の震源要素更新のお知らせや地震が多発した場合に、震度１

以上を観測した地震の回数を知らせる情報。 

(６) 地震情報（各地の震度に関する情報） 

震度１以上を観測した場合に発表する情報。 

地震の震源要素、震央地名、県内及び隣接県内の震度観測点ごとの震度

からなる。 

また、震度５弱以上になった可能性がある震度観測点の震度情報が得ら

れていない場合に、その地点名を発表する。 

 

 

 

(７) 地震情報（推計震度分布図） 

 

 

 

見出し記号の修正 

地震情報について、

県が長野地方気象台

に確認の上、表記を

修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式【震】第２章 

 新   旧  修正理由・備考 

震度５弱以上を観測した場合に発表する情報。観測した各地の震度デー

タをもとに、250ｍ四方ごとに推計した震度（震度４以上）を図情報とし

て発表 

 

(10) 長周期地震動に関する観測情報 

 震度３以上を観測した場合に発表する情報。 

 高層ビル内での被害の発生可能性等について、地震の発生場所（震源）

やその規模（マグニチュード）、地域ごと及び地点ごとの長周期地震動階

級等を発表。 

 

第３節 広域相互応援活動 

第１ 基本方針 

災害発生時において、その規模及び被害の状況から、被災市町村単独では十

分な応急・復旧活動を実施することが困難な場合、市町村相互、消防機関相互

及び公共機関等相互においては、法令及び応援協定に基づき、協力して迅速か

つ円滑な応急・復旧活動を実施するものとする。 

なお、本町が被災した場合にあっては、発災直後の概括的な被害状況等を迅

速に把握し、応援要請に遅れが生じないよう努めるとともに、災害が発生した

場合、災害応急業務等が急激に増加し、災害マネジメント、避難所運営、罹災

証明書交付等のための要員の確保が必要になり、当該市町村の職員だけで対応

していくことが困難な状況になることから、応援要請に当たっては、受入れ体

制に十分配慮の上、総括支援チーム、応援職員の派遣要請を行うものとする。 

また、協定先の市町村等が被災した場合にあっては、被災地の被害状況等の

情報収集を積極的に行うとともに、被災状況によっては、応援要請ができない

可能性があることから、相互応援協定により、必要に応じて先遣隊を派遣し、

支援の必要性を判断するものとする。 

職員を派遣する際は、感染症対策のため、応援職員の派遣に当たっては、派

遣職員の健康管理やマスク着用等を徹底するものとする。 

また、会議室のレイアウトの工夫やテレビ会議の活用など、応援職員等の執

務スペースの適切な空間の確保に配慮するものとする。 

 

 

 

 

 

 

震度５弱以上を観測した場合に発表する情報。観測した各地の震度デー

タをもとに、１km 四方ごとに推計した震度（震度４以上）を図情報とし

て発表 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

第３節 広域相互応援活動 

第１ 基本方針 

災害発生時において、その規模及び被害の状況から、被災市町村単独では十

分な応急・復旧活動を実施することが困難な場合、地方公共団体相互、消防機

関相互及び公共機関等相互においては、法令及び応援協定に基づき、協力して

迅速かつ円滑な応急・復旧活動を実施する。 

なお、本町が大規模災害により大きな被害を被った場合には、発災直後の概

括的な被害状況等を迅速に把握し、応援要請に遅れが生じないよう努めるとと

もに、災害が発生した場合、災害応急業務等が急激に増加し、災害マネジメン

ト、避難所運営、罹災証明書交付等のための要員の確保が必要になり、当該市

町村の職員だけで対応していくことが困難な状況になることから、応援要請に

あたっては、受入れ体制に不備が生じないよう十分配慮の上、総括支援チー

ム、応援職員の派遣要請を行うものとする。 

また、協定先の市町村等が被災した場合にあっては、被災地の被害状況等の

情報収集を積極的に行うとともに、被災状況によっては応援要請ができないこ

とが考えられるため、相互応援協定に基づき、必要に応じて先遣隊を派遣し、

調査のうえ支援の必要性を判断する。 

職員を派遣する際は、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、

応援職員の派遣に当たっては、派遣職員の健康管理やマスク着用等を徹底する

ものとする。 

また、会議室のレイアウトの工夫やテレビ会議の活用など、応援職員等の執

務スペースの適切な空間の確保に配慮するものとする。 

 

 

 

 

地震情報について、

県が長野地方気象台

に確認の上、表記を

修正 

長周期地震に関する

観測情報について記

載 

 

 

 

 

 

 

 

県の地域防災計画に

合わせて修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス

の５類移行に伴う修

正 

 

 

 

 

 

 



様式【震】第２章 

 新   旧  修正理由・備考 

第１１節 避難受入れ及び情報提供活動 
第３ 活動の内容 

４ 避難所の開設、運営 

(２) 実施計画 

カ 指定避難所における正確な情報の伝達、食料、水、清掃等について、以

下の者の協力が得られるように努めるものとする。 

(ア) 避難者 

(イ) 町民 

(ウ) 自主防災組織 

(エ) 他の地方公共団体 

(オ) ボランティア 

(カ) 避難所運営について専門性を有したＮＰＯ等の外部支援者 

サ 指定避難所における感染症対策のため、受付時の確認、避難者の健康管

理や避難所の衛生管理、十分な避難スペースの確保、適切な避難所レイア

ウト等の必要な措置を講じるよう努めるものとする。 

チ 保育園、小・中学校における対策 

(ア) 町教育委員会及び学校長は、県が実施する対策の例（ア（エ）参

照）に準じて、町の地域防災計画を踏まえ、適切な対策を行うものと

する。 

(イ) 保育園、小・中学校が避難所となった場合、学校等の長はできるだ

け速やかに学校等を開放する。そのため、夜間や休日等の災害の発生

に備え、あらかじめ開錠の方法や教職員の緊急の招集方法、連絡方法

を周知徹底する。また、学校等としての教育機能維持の観点から、避

難所として使用させる場所について、あらかじめ優先順位等を決め

る。 

(ウ) 学校等の長は、避難所の運営について、町の災害対策担当者(住民支

援部教育班)が配置されるまでの間の教職員の対応方法を明確に定め、

避難者の収容、保護に努める。 

(エ) 児童・生徒等が在校時に災害が発生し、小・中学校等が地域の避難

所となった場合、学校等の長は児童・生徒等と避難者との間の混乱を

避けるため、それぞれに対する情報・指令の伝達に万全を期すととも

に、避難者と児童・生徒等の避難場所に区分を設ける。 

 

第３０節 災害の拡大防止と二次災害の防止活動 

(建設水道課) 
 

第１１節 避難受入れ及び情報提供活動 
第３ 活動の内容 

４ 避難所の開設、運営 

(２) 実施計画 

カ 指定避難所における正確な情報の伝達、食料、水、清掃等について、以

下の者の協力が得られるように努めるものとする。 

(ア) 避難者 

(イ) 町民 

(ウ) 自主防災組織 

(エ) 他の地方公共団体 

(オ) ボランティア 

 

サ 指定避難所における新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のた

め、避難者の健康管理や避難所の衛生管理、十分な避難スペースの確保、

適切な避難所レイアウト等の必要な措置を講じるよう努めるものとする。 

チ 保育園、小・中学校における対策 

（新設） 

 

 

(ア) 保育園、小・中学校が避難所となった場合、学校等の長はできるだ

け速やかに学校等を開放する。そのため、夜間や休日等の災害の発生

に備え、あらかじめ開錠の方法や教職員の緊急の招集方法、連絡方法

を周知徹底する。また、学校等としての教育機能維持の観点から、避

難所として使用させる場所について、あらかじめ優先順位等を決め

る。 

(イ) 学校等の長は、避難所の運営について、町の災害対策担当者(住民支

援部教育班)が配置されるまでの間の教職員の対応方法を明確に定

め、避難者の収容、保護に努める。 

(ウ) 児童・生徒等が在校時に災害が発生し、小・中学校等が地域の避難

所となった場合、学校等の長は児童・生徒等と避難者との間の混乱を

避けるため、それぞれに対する情報・指令の伝達に万全を期すととも

に、避難者と児童・生徒等の避難場所に区分を設ける。 

 

第３０節 災害の拡大防止と二次災害の防止活動 

(振興課) 

 

 

 

 

 

 

 

 

国の防災基本計画及

び県の地域防災計画

に合わせて修正 

新型コロナウイルス

の５類移行に伴う修

正 

風水害対策編に合わ

せて追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織改正に伴う修正 

 



様式【震】第５章 

 

 新   旧  修正理由・備考 

 
第１節 総 則 

第１ 目的 

「南海トラフ地震に関する事前対策活動」は、南海トラフ地震に係る地震防

災対策の推進に関する特別措置法第３条の規定に基づく南海トラフ地震に係る

地震防災対策推進地域（以下「推進地域」という。）を中心に、南海トラフ地震

臨時情報が発表された場合、後発地震に備えるためにとるべき対策を定め、防

災対策の推進を図ることを目的とする。 

 

第２節 南海トラフ地震臨時情報発表時の活動体制 

第３ 防災関係機関の体制 

３ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等発表時の体制 

各機関は、各機関相互間及び機関内部において、確実に情報が伝達されるよ

うその経路及び方法を推進計画に明示するものとする。この場合において、勤

務時間内及び勤務時間外の時間帯に応じ、伝達が確実に行なわれるよう留意す

るものとする。 

また、各機関は、その実情に応じ災害対策本部に準じた組織を設置するもの

とし、その組織内容等必要な事項を定めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
第１節 総 則 

第１ 目的 

「南海トラフ地震に関する事前対策活動」は、南海トラフ地震に係る地震防

災対策の推進に関する特別措置法第３条の規定に基づく南海トラフ地震に係る

地震防災対策推進地域（以下「推進地域」という。）を中心に、南海トラフ地

震臨時情報が発表された場合にとるべき対策を定め、防災対策の推進を図るこ

とを目的とする。 

  

第２節 南海トラフ地震臨時情報発表時の活動体制 

第３ 防災関係機関の体制 

３ 南海トラフ臨時情報（巨大地震警戒）等発表時の体制 

各機関は、各機関相互間及び機関内部において、確実に情報が伝達されるよ

うその経路及び方法を推進計画に明示するものとする。この場合において、勤

務時間内及び勤務時間外の時間帯に応じ、伝達が確実に行なわれるよう留意す

るものとする。 

また、各機関は、その実情に応じ災害対策本部に準じた組織を設置するもの

とし、その組織内容等必要な事項を定めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

本計画が南海トラフ

沿いにおける地震等

発生時の後発地震に

備えるためのもので

あることを明記 

 

脱字の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式【震】第５章 

 新   旧  修正理由・備考 

第３節 情報の収集伝達 

第１ 南海トラフ地震臨時情報発表時の伝達 

南海トラフ地震臨時情報の伝達については、次により迅速かつ的確に行なう

ものとする。 

１ 伝達系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 勤務時間外、休日の伝達要領 

(3) 危機管理対策室職員は、速やかに登庁し、防災行政無線等により町住民

へ伝達する。 

なお、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等発表時には、各課

（局）長を通じて配備職員の参集指示を伝達する。 

 

第２ 応急対策実施状況等の情報収集・伝達 

町、県防災関係機関は、相互に連絡をとり、南海トラフ地震臨時情報発表時

に実施する後発地震に対して注意する措置及び災害応急対策に係る措置等の状

況の収集を行なう。 

この場合において、これらの情報が正確かつ迅速に県災害対策本部等に集約

する措置をとるものとする。 

 

第４節 広報計画 

第２ 活動の内容 

１ 南海トラフ地震臨時情報が発表された場合は、次により広報を行う。 

(１) 広報内容 

イ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等 

第３節 情報の収集伝達 

第１ 南海トラフ臨時情報発表時の伝達 

南海トラフ地震臨時情報の伝達については、次により迅速かつ的確に行なう

ものとする。 

１ 伝達系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 勤務時間外、休日の伝達要領 

(3) 危機管理対策室職員は、速やかに登庁し、防災行政無線等により町住

民へ伝達する。 

なお、南海トラフ臨時情報（巨大地震警戒）等発表時には、各課

（局）長を通じて配備職員の参集指示を伝達する。 

 

第２ 応急対策実施状況等の情報収集・伝達 

町、県防災関係機関は、相互に連絡をとり、南海トラフ臨時情報発表時に実

施する後発地震に対して注意する措置及び災害応急対策に係る措置等の状況の

収集を行なう。 

この場合において、これらの情報が正確かつ迅速に県災害対策本部等に集約

する措置をとるものとする。 

 

第４節 広報計画 

第２ 活動の内容 

１ 南海トラフ地震臨時情報が発表された場合は、次により広報を行う。 

(１) 広報内容 

イ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等 

 

 

脱字の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オンライン配信 

庁内放送 

 

 

※勤務時間外は 

庁内放送を行わな

い。 

長野地方気象台 

 

 

 

県危機管理部 

各課(局) 

 

 

 

池田町総務課危機管理対策室 

 

 

 

防災行政無線 FAX 

 

 

住民等 

防災行政無線 

町民メール等 

町長 
報告 

 

 

オンライン配信 

庁内放送 

 

 

※勤務時間外は 

庁内放送を行わな

い。 

長野地方気象台 

 

 

 

県危機管理部 

各 課 ( 局 ) 

 

 

 

池田町総務課危機管理対策室 

 

 

 

防災行政無線 FAX 

 

 

住民等 

防災行政無線 

町民メール等 

町長 
報告 

 

 



様式【震】第５章 

 新   旧  修正理由・備考 

(ア) 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等の内容 

(オ) 後発地震に備えるための基本的な防災対応 

 日頃からの地震への備えを再確認する等、できるだけ安全な防災

対応をとること等 

ウ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等 

(オ) 後発地震に備えるための基本的な防災対応 

日頃からの地震への備えを再確認する等、できるだけ安全な防災

対応をとること等 

 

（参考） 

県・市町村から住民、企業等への防災対応の呼びかけについて 

 

県及び推進地域に指定されている市町村は、ホームページ、防災行政無線、広報

車、SNS等により、住民に対して、以下について広報を行い、併せて、一定期間

※、日常生活を行いつつ、日頃からの地震への備えの再確認を促すとともに、でき

るだけ安全な行動をとることなどについて呼びかけを行う。また、推進地域内の企

業等に対しても、適切な防災対応をとるよう呼びかけを行う。 

※「一定期間」の目安 

・半割れケースの場合 「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）」発表から２

週間 

・一部割れケースの場合 「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）」発表から

１週間 

・ゆっくりすべりケースの場合 ｢南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)｣発表か

らすべりが収まったと評価されるまでの期間 

ア 住民への防災対応の呼びかけ（第６節、第７節関連） 

臨時情報（巨大地震警戒又は巨大地震注意）が発表された際に住民が取るべき

防災対応について、以下の観点を踏まえ、住民一人ひとりが防災対応を検討・

実施することを基本とし、県及び市町村は必要な情報提供を行う等、防災行動

を促す。 

○日常生活を行いつつ、日頃からの地震への備えの再確認等、個々の状況に応

じて、一定期間地震発生に注意した行動をとること。また、一定期間できる

だけ安全な防災行動をとること。 

○「臨時情報（巨大地震警戒）」が発表されたときは、さらに次の防災対応をと

ること。 

・土砂災害に対する防災対応 

土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域内に居住する住民は、個々の状況に

応じて、自主避難を含め、身の安全を守る等の防災対応を検討する。 

(ア) 南海トラフ臨時情報（巨大地震注意）等の内容 

 （新規） 

 

 

ウ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等 

（新規) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

脱字の修正 

国のガイドラインを

踏まえ、後発地震に

備えるための基本的

な防災対応を追記 

 

 

 

 

広域計画に関連し、

臨時情報発表時の住

民、企業等へ防災対

応の呼びかけを整理

の上、記載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式【震】第５章 

 新   旧  修正理由・備考 

・住宅の倒壊、地震火災に対する防災対応 

耐震性の不足する住宅に居住する住民は、自主避難を含め検討する。また、器

具の使用を控えること等により、火災の発生を防止する。 

イ 観光客への防災対応の呼びかけ（第７節関連） 

推進地域内の観光客に対して、後発地震に備え、必要な情報の収集や地震発生

時の注意点の再確認を行うことを呼びかける。 

ウ 推進地域外の住民等への防災対応の呼びかけ（第７節関連） 

住民及び観光客に対し、「地震に備えた行動」を求めるが、「冷静な対応を行

う」ことを合わせて呼びかける。 

エ 企業等への防災対応の呼びかけ（第８節関連） 

日頃からの地震への備えを再確認する等、個々の状況に応じて適切な防災対

応を実施したうえで、できる限り事業を継続することを基本とする。 

そのため、以下の対策を行う。 

※南海トラフ臨時情報（巨大地震警戒）発表後、一部地域の被害等を踏まえ、人

的・物的資源が一部制限されている中で、企業活動を１週間どのように継続す

るか検討する。 

※南海トラフ地震臨時情報の内容等については、各企業内等において確実に情報

が伝達されるよう、その経路及び方法を具体的に定める。 

※各企業等の防災対応を迅速かつ的確に実施するため、所要要員の確保について

検討するとともに、必要に応じ指揮機能を持った組織を設置する。 

 

第６節 避難対策等 

第２ 地域住民等の避難行動等 

１ 土砂災害に対する避難行動等 

町は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合にとる

べき後発地震に対する警戒措置について、主に土砂災害警戒区域内に居住する

町民と意見交換を行ないながら、身の安全を守る等の防災対応の検討を促すも

のとする。 

また、主に土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設に対しては、施設管理者

に対して、入居者の身の安全を守る等の防災対応の検討を促すものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６節 避難対策等 

第２ 地域住民等の避難行動等 

１ 土砂災害に対する避難行動等 

町は、南海トラフ臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合にとるべき

後発地震に対する警戒措置について、主に土砂災害警戒区域内に居住する町民

と意見交換を行ないながら、身の安全を守る等の防災対応の検討を促すものと

する。 

また、主に土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設に対しては、施設管理者

に対して、入居者の身の安全を守る等の防災対応の検討を促すものとする。 

 

 

 

 

 

広域計画に関連し、

臨時情報発表時の住

民、企業等へ防災対

応の呼びかけを整理

の上、記載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

脱字の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式【震】第５章 

 新   旧  修正理由・備考 

第９節 防災関係機関のとるべき措置 

第１ 基本方針 

防災関係機関は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された

場合、個々の状況に応じて、後発地震に対して警戒する措置を行うものとし、

その措置についてあらかじめ計画に定めるものとする。 

 

第２ 活動の内容 

６ 防災関係機関が自ら管理等を行う道路、河川その他の施設に関する対策 

県及び市町村は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された

場合において、後発地震に備えた自らが管理等を行う施設等に関する対策とし

て、施設利用者の安全確保及び機能確保のため、速やかに点検等を行うものと

する。 

なお、具体的な対策は施設毎に定めるものとし、県又は市町村以外が管理す

る施設の管理者においても対策を講じるものとする。 

(１)  防災上重要な施設に関する対策 

町及び県は、特に、後発地震の発生後においても、防災上重要な施設

（災害 応急対策の実施上大きな役割を果たすことが期待できるもの）に

ついて、その機能 を果たすため、体制を整えるとともに、必要な措置を

講ずるものとする。 

ア 道路等（橋梁、砂防施設、法面、林道等を含む）【建設水道課】 

危険度が特に高いと予想されるものについて、通行止め等、管理上必要

な措置を行う。 

イ 用水路【土地改良区等】 

施設点検、貯水量の調整等に係る操作方法の確認等の措置を行う。 

ウ 庁舎、合同庁舎その他災害応急対策上重要な施設【各部局】 

非常用発電設備、無線通信機器等通信手段の確認、自衛消防団の活動確

認等を行う。また、災害対策本部等運営に必要な資機材及び緊急車両等の

確保を行う。 

(２)  多数の者が出入りする施設に関する対策【生涯学習課等】 

学校、社会福祉施設、社会教育施設、社会体育施設、美術館、図書館等

の多数の者が出入りする施設の管理上の措置の共通事項として以下の対応

を行うものとする。 

・入場者等への情報伝達 

・入場者等の安全確保のための退避等の措置 

・施設の防火点検及び設備、備品等の転倒・落下・破損防止措置 

・出火防止措置 

第９節 防災関係機関のとるべき措置 

第１ 基本方針 

防災関係機関は、南海トラフ臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場

合、個々の状況に応じて、後発地震に対して警戒する措置を行うものとし、そ

の措置についてあらかじめ計画に定めるものとする。 

 

第２ 活動の内容 

６ 防災関係機関が自ら管理等を行う道路、河川その他の施設に関する対策 

(１) 町及び県は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された

場合において道路管理上必要な措置を講ずるものとする。この場合におい

て、町及び県は、橋梁、トンネル及び法面のうち、危険度が特に高いと予

想されるものに留意するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 町及び県は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された

場合、庁舎等公共施設のうち、後発地震の発生後における災害応急対策の

実施上大きな役割を果たすことが期待できるものについて、その機能を果

たすため、必要な措置を講ずるものとする。この場合において、町及び県

は、非常用発電装置の準備、水や食料等の備蓄、コンピューター・システ

ム等重要資機材の点検その他所要の措置を実施するための体制を整備する

ものとする。 

 

 

 

 

脱字の修正 

 

 

 

 

 

(１)アに移設 

 

 

 

 

 

県・市町村・各施設

管理者の後発地震に

備えるための施設

（防災上重要な施

設、多数の者が出入

りする施設等）に係

る対策を具体的に記

載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式【震】第５章 

 新   旧  修正理由・備考 

・水、食料等の備蓄 

・消防設備の点検、整備 

・非常用発電装置の整備、防災行政無線、テレビ、ラジオ、コンピュー

ターなど情報を入手するための機器の整備 

また、以下のとおり各施設の管理上の措置を行うものとする。 

ア 保育園、小・中学校等【学校保育課】 

児童生徒等の年齢も考慮の上、地域や家庭環境に応じた対応を行い、後

発地震発生による災害リスクを考慮した安全確保のための措置を行う。 

イ 社会福祉施設【健康福祉課】 

重度障がい者、高齢者等、移動することが困難な者等について、個々の

状況に応じた安全確保のための必要な措置を行う。 

ウ 上下水道施設【建設水道課】 

処理機能の確保等、施設の管理上必要な操作、非常用発電装置の準備、

点検その他の措置を行う。 

(３)  工事中の公共施設、建築物、その他【各部局】 

後発地震発生時の対応について、各監督員が現場代理人等と情報を共有

し、工事中断の判断や資機材の落下防止等、工事中の建築物その他の工作

物又は施設について安全確保上必要な措置を行う。 

(４) 防災関係機関は、各施設について、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震

警戒）等が発表された場合の緊急点検、巡視の実施必要箇所を選定し、必

要な実施体制を整備するものとする。 

 

 

 

 

第１１節 地震防災上必要な教育及び広報活動計画 

第１ 基本方針 

町及び県は、南海トラフ地震臨時情報が発表された場合、住民があわてて地

震対策をとることがないよう、機会を捉えて、日頃からの地震への備え等につ

いて周知することが重要である。 

また、住民は南海トラフ地震臨時情報が発表された場合、日常生活を行いつ

つ、一定期間、できるだけ安全な行動をとることが重要であり、普段以上に地

震に備えて警戒するという心構えを持つことが必要である。 

そのため、町及び県は、南海トラフ地震臨時情報の発表により、大規模地震

の発生の可能性が相対的に高まったと評価された場合、直ちに地震が起きると

いった誤解により、避難者の殺到等の社会的混乱が発生しないように努めると

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３) 町は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合、

特殊施設について、後発地震の発生後の危険防止の観点から所要の措置を

講ずるものとする。 

 

(４) 防災関係機関は、各施設について、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震

警戒）等が発表された場合の緊急点検、巡視の実施必要箇所を選定し、必

要な実施体制を整備するものとする。 

(５) 防災関係機関は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表さ

れた場合における工事中の建築物その他の工作物又は施設について安全確

保上実施すべき措置を講ずるものとする。 

 

第１１節 地震防災上必要な教育及び広報活動計画 

第１ 基本方針 

町及び県は、南海トラフ臨時情報が発表された場合、住民があわてて地震対

策をとることがないよう、機会を捉えて、日頃からの地震への備え等について

周知することが重要である。 

また、住民は南海トラフ地震臨時情報が発表された場合、日常生活を行いつ

つ、一定期間、できるだけ安全な行動をとることが重要であり、普段以上に地

震に備えて警戒するという心構えを持つことが必要である。 

そのため、町及び県は、南海トラフ地震臨時情報の発表により、大規模地震

の発生の可能性が相対的に高まったと評価された場合、直ちに地震が起きると

いった誤解により、避難者の殺到等の社会的混乱が発生しないように努めると

県・市町村・各施設

管理者の後発地震に

備えるための施設

（防災上重要な施

設、多数の者が出入

りする施設等）に係

る対策を具体的に記

載 

 

 

 

 

 

 

(２)に移設 

 

 

 

 

 

 

(３)に移設 

 

 

 

 

 

 

脱字の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式【震】第５章 

 新   旧  修正理由・備考 

ともに、あらゆる機会を捉えて、南海トラフ地震臨時情報等の内容や、情報が

発表された場合に取るべき対応について広報に努め、実際に防災対応をとる際

に、住民が情報を正しく理解し、あらかじめ検討した対応を冷静に実施できる

よう広報を行うものとする。 

 

ともに、あらゆる機会を捉えて、南海トラフ地震臨時情報等の内容や、情報が

発表された場合に取るべき対応について広報に努め、実際に防災対応をとる際

に、住民が情報を正しく理解し、あらかじめ検討した対応を冷静に実施できる

よう広報を行うものとする。 

 

 

 



 

 

 

池田町地域防災計画 

雪害対策編 

 

 

 

 

（令和５年 10月修正） 

 

 

新旧対照表 

 
 



様式【その他】雪害対策編 

 

 新   旧  修正理由・備考 

 
第１章 災害予防計画 

 

第１節 雪害に強い地域づくり 

（全部局） 

第３ 計画の内容 

１ 雪害に強い地域づくり 

(２) 実施計画 

ア 町、県及び地方整備局、地方運輸局等を中心とする関係機関は、車両の

滞留状況や開放の見通し等に関する道路管理者が有する情報等から、積雪

に伴う大規模な立ち往生が発生し、滞留車両の開放に長時間を要すると見

込まれる場合には、相互に連携の上、支援体制を構築し、滞留車両の乗員

に対し救援物資の提供や避難所への一時避難の支援等を行うよう努めるも

のとする。 

イ 大規模な車両滞留や長時間の通行止めを引き起こす恐れのある大雪（以

下「集中的な大雪」という。）時においても、道路ネットワーク全体として

その機能への影響を最小限度とするため、地域の実情に応じて道路の拡幅

や待避所等の整備を行うよう努めるものとする。 

ウ 雪害に強い町土の形成を図るため、除雪、防雪、凍雪害の防止に係る事

業を総合的・計画的に推進するものとする。 

エ 雪崩による災害を防止するための施設等の整備及び雪崩、融雪等による

水害・土砂災害を防止するための事業等を推進するものとする。 

オ 積雪寒冷の度が特に甚だしい地域において道路交通の確保が必要である

と認められ、国土交通省から指定された道路において、防護柵、消雪施設

等防雪施設の整備並びに路盤改良、流雪溝の整備等を行うものとする。 

カ 消流雪用水の確保、除排雪機能の高い河川・渓流の整備、通信ケーブル

の地中化等の施策を行うものとする。 

キ 降雪期を前に、関係課長等で構成する「雪対策会議」を開催し、積雪・

除雪時の対応を協議するものとする。 

 

11 雪害に関する知識の普及・啓発 

(２) 実施計画 

ア 降積雪時の適切な活動や除雪作業の危険性と対応策等について、町民に

対して周知を図るとともに、防災マップ等により、雪崩危険箇所等の周知

を図るものとする。特に、豪雪地帯においては、既存住宅に対する命綱固

  
第１章 災害予防計画 

 

第１節 雪害に強い地域づくり 

（全部局） 

第３ 計画の内容 

１ 雪害に強い地域づくり 

(２) 実施計画 

（新設） 

 

 

 

 

 

ア 雪害に強い町域の形成を図るため、除雪、防雪、凍雪害の防止に係る事

業を総合的、計画的に推進する。 

イ 雪崩による災害を防止するため施設等の整備を進めるとともに、雪崩、

融雪等による水害・土砂災害を防止するための事業等を推進する。 

ウ 積雪寒冷度が特に甚だしい地域で、道路交通の確保が必要と認められた

道路において、防雪施設の整備並びに路盤改良の整備等を行う。 

エ 除排雪機能の高い河川・渓流の整備、通信ケーブルの地中化等の施策を

実施する。 

オ 降雪期を前に、関係課長等で構成する「雪対策会議」を開催し、積雪・

除雪時の対応を協議する。 

カ 大規模な車両滞留や長時間の通行止めを引き起こす恐れのある大雪（以

下「集中的な大雪」という。）時においても、人命を最優先に幹線道路上

で大規模な車両滞留を徹底的に回避することを基本的な考え方として、計

画的・予防的な通行止め、滞留車両の排出を目的とした転回路の整備等を

行うよう努めるものとする。 

 

11 雪害に関する知識の普及・啓発 

(２) 実施計画 

ア 降積雪時の適切な活動について、県の計画を参考に、町民に対して周知

を図るとともに、防災マップ等により雪崩危険箇所等の周知を図る。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

国の防災基本計画及

び県の地域防災計画

に合わせて修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式【その他】雪害対策編 

 新   旧  修正理由・備考 

定アンカーの設置の促進や除排雪の安全を確保するための装備の普及、克

雪に係る技術の普及等を図るものとする。 

また、自主的除雪に不安のある高齢者世帯の除雪を地域で連携して支援

する体制を整えるものとする。 

 

また、自主的な除雪が困難な高齢者世帯等の除雪を、地域で連携して支

援する体制を整える。 

 

 

国の防災基本計画及

び県の地域防災計画

に合わせて修正 

 

 



 

 
 



 

 

 

池田町地域防災計画 

原子力災害対策編 

 

 

 

 

（令和５年 10月修正） 

 

 

新旧対照表 

 
 



様式【その他】原子力災害対策編 

 

 新   旧  修正理由・備考 

 
第３章 災害応急対策 

 

第４節 モニタリング等 

２ 放射性物質濃度の測定 

必要に応じて放射性物質濃度の測定を実施するとともに、県が実施する測定が

円滑に行われるよう協力する。 

 

第７節 屋内退避、避難誘導等の防護活動 

１ 屋内退避及び避難誘導 

(２) 内閣総理大臣から屋内退避又は避難に関する指示があったとき、又は原子

力緊急事態宣言があったときから原子力緊急事態解除宣言があるまでの間に

おいて町民等の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止す

るため特に必要があると認めるときは、町民等に対する屋内退避又は避難の

指示等の措置をとる。 

オ 感染症の流行下において、原子力災害が発生した場合、住民等の被ばくに

よるリスクとウイルスの感染拡大によるリスクの双方から、住民等の生命・健

康を守ることを最優先とする。具体的には、避難又は一時移転を行う場合に

は、その過程又は避難先等における感染拡大を防ぐため、避難所等における感

染者とそれ以外の者との分、人と人との距離の確保、マスクの着用、手洗いな

どの手指衛生等の感染対策を実施する。 

なお、「原子力災害対策指針（最新改定日令和４年７月６日）」で示されてい

る屋内退避及び避難等に関する指標は次の表のとおり。 

 

２ 広域避難活動 

(４) 町及び県は、必要に応じ、国〔原子力規制委員会等〕の協力を得なが

ら、原子力災害医療協力機関、原子力事業者、原子力災害拠点病院、高度

被ばく医療支援センター等の支援の下、避難者等が避難又は一時移転し避

難所等に到着した後に、避難者等の甲状腺被ばく線量モニタリングを行う

ものとする。 

 

 

 

  
第３章 災害応急対策 

 

第４節 モニタリング等 

２ 放射能濃度の測定 

必要に応じて放射能濃度の測定を実施するとともに、県が実施する測定が円滑

に行われるよう協力する。 

 

第７節 屋内退避、避難誘導等の防護活動 

１ 屋内退避及び避難誘導 

(２) 内閣総理大臣から屋内退避又は避難に関する指示があったとき、又は原子

力緊急事態宣言があったときから原子力緊急事態解除宣言があるまでの間に

おいて町民等の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止す

るため特に必要があると認めるときは、町民等に対する屋内退避又は避難の

指示等の措置をとる。 

オ 新型コロナウイルス感染症を含む感染症の流行下において、原子力災害が

発生した場合、住民等の被ばくによるリスクとウイルスの感染拡大によるリ

スクの双方から、住民等の生命・健康を守ることを最優先とする。具体的に

は、避難又は一時移転を行う場合には、その過程又は避難先等における感染

拡大を防ぐため、避難所等における感染者とそれ以外の者との分、人と人と

の距離の確保、マスクの着用、手洗いなどの手指衛生等の感染対策を実施す

る。 

なお、「原子力災害対策指針（最新改定日令和３年７月 21日）」で示されて

いる屋内退避及び避難等に関する指標は次の表のとおり。 

 

２ 広域避難活動 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

文言の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス

の５類移行に伴う修

正 

 

 

 

 

時点修正 

 

 

国の防災基本計画及

び県の地域防災計画

に合わせて修正 

 

 

 

 

 

 



様式【その他】原子力災害対策編 

 新   旧  修正理由・備考 

第９節 飲料水・飲食物の摂取制限等 

３ 経口摂取による被ばく影響を防止するため、飲食物の摂取を制限する際の基準 

(１) 放射性ヨウ素 

対   象 放射性ヨウ素の基準値 

飲料水 ３００ベクレル／キログラム 

牛乳・乳製品 

野菜類（根菜・芋類を除

く）、穀類、肉、卵、魚、

その他 

２，０００ベクレル／キログラム 

（「原子力災害対策指針（令和４年７月６日）」より） 

第９節 飲料水・飲食物の摂取制限等 

３ 経口摂取による被ばく影響を防止するため、飲食物の摂取を制限する際の基準 

(１) 放射性ヨウ素 

対   象 放射性ヨウ素の基準値 

飲料水 ３００ベクレル／キログラム 

牛乳・乳製品 

野菜類（根菜・芋類を除

く）、穀類、肉、卵、魚、

その他 

２，０００ベクレル／キログラム 

（「原子力災害対策指針（令和３年７月 21日）」より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時点修正 

 



 

 
 



 

 

 

池田町地域防災計画 

火山災害対策編 

 

 

 

 

（令和５年 10月修正） 

 

 

新旧対照表 

 
 



様式【その他】火山災害対策編 

 新   旧  修正理由・備考 

 第１章 災害予防計画 

 

第１節 火山災害に強いまちづくり 

（全部局） 

第２ 計画の内容 

２ 計画の内容 

(１) 火山災害に強いまちづくり 

ウ 道路防災対策等を通じて、強靭で信頼性の高い道路網の整備を図る。 

 

 

第３節 情報の収集・連絡体制 

（総務課・振興課） 

第３ 計画の内容 

３ 通信手段の確保 

(２) 実施計画 

オ 衛星携帯電話、ＭＣＡ移動無線、公共安全ＬＴＥ（ＰＳ－ＬＴＥ）等の

移動系の応急対策機器の整備を図る。 

 

 

第４節 活動体制計画 
（総務課、振興課） 

第３ 計画の内容 

３ 防災中枢機能等の確保 

(１) 現状及び課題 

災害時に応急対策の中心的役割を果たす各機関の施設、設備について

は、災害に対する安全性の確保等に努める必要がある。 

また、再生可能エネルギー等の代替エネルギーシステムや電動車の活用

を含めた自家発電設備、ＬＰガス災害用バルク、燃料貯蔵設備等の整備

や、通信途絶に備えた衛星通信の整備等非常用通信手段の確保が必要であ

る。 

さらに、施設の点検、補強等を実施する他、施設使用不能時に応急対策

の中心となる代替施設の確保を図る必要がある。 

  第１章 災害予防計画 

 

第１節 火山災害に強いまちづくり 

（全部局） 

第２ 計画の内容 

２ 計画の内容 

(１) 火山災害に強いまちづくり 

ウ 道路情報ネットワークシステム等を通じて安全性、信頼性の高い道路網

の整備を図る。 

 

第３節 情報の収集・連絡体制 

（総務課・振興課） 

第３ 計画の内容 

３ 通信手段の確保 

(２) 実施計画 

オ 衛星携帯電話、ＭＣＡ移動無線等の移動系の応急対策機器の整備を図

る。 

 

 

第４節 活動体制 
（総務課、振興課） 

第３ 計画の内容 

３ 防災中枢機能等の確保 

(１) 現状及び課題 

災害時に応急対策の中心的役割を果たす各機関の施設、設備について

は、災害に対する安全性の確保等に努める必要がある。 

また、代替エネルギーシステムや電動車の活用を含めた自家発電設備、

ＬＰガス災害用バルク、燃料貯蔵設備等の整備や、通信途絶に備えた衛星

通信の整備等非常用通信手段の確保が必要である。 

さらに、施設の点検、補強等を実施する他、施設使用不能時に応急対策

の中心となる代替施設の確保を図る必要がある。 

  

 

 

 

 

 

 

 

国の防災基本計画及

び県の地域防災計画

に合わせて修正 

 

 



 

 

 

池田町地域防災計画 

資料編 

 

 

 

 

（令和５年 10月修正） 

 

 

新旧対照表 

 
 



様式【資料編】 

 

 新   旧  修正理由・備考 

 
０２ 災害直前対策 

 

資料 02-2 警報等の指定河川 

 

１ 国が指定する水防警報河川 

水防警報の対象となる水位観測所 

河

川

名 

観測

所名 
位  置 

水防団

待機 

水位 

氾濫

注意

水位 

氾濫

危険

水位 

計画高

水位 

対象水防

管理団体 

関係建設

事務所 

犀 

川 

陸 

郷 

安曇野市 

明科南陸郷 
2.5ｍ 3.3ｍ 4.8ｍ 7.47ｍ 

安曇野市 

生坂村 

長野市 

松本 

安曇野 

大町 

長野 

 

２ 県が行う水位情報の通知（水位情報周知河川） 

水防警報を行う河川名及びその区域、対象となる水位観測所 

河

川

名 

区    域 対象水位観測所 
対象水

防管理

団体 

水防警

報発表

責任者 
自 至 名称 位置 

水防団 

待機

水位 

氾濫

注意

水位 

避難

判断

水位 

氾濫

危険

水位 

高

瀬

川 

大町市大

町(高瀬

上橋) 

安曇野市

明科七貴

（犀川合

流点） 

十日市

場 

安曇野

市穂高

北穂高 

1.0ｍ 1.5ｍ 2.0ｍ 2.3ｍ 

大町市 

池田町 

松川村 

安曇野市 

大町建

設事務

所長 

 

 （削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
０２ 災害直前対策 

 

資料 02-2 警報等の指定河川 

 

１ 国が指定する水防警報河川 

水防警報の対象となる水位観測所 

河

川

名 

観測

所名 
位  置 

指定

水位 

警戒

水位 

危険

水位 

計画

高水

位 

対象水防

管理団体 

関係建設

事務所 

犀 

川 

陸 

郷 

安曇野市 

明科南陸郷 
2.5ｍ 3.3ｍ 4.4ｍ 

7.47

m 

安曇野市 

生坂村 

長野市 

松本 

大町 

長野 

 

２ 県が指定する水防警報河川 

水防警報を行う河川名及びその区域、対象となる水位観測所 

河

川

名 

区    域 対象水位観測所 
対象水

防管理

団体 

水防警

報発表

責任者 
自 至 名称 位置 

水防団 

待機

水位 

氾濫

注意

水位 

避難

判断

水位 

氾濫

危険

水位 

高

瀬

川 

大町市大

町(高瀬

橋) 

安曇野市

明科七貴

（犀川合

流点） 

十日町

市場 

安曇野

市穂高

北穂高 

1.0ｍ 1.5ｍ 2.0ｍ 2.3ｍ 

大町市 

池田町 

松川村 

安曇野市 

大町建

設事務

所長 

 

３ 県が行う水位情報の通知（水位情報周知河川） 

河

川

名 

区    域 対象水位観測所 
関係水防管

理団体 

水位情報

通知者 自 至 名 称 位 置 
特別警戒

水位 

高

瀬

川 

大町市大

町（高瀬

橋） 

安曇野市明

科七貴（犀

川合流点） 

十日町

市場 

安曇野市 

北穂高 
2.8ｍ 

大町市 

池田町 

松川村 

安曇野市 

大町建設

事務所長 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

国の災害基本計画

及び県の地域防災

計画に合わせて修

正 

 

 

 

 

県の地域防災計画

に合わせて修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式【資料編】 

 新   旧  修正理由・備考 

０４ 活動体制関係 

 

資料 04-3 災害対策本部の事務分掌及び非常時優先業務 

 

部 
業務開始目標時間 

事務分掌 
担当 

≪本部≫ 

 

【本部長】 

町長 

【副本部長】 

副町長 

【指令者】 
危機管理対策室

長 

 

(報道責任者) 

【本部員】 

 

 

《災害対策本部》 

Ｓ（３時間以内） 

・災害対策本部の設置、運営 

・初動体制の確立 

・消防団、消防本部の状況確認、情報収集及び連絡調整 

・被害情報の報告を受けて各部への指示 

・高齢者等避難、避難指示等の発令 

・避難所の開設依頼、指示 

・応援要請の判断（必要な場合、県へ自衛隊等の応援要請、消

防本部へ緊急消防援助隊、県内相互応援隊の要請） 

・日赤分区及び赤十字奉仕団の状況確認 

Ａ（１日以内） 

・災害情報の整理、調整 

・市町村行政機能チェックリスト、災害概況報による報告 

・避難所運営の調整(要請物資等) 

Ｂ（３日以内） 

・災害救助法適用の申請 

・動員職員の確保、確認 

Ｃ(２週間以内) 

・罹災証明の発行 

・池田町防災会議との連絡調整 

Ｅ（１か月以降） 

・緊急性の無い通常業務 

 

危
機
管
理
対
策
室 

０４ 活動体制関係 

 

資料 04-3 災害対策本部の事務分掌及び非常時優先業務 

 

部 
業務開始目標時間 

事務分掌 
担当 

≪本部≫ 

 

【本部長】 

町長 

【副本部長】 

副町長 

【指令者】 
危機管理対策室

長 

 

(報道責任者) 

【本部員】 

 

 

《災害対策本部》 

Ｓ（３時間以内） 

・災害対策本部の設置、運営 

・初動体制の確立 

・消防団、消防本部の状況確認、情報収集及び連絡調整 

・被害情報の報告を受けて各部への指示 

・高齢者等避難、避難指示等の発令 

・避難所の開設依頼、指示 

・応援要請の判断（必要な場合、県へ自衛隊等の応援要請、消

防本部へ緊急消防援助隊、県内相互応援隊の要請） 

・日赤分区及び赤十字奉仕団の状況確認 

Ａ（１日以内） 

・災害情報の整理、調整 

・市町村行政機能チェックリスト、災害概況報による報告 

・避難所運営の調整(要請物資等) 

Ｂ（３日以内） 

・災害救助法適用の申請 

・動員職員の確保、確認 

Ｃ(２週間以内) 

・罹災証明の発行 

・池田町防災会議との連絡調整 

Ｅ（１か月以降） 

・緊急性の無い通常業務 

 

危
機
管
理
対
策
室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式【資料編】 

 新   旧  修正理由・備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪総務部≫ 

 

【部長】 

総務課長 

(指令者が危機管理対

策室長のため兼務の

場合は副部長が代行) 

 

【副部長】 

議会事務局長 

総務係長 

 

 

 

 

 

 

 

《総務班》 

Ｓ（３時間以内） 

・本庁舎の被災状況確認、応急措置 

・職員の安否確認と職員体制の確保 

・緊急情報、災害情報の受付（電話、駆け込み等） 

・防災行政無線､消防無線､県衛星系防災行政無線､衛星携帯電

話及び臨時災害FM放送局の応急対策 

・防災行政無線での緊急情報の発信 

・防災情報システム等通信の確保、維持及び運営 

・交通安全の確保、規制、調整 

Ａ（１日以内） 

・業務データの保持（個人情報、重要文書の確保及びデータバ

ックアップ確認） 

・住民基本台帳ネットワークシステム等業務システムの再開 

・車両配車業務 

・所管施設の点検 

・町長、副町長の業務に関すること(日程調整、渉外) 

・ＯＡ機器、電話等管理業務 

・宿、日直業務員の確保 

Ｂ（３日以内） 

・Ｗｅｂ等での災害広報の実施 

・議会の招集 

・文書収受、発送業務 

・警察、防犯協会との連携、災害に伴う犯罪防止に関する協議 

・設備、備品等の維持、管理 

Ｅ（１か月以降） 

・緊急性の無い通常業務 

 

総
務
係 

 

《議会班》 

Ｓ（３時間以内） 

・議員の安否確認 

・議員からの被害情報の把握 

・議会災害警戒支援室との連絡調整 

Ｂ（３日以内） 

・議場等施設の応急対策 

Ｅ（１か月以降） 

・緊急性の無い通常業務 

 

議
会
事
務
局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪総務部≫ 

 

【部長】 

総務課長 

(指令者が危機管理対

策室長のため兼務の

場合は副部長が代行) 

 

【副部長】 

議会事務局長 

総務係長 

 

 

 

 

 

 

 

《総務班》 

Ｓ（３時間以内） 

・本庁舎の被災状況確認、応急措置 

・職員の安否確認と職員体制の確保 

・緊急情報、災害情報の受付（電話、駆け込み等） 

・防災行政無線､消防無線､県衛星系防災行政無線､衛星携帯電

話及び臨時災害FM放送局の応急対策 

・防災行政無線での緊急情報の発信 

・情報システム等通信の確保、維持及び運営 

・交通安全の確保、規制、調整 

Ａ（１日以内） 

・業務データの保持（個人情報、重要文書の確保及びデータバ

ックアップ確認） 

・住基等業務システムの再開 

・車両配車業務 

・所管施設の点検 

・町長、副町長の業務に関すること(日程調整、渉外) 

・文書機器、電話等管理業務 

・宿、日直業務員の確保 

Ｂ（３日以内） 

・Ｗｅｂ等での災害広報の実施 

・議会の招集 

・文書収受、発送業務 

・警察、防犯協会と連携、災害に伴う犯罪防止に関する協議 

・設備、備品等の維持、管理 

Ｅ（１か月以降） 

・緊急性の無い通常業務 

 

総
務
係 

 

《議会班》 

Ｓ（３時間以内） 

・議員の安否確認 

・議員からの被害情報の把握 

・議会災害警戒支援室との連絡調整 

Ｂ（３日以内） 

・議場等施設の応急対策 

Ｅ（１か月以降） 

・緊急性の無い通常業務 

 

議
会
事
務
局 

 

 

 

 

 

 

 

名称の修正 

 

 

 

文言の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式【資料編】 

 新   旧  修正理由・備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪総務部≫ 

 

【部長】 

総務課長 

(指令者が危機管理対

策室長のため兼務の

場合は副部長が代行) 

 

【副部長】 

議会事務局長 

総務係長 

 

《住民広報・受援班》 

Ｓ（３時間以内） 

・ホームページ、町登録制メール、yahoo!防災速報及び公式ツイ
ッターの緊急情報、災害状況の発信・職員参集安否確認メール
の配信 

・協定団体、各種民間協力団体との状況確認、連絡調整 

・緊急情報、災害情報の受付（電話、駆け込み等） 

Ａ（１日以内） 

・各種応援隊(行政職員、協定締結団体〈医療、建設関係団体

除く〉)等からの人的支援要請及び連絡調整 

Ｂ（３日以内） 

・各種応援隊(行政職員)等からの人的支援受入 

Ｃ(２週間以内) 

・生活の再建に関する相談業務 

Ｅ（１か月以降） 

・緊急性の無い通常業務 

 

企
画
係 

移
住
定
住
係 

 

《財政班》 

Ｓ（３時間以内） 

・緊急情報、災害情報の受付（電話、駆け込み等） 

・被害情報等を本部へ報告（総務班、報道対応班との連携） 

Ｂ（３日以内） 

・災害関係費用の支出見積り、復旧費用の概算算定 

Ｃ(２週間以内) 

・災害復旧計画の策定 

・災害復旧関連工事等の契約 

・財政計画及び予算執行計画 

Ｄ（１か月以内） 

・工事請負契約及び委託契約事務 

Ｅ（１か月以降） 

・緊急性の無い通常業務 

 

財
政
係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪総務部≫ 

 

【部長】 

総務課長 

(指令者が危機管理対

策室長のため兼務の

場合は副部長が代行) 

 

【副部長】 

議会事務局長 

総務係長 

 

《政策・受援班》 

Ｓ（３時間以内） 

・ホームページ、町登録制メール、yahoo!防災情報及び公式ツイ
ッターの緊急情報、災害状況の発信・職員参集安否確認メール
の配信 

・協定団体、各種民間協力団体との状況確認、連絡調整 

・緊急情報、災害情報の受付（電話、駆け込み等） 

Ａ（１日以内） 

・各種応援隊(行政職員、協定締結団体〈医療、建設関係団体

除く〉)等からの人的支援要請及び連絡調整 

Ｂ（３日以内） 

・各種応援隊(行政職員)等からの人的支援受入 

Ｃ(２週間以内) 

・生活の再建に関する相談業務 

Ｅ（１か月以降） 

・緊急性の無い通常業務 

 

企
画
係 

移
住
定
住
係 

 

《財政班》 

Ｓ（３時間以内） 

・緊急情報、災害情報の受付（電話、駆け込み等） 

・被害情報等を本部へ報告（総務班、広報班との連携） 

Ｂ（３日以内） 

・災害関係費用の支出見積り、復旧費用の概算算定 

Ｃ(２週間以内) 

・災害復旧計画の策定 

・災害復旧関連工事等の契約 

・財政計画及び予算執行計画 

Ｄ（１か月以内） 

・工事請負契約及び委託契約事務 

Ｅ（１か月以降） 

・緊急性の無い通常業務 

 

財
政
係 

 

班名の変更 

名称の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

班名の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式【資料編】 

 新   旧  修正理由・備考 

≪物資部≫ 

 

【部長】 

会計課長 

 

《物資班》 

Ａ（１日以内） 

・救助用物資及び義援物資の受入対応、提供調整 

・非常食、飲料その他物品の調達 

・衣服、寝具その他生活必需品等の調達 

・指定金融機関等の状況把握 

・応急対策経費の出納 

Ｂ（３日以内） 

・義援金及び義援物資の配分 

・災害見舞金及び災害弔慰金、災害援護資金の手続き 

・出納、会計及び審査事務 

Ｅ（１か月以降） 

・緊急性の無い通常業務 

 

会
計
課 

 

 

 

 

≪情報部≫ 

 

【部長】 

住民課長 

 

 

 

 

 

 

《報道対応班》 

Ｓ（３時間以内） 

・来庁者、職員等の安全確保及び避難誘導 

・被害報告、災害報告の収集とりまとめ 

・報道機関との連絡、調整 

・災害広報の実施 

Ａ（１日以内） 

・埋火葬許可、葬祭場の利用許可証の発行 

・被災者台帳作成事務(マイナンバー利用) 

Ｂ（３日以内） 

・戸籍関係、住民基本台帳関係事務 

・災害に関係する公文書の収受 

Ｅ（１か月以降） 

・緊急性の無い通常業務 

 

住
民
係 

≪物資部≫ 

 

【部長】 

会計課長 

 

《物資班》 

Ａ（１日以内） 

・救助用物資及び義援物資の受入対応、提供調整 

・非常食、水その他物品の調達 

・衣服、寝具その他生活必需品等の調達 

・指定金融機関等状況把握 

・応急対策経費の出納 

Ｂ（３日以内） 

・義援金及び義援物資の配分 

・災害見舞金及び災害弔慰金、災害援護資金の手続き 

・出納、会計及び審査事務 

Ｅ（１か月以降） 

・緊急性の無い通常業務 

 

会
計
課 

 

 

 

 

≪情報部≫ 

 

【部長】 

住民課長 

 

 

 

 

 

 

《広報班》 

Ｓ（３時間以内） 

・来庁者、職員等の安全確保及び避難誘導 

・被害報告、災害報告の収集とりまとめ 

・報道機関との連絡、調整 

・災害広報の実施 

Ａ（１日以内） 

・埋火葬許可、葬祭場の利用許可証の発行 

・被災者台帳作成事務(マイナンバー利用) 

Ｂ（３日以内） 

・戸籍関係、住民基本台帳関係事務 

・災害に関係する公文書の収受 

Ｅ（１か月以降） 

・緊急性の無い通常業務 

 

住
民
係 

 

 

 

文言の合封性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

班名の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式【資料編】 

 新   旧  修正理由・備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪情報部≫ 

 

【部長】 

住民課長 

 

《情報入力班》 

Ｓ（３時間以内） 

・防災情報システム(Lアラート)入力、発信 

・県、国及び各種機関との情報共有（被害情報、資源情報等） 

・地震及び気象情報の収集 

Ｃ(２週間以内) 

・被災者、一般町民の消費者相談窓口 

・国民健康保険資格の取得、喪失、減免手続き 

・後期高齢者医療保険（被保険者証等の発行） 

・国民年金の適用、免除、相談等に関する事務 

Ｄ（１か月以内） 

・国民健康保険給付事業等 

・後期高齢者医療保険料の納付相談 

・福祉医療特別給付金の給付 

Ｅ（１か月以降） 

・緊急性の無い通常業務 

 

保
険
医
療
係 

 

《税務班》 

Ｓ（３時間以内） 

・緊急情報、災害情報の受付（電話、駆け込み等） 

・防災情報システム(Lアラート)入力、発信 

・県、国及び各種機関との情報共有（被害情報、資源情報等） 

・各部、各班からの被害情報の整理、状況把握図の作成 

Ｂ（３日以内） 

・税証明の発行 

Ｃ(２週間以内) 

・家屋の被災調査、認定及び台帳作成 

Ｄ（１か月以内） 

・国民健康保険（保険税の納付相談） 

・被害に伴う税の減免対応 

Ｅ（１か月以降） 

・緊急性の無い通常業務 

 

課
税
係 

収
納
係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪情報部≫ 

 

【部長】 

住民課長 

 

《情報分析班》 

Ｓ（３時間以内） 

・防災情報システム(Lアラート)入力、発信 

・県、国及び各種機関との情報共有（被害情報、資源情報等） 

・地震及び気象情報の収集 

Ｃ(２週間以内) 

・被災者、一般町民の消費者相談窓口 

・国民健康保険資格取得、喪失、減免手続き 

・後期高齢者医療保険（被保険者証等の発行） 

・国民年金の適用、免除、相談等に関する事務 

Ｄ（１か月以内） 

・国民健康保険給付事業等 

・後期高齢者医療保険料の納付相談 

・福祉医療特別給付金の給付 

Ｅ（１か月以降） 

・緊急性の無い通常業務 

 

保
険
医
療
係 

 

《税務班》 

Ｓ（３時間以内） 

・緊急情報、災害情報の受付（電話、駆け込み等） 

・防災情報システム(Lアラート)入力、発信 

・県、国及び各種機関との情報共有（被害情報、資源情報等） 

・各部、各班からの被害情報の整理、状況把握図の作成 

Ｂ（３日以内） 

・税証明の発行 

Ｃ(２週間以内) 

・家屋の被災調査、認定及び台帳作成 

Ｄ（１か月以内） 

・国民健康保険（保険税の納付相談） 

・被害に伴う税の減免対応 

Ｅ（１か月以降） 

・緊急性の無い通常業務 

 

課
税
係 

収
納
係 

 

班名の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式【資料編】 

 新   旧  修正理由・備考 

 

 

 

 

 

 

≪救援部≫ 

 

【部長】 

健康福祉課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

《救護班》 

Ｓ（３時間以内） 

・県保健福祉部、医師会等団体との連絡調整 

・医薬品､医療器具､衛生･救護資材等の状況把握､管理及び確保 

・被災者の医療・救護（医療救護所の設置） 

Ａ（１日以内） 

・大北地域包括医療大規模災害医療救護計画による連携、調整 

・医薬品及び医療用資器材の調達、要請(避難施設からの要請) 

・医療関係者への動員要請、協定に基づく応援要請 

・避難所等での感染症予防、環境整備に関すること 

Ｂ（３日以内） 

・被災者、非被災者の保健衛生に関すること 

・感染症予防に関すること 

Ｄ（１か月以内） 

・精神保健事業に関すること（被災者、一般町民の健康相談

等） 

・献血に関すること 

・予防接種に関すること 

・特定健診、各種がん検診等、健康相談、保健指導等 

Ｅ（１か月以降） 

・緊急性の無い通常業務 

 

健
康
増
進
係 

 

 

 

 

 

 

≪救援部≫ 

 

【部長】 

健康福祉課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

《救護班》 

Ｓ（３時間以内） 

・県保健福祉部、医師会等団体との連絡調整 

・医薬品､医療器具､衛生･救護資材等の状況把握､管理及び確保 

・被災者の医療・救護（医療救護所の設置） 

Ａ（１日以内） 

・大北地域包括医療大規模災害医療救護計画による連携、調整 

・医薬品及び医療用資器材の調達、要請(避難施設からの要請) 

・医療関係者への動員要請、協定に基づく応援要請 

・避難所等での感染症予防、環境整備に関すること 

Ｂ（３日以内） 

・被災者、非被災者の保健衛生に関すること 

・感染症予防に関すること 

Ｄ（１か月以内） 

・精神保健事業に関すること（被災者、一般町民の健康相談

等） 

・献血に関すること 

・予防接種に関すること 

・特定健診、各種がん検診等、健康相談、保健指導等 

Ｅ（１か月以降） 

・緊急性の無い通常業務 

 

健
康
増
進
係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式【資料編】 

 新   旧  修正理由・備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪救援部≫ 

 

【部長】 

健康福祉課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《健康福祉班》 

Ｓ（３時間以内） 

・要配慮者の状況把握、安否確認、対応 

・社会福祉施設の被害状況確認、対応 

・福祉関係施設入所者の安全確保、避難誘導 

・社会福祉協議会、介護支援センター等との連絡調整 

Ａ（１日以内） 

・福祉避難所の開設(福祉避難所マニュアルによる) 

・町民の健康保持、保健活動、相談業務 

・妊産婦、乳幼児保健に関すること 

・短期入所、生活管理指導短期宿泊に関すること 

・日赤分区及び赤十字奉仕団の連絡調整 

Ｂ（３日以内） 

・要配慮者等の発災後の相談支援業務 

・養護老人ホーム等入所措置 

・子育て支援所管施設の運営体制確認・運営 

Ｃ(２週間以内) 

・重度障害者等に、日常生活のための用具を給付 

・障害者の補装具の交付や修理 

・子育て支援各種サービスの提供開始 

Ｄ（１か月以内） 

・被災地域での保健衛生活動の支援 

Ｅ（１か月以降） 

・緊急性の無い通常業務 

多
世
代
相
談
セ
ン
タ
ー 

福
祉
係 

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪救援部≫ 

 

【部長】 

健康福祉課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《健康福祉班》 

Ｓ（３時間以内） 

・要配慮者の状況把握、安否確認、対応 

・社会福祉施設の被害状況確認、対応 

・福祉関係施設入所者の安全確保、避難誘導 

・社会福祉協議会、介護支援センター等との連絡調整 

Ａ（１日以内） 

・福祉避難所の開設(福祉避難所マニュアルによる) 

・町民の健康保持、保健活動、相談業務 

・妊産婦、乳幼児保健に関すること 

・短期入所、生活管理指導短期宿泊に関すること 

・日赤分区及び赤十字奉仕団の連絡調整 

Ｂ（３日以内） 

・要配慮者等の発災後の相談支援業務 

・養護老人ホーム等入所措置 

・子育て支援所管施設の運営体制確認・運営 

Ｃ(２週間以内) 

・重度障害者等に、日常生活のための用具を給付 

・障害者の補装具の交付や修理 

・子育て支援各種サービスの提供開始 

Ｄ（１か月以内） 

・被災地域での保健衛生活動の支援 

Ｅ（１か月以降） 

・緊急性の無い通常業務 

多
世
代
相
談
セ
ン
タ
ー 

福
祉
係 

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式【資料編】 

 新   旧  修正理由・備考 

 

 

 

 

 

≪救援部≫ 

 

【部長】 

健康福祉課長 

 

《衛生班》 

Ａ（１日以内） 

・火葬施設等の被害状況の把握、復旧 

・検視・遺体安置所の設置(遺体の収容、引き渡し) 

・埋火葬の情報提供 

・し尿、雑排水の処理 

・防疫処理の実施 

・化学物質や危険物流出対策 

Ｂ（３日以内） 

・廃棄物の調査、処分計画方針調整、一時集積場の選定 

・廃棄物処理業者等又は他市町村への協力要請 

・廃棄物の収集運搬、処分に関する周知、広報 

・ごみ焼却、可燃ごみ・金属ごみ・粗大ごみの相談 

・公衆トイレ管理（所管4箇所） 

Ｃ(２週間以内) 

・町営バス運行業務 

Ｅ（１か月以降） 

・緊急性の無い通常業務 

 

環
境
係 

 

 

 

 

 

≪住民支援部≫ 

 

【部長】 

建設水道課長 

【副部長】 

振興課長 

学校保育課長 

生涯学習課長 

 

 

 

 

 

 

《建設班》 

Ｓ（３時間以内） 

・公共土木施設の被害状況の把握、報告等 

・河川施設の被害状況の把握、報告等 

・農地・林地、農業用施設の被害状況の把握、報告等 

・道路交通施設の被害状況の把握、報告等 

・各部、各班からの被害情報の整理、状況把握図の作成 

Ａ（１日以内） 

・協定締結団体等への応援要請及び連絡調整 

Ｂ（３日以内） 

・応急仮設住宅の対策、仮設トイレの手配 

・町営住宅の被害状況の把握、応急復旧対応(県への報告) 

・土木施設応急復旧対策(県への報告) 

・農地・林地、農業用施設等の応急復旧対策 

Ｃ(２週間以内) 

・仮設住宅等の災害用地の確保協力 

・土木施設、町営住宅等の維持管理 

・町民の応急復旧資材の状況の把握、手配 

・被害状況図作成 

Ｅ（１か月以降） 

・緊急性の無い通常業務 

 

建
設
係 

耕
地
林
務
係 

 

 

 

 

 

≪救援部≫ 

 

【部長】 

健康福祉課長 

 

《衛生班》 

Ａ（１日以内） 

・火葬施設等の被害状況の把握、復旧 

・検視・遺体安置所の設置(遺体の収容、引き渡し) 

・埋火葬の情報提供 

・し尿、雑排水の処理 

・防疫処理の実施 

・化学物質や危険物流出対策 

Ｂ（３日以内） 

・廃棄物の調査、処分計画方針調整、一時集積場の選定 

・廃棄物処理業者等又は他市町村への協力要請 

・廃棄物の収集運搬、処分に関する周知、広報 

・ごみ焼却、可燃ごみ・金属ごみ・粗大ごみの相談 

・公衆トイレ管理（所管4箇所） 

Ｃ(２週間以内) 

・町営バス運行業務 

Ｅ（１か月以降） 

・緊急性の無い通常業務 

 

環
境
係 

 

 

 

 

 

≪住民支援部≫ 

 

【部長】 

振興課長 

【副部長】 

学校保育課長 

生涯学習課長 

 

 

 

 

《建設班》 

Ｓ（３時間以内） 

・公共土木施設の被害状況の把握、報告等 

・河川施設の被害状況の把握、報告等 

・道路交通施設の被害状況の把握、報告等 

Ａ（１日以内） 

・協定締結団体等への応援要請及び連絡調整 

Ｂ（３日以内） 

・応急仮設住宅の対策、仮設トイレの手配 

・町営住宅の被害状況の把握、応急復旧対応(県への報告) 

・土木施設応急復旧対策(県への報告) 

Ｃ(２週間以内) 

・仮設住宅等の災害用地の確保協力 

・土木施設、町営住宅等の維持管理 

・町民の応急復旧資材の状況の把握、手配 

・被害状況図作成 

Ｅ（１か月以降） 

・緊急性の無い通常業務 

 

建
設
係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織改正に伴う修

正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式【資料編】 

 新   旧  修正理由・備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪住民支援部≫ 

 

【部長】 

建設水道課長 

【副部長】 

振興課長 

学校保育課長 

生涯学習課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《水道班》 

Ｓ（３時間以内） 

・上水道施設、下水道施設、水処理センター等の被害状況の把握 

Ａ（１日以内） 

・飲料水の状況の把握、対策、供給業務 

・協定締結団体等への応援要請及び連絡調整 

Ｂ（３日以内） 

・上水道施設、下水道施設、高瀬川浄水苑の応急対応 

・施設の維持管理 

Ｅ（１か月以降） 

・緊急性の無い通常業務 

 

水
道
係 

 

《産業支援班》 

Ｓ（３時間以内） 

・農業用施設等の被害情報収集 

・農畜産物の被害状況の情報収集 

・農業関係団体の被害状況の確認、連絡調整 

・観光施設林地等の被害状況の情報収集 

Ｂ（３日以内） 

・商工会議所等関係機関との連絡調整、状況把握 

・観光施設等の保全及び応急対策 

・農業用施設等の応急対策 

・農畜産物及び水産物等の被害応急対策 

・農業関係団体の被害応急対策 

Ｃ(２週間以内) 

・中小企業融資制度の斡旋 

・観光資源の保護及び整備に関すること 

・所管する観光施設に関すること 

・町民の応急復旧資材の手配 

・災害状況に応じて、町農技連による現地指導等対策 

・各種団体等の連絡調整(対応策等） 

Ｅ（１か月以降） 

・緊急性の無い通常業務 

 

農
政
係 

商
工
観
光
係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪住民支援部≫ 

 

【部長】 

振興課長 

【副部長】 

学校保育課長 

生涯学習課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《水道班》 

Ｓ（３時間以内） 

・上水道施設、下水道施設、水処理センター等の被害状況の把握 

Ａ（１日以内） 

・飲料水の状況の把握、対策、供給業務 

・協定締結団体等への応援要請及び連絡調整 

Ｂ（３日以内） 

・上水道施設、下水道施設、高瀬川浄水苑の応急対応 

・施設の維持管理 

Ｅ（１か月以降） 

・緊急性の無い通常業務 

 

水
道
係 

 

《経済班》 

Ｓ（３時間以内） 

・農業用施設等の被害情報収集 

・農畜産物の被害状況の情報収集 

・農業関係団体の被害状況の確認、連絡調整 

・観光施設林地等の被害状況の情報収集 

Ｂ（３日以内） 

・商工会議所等関係機関との連絡調整、状況把握 

・観光施設等の保全及び応急対策 

・農業用施設等の応急対策 

・農畜産物及び水産物等の被害応急対策 

・農業関係団体の被害応急対策 

Ｃ(２週間以内) 

・中小企業融資制度の斡旋 

・観光資源の保護及び整備に関すること 

・所管する観光施設に関すること 

・町民の応急復旧資材の手配 

・災害状況に応じて、町農技連による現地指導等対策 

・各種団体等の連絡調整(対応策等） 

Ｅ（１か月以降） 

・緊急性の無い通常業務 

 

農
政
係 

商
工
観
光
係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

班名の変更 

組織名の修正 
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≪住民支援部≫ 

 

【部長】 

建設水道課長 

【副部長】 

振興課長 

学校保育課長 

生涯学習課長 

 

《教育・避難所班》 

Ｓ（３時間以内） 

・園児・児童、生徒等の避難誘導、安否確保、保護者への連絡 

・保育園・学校教育施設の被害状況確認、応急対応 

・主に保育園・学校教育施設の避難所の開設（生涯学習課と開設要員

調整） 

Ａ（１日以内） 

・文化財の被害確認、報告 

・避難者名簿の作成(各避難所で作成したものの把握) 

Ｂ（３日以内） 

・応急教育の再開・学用品の調達対応 

・避難所の生活の利便性の向上に関する業務 

Ｃ(２週間以内) 

・保育園・小・中学校の再開 

・災害時保育園及び学校給食対応 

Ｅ（１か月以降） 

・緊急性の無い通常業務 

 

学
校
保
育
係 

児
童
セ
ン
タ
ー 

 

《避難所班》 

Ｓ（３時間以内） 

・所管施設の被災状況の確認・報告 

・来館者等の安全確保及び避難誘導 

・主に学校教育施設以外の避難所の開設（学校保育課と開設要員

調整） 

Ａ（１日以内） 

・避難者名簿の作成(各避難所で作成したものの把握) 

・社会福祉協議会、民間協力団体との連絡、調整 

・ボランティアの受け入れ対応(社協と連携) 

・体育施設の被害状況の調査、災害時の使用(遺体安置所) 

Ｂ（３日以内） 

・避難所の生活の利便性の向上に関する業務 

Ｅ（１か月以降） 

・緊急性の無い通常業務 

 

生
涯
学
習
係 

公
園
・
ス
ポ
ー
ツ
係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪住民支援部≫ 

 

【部長】 

振興課長 

【副部長】 

学校保育課長 

生涯学習課長 

 

《教育・避難所班》 

Ｓ（３時間以内） 

・園児・児童、生徒等の避難誘導、安否確保、保護者への連絡 

・保育園・学校教育施設の被害状況確認、応急対応 

・主に保育園・学校教育施設の避難所の開設（生涯学習課と開設要員

調整） 

Ａ（１日以内） 

・文化財の被害確認、報告 

・避難者名簿の作成(各避難所で作成したものの把握) 

Ｂ（３日以内） 

・応急教育の再開・学用品の調達対応 

・避難所の生活の利便性の向上に関する業務 

Ｃ(２週間以内) 

・保育園・小・中学校の再開 

・災害時保育園及び学校給食対応 

Ｅ（１か月以降） 

・緊急性の無い通常業務 

 

学
校
保
育
係 

児
童
セ
ン
タ
ー 

 

《避難所班》 

Ｓ（３時間以内） 

・所管施設の被災状況の確認・報告 

・来館者等の安全確保及び避難誘導 

・主に学校教育施設以外の避難所の開設（学校保育課と開設要員

調整） 

Ａ（１日以内） 

・避難者名簿の作成(各避難所で作成したものの把握) 

・社会福祉協議会、民間協力団体との連絡、調整 

・ボランティアの受け入れ対応(社協と連携) 

・体育施設の被害状況の調査、災害時の使用(遺体安置所) 

Ｂ（３日以内） 

・避難所の生活の利便性の向上に関する業務 

Ｅ（１か月以降） 

・緊急性の無い通常業務 

 

生
涯
学
習
係 

公
園
・
ス
ポ
ー
ツ
係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織名の修正 
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０７ 消防・水防関係 
 

資料 07-1 町の現有消防力 

１ 池田町消防団の組織概要 

 

令和５年度 池田町消防団の組織概要 

令和５年４月 11 日状況 

 

 

 

 

０７ 消防・水防関係 
 

資料 07-1 町の現有消防力 

１ 池田町消防団の組織概要 

 

令和４年度 池田町消防団の組織概要 

令和４年４月 11 日状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時点修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

団長 人

副団長 人

分団長 人

副分団長 人

部長 人

班長 人

団員 人

　

台

台

台

台

台

台

台

台

台

24人

16人

23人

17人

20人

 27人

16人

20人

28人１部

２部

(18人）

(18人）

(８人）

３人

17人

※主任除く

１部

２部

１部

２部

１部

２部

第１分団

就
業
形
態

被雇用者 198

消防主任

21

ポンプ自動車 5

第３分団
小型動力ポンプ付積載車 12

小型動力ポンプ

6

12

33

154

副団長
救護長 救護隊

バイク隊長 バイク隊

第２分団

その他 6

本部分団

女性隊長 女性隊

(

内

訳

)

大学生 0

専門学校生 0

新入団員　4名

退職団員　13名

（2名）

団
員
数

条例定数 230

実員数 218

ラッパ隊
団　長

本　　部

ラッパ長
性
別

男性 214

女性 4

家族従業者

無
線
機

車載用無線機 18

携帯用無線機 27

無線受令機 1

手引動力ポンプ

自営業者 4

10

学生 0

本部７人

※　ラッパ隊、救護隊、バイク隊員は各出身分団の人数に計上

1

2

10
階
級
別

2トランシーバー

簡易無線機
第５分団

第４分団

ポ
ン
プ
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３ 北アルプス広域消防南部消防署の人員 

（Ｒ５.４.１現在） 

所   属 人    数 

北アルプス広域南部消防署 １６人 

 

５ 現有消防水利状況 

（Ｒ５.７.１現在） 

消 火 栓 

公 設 ４６２ 

私 設 ５ 

計 ４６７ 

防 火 水 槽 

公 設 

２０㎥未満 ３５ 

２０㎥～４０㎥ ３６ 

４０㎥以上 ３６ 

私 設 

２０㎥未満 ０ 

２０㎥～４０㎥ ０ 

４０㎥以上 ２ 

計 １０９ 

そ の 他 

河 川 １ 

プ ー ル ４ 

採 水 口 ０ 

計 ５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 北アルプス広域消防南部消防署の人員 

（Ｒ４.４.１現在） 

所   属 人    数 

北アルプス広域南部消防署 １７人 

 

５ 現有消防水利状況 

（Ｒ４.７.１現在） 

消 火 栓 

公 設 ４５９ 

私 設 ６ 

計 ４６５ 

防 火 水 槽 

公 設 

２０㎥未満 ３１ 

２０㎥～４０㎥ ３５ 

４０㎥以上 ３５ 

私 設 

２０㎥未満 ０ 

２０㎥～４０㎥ ０ 

４０㎥以上 ２ 

計 １０３ 

そ の 他 

河 川 １ 

プ ー ル ４ 

採 水 口 ０ 

計 ５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時点修正 
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第２章 水防組織 

町の水防組織 

町は、水防に関係のある警報・注意報等又は地震等により、洪水等のおそれがあると認め

られるときから洪水等の、おそれがなくなったと認められるときまで、町役場に水防本部を

設置し、次の組織で事務を処理する。ただし、災害対策本部が設置されたときは、同本部の

一部として編入され、その事務を処理する。 

 

１．組織系統 

水防本部の事務局は、総務課におき、水防本部の組織は次のとおりとする。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．水防本部の事務分担 

水防本部の各班の事務分担は、次による。 

班名 班長 班員 業務 

水防班 消防団長 消防団員 
団組織内の連絡、招集を行い、組

織をあげて水防作業に従事する。 

情報調査班 

総務課長 

住民課長 

総務課職員 

保険医療係 

気象の予警報、水防警報等の情報

収集に従事する。 

振興課長 

建設水道課長 

振興課職員 

建設水道課職員 

被害状況の情報収集、災害応急復

旧の調査に従事する。 

車両連絡班 
振興課係長 

建設水道課係長 

振興課職員 

建設水道課職員 

人員及び水防資機材の運搬、現場

連絡、水防班からの資材調達要請

に係る事務に従事する。 

第２章 水防組織 

町の水防組織 

町は、水防に関係のある警報・注意報等又は地震等により、洪水等のおそれがあると認め

られるときから洪水等の、おそれがなくなったと認められるときまで、町役場に水防本部を

設置し、次の組織で事務を処理する。ただし、災害対策本部が設置されたときは、同本部の

一部として編入され、その事務を処理する。 

 

１．組織系統 

水防本部の事務局は、総務課におき、水防本部の組織は次のとおりとする。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．水防本部の事務分担 

水防本部の各班の事務分担は、次による。 

班名 班長 班員 業務 

水防班 消防団長 消防団員 
団組織内の連絡、招集を行い、組

織をあげて水防作業に従事する。 

情報調査班 

総務課長 

住民課長 

総務課職員 

保健医療係 

気象の予警報、水防警報等の情報

収集に従事する。 

産業振興課長 

建設水道課長 

産業振興課職員 

建設水道課職員 

被害状況の情報収集、災害応急復

旧の調査に従事する。 

車両連絡班 
産業振興課係長 

建設水道課係長 

産業振興課職員 

建設水道課職員 

人員及び水防資機材の運搬、現場

連絡、水防班からの資材調達要請

に係る事務に従事する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織改正に伴う修

正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤字の修正 

組織改正に伴う修

正 

 

 

 

建 設 水 道 課 長 

振 興 課 長 

会 計 課 長 

住 民 課 長 

健 康 福 祉 課 長 

学 校 保 育 課 長 

生 涯 学 習 課 長 

総務課危機管理対策室 

 

副 本 部 長 

( 副 町 長 ) 

水 防 本 部 長 

【水防管理者】 

町 長 

本 部 員 

活 動 体 制 

水 防 班 

( 消 防 団 ) 

情 報 調 査 班 

車 両 連 絡 班 

資 機 材 班 

  

水 防 協 力 班 

( 自 治 会 ) 

( 自 主 防 災 会 ) 

(赤十字奉仕団 ) 

( 民 間 業 者 ) 

 

指 令 者 

( 総 務 課 長 ) 

企 画 政 策 課 長 

会 計 課 長 

住 民 課 長 

健 康 福 祉 課 長 

産 業 振 興 課 長 

建 設 水 道 課 長 

学 校 保 育 課 長 

生 涯 学 習 課 長 

総務課危機管理対策室 

副 本 部 長 

( 副 町 長 ) 

水 防 本 部 長 

【水防管理者】 

町 長 

本 部 員 

活 動 体 制 

水 防 班 

( 消 防 団 ) 

情 報 調 査 班 

車 両 連 絡 班 

資 機 材 班 

  

水 防 協 力 班 

( 自 治 会 ) 

( 自 主 防 災 会 ) 

(赤十字奉仕団 ) 

( 民 間 業 者 ) 

 

指 令 者 

( 総 務 課 長 ) 
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資機材班 総務課係長 総務課職員 

水防報告、渉外(公用負担事務・

水防本部開設事務・水防協力班に

係る事務・応援要請・調査の連絡

調整)、水防用備蓄資材の整備・

調整、消防団員の招集等に従事す

る。 

水防協力班 

（法第 24 条の規

定による水防活

動の一般協力

者） 

自治会長 

自主防災会長 
一般住民 

水防本部長の要請に基づき、水防

用資材等の提供及び水防活動に従

事する。 

赤十字奉仕団委

員長 
赤十字奉仕団員 

水防本部長の要請に基づき、水防

活動に伴う給食､給水、救護活動

に従事する。 

民間業者現場代

理人 
民間業者作業員 

水防本部長の要請に基づき、現場

における作業能率を高めるため

に、重機等の機械力による水防活

動に従事する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資機材班 総務課係長 総務課職員 

水防報告、渉外(公用負担事務・

水防本部開設事務・水防協力班に

係る事務・応援要請・調査の連絡

調整)、水防用備蓄資材の整備・

調整、消防団員の招集等に従事す

る。 

水防協力班 

（法第 24 条の規

定による水防活

動の一般協力

者） 

自治会長 

自主防災会長 
一般住民 

水防本部長の要請に基づき、水防

用資材等の提供及び水防活動に従

事する。 

赤十字奉仕団委

員長 
赤十字奉仕団員 

水防本部長の要請に基づき、水防

活動に伴う給食､給水、救護活動

に従事する。 

民間業者現場代

理人 
民間業者作業員 

水防本部長の要請に基づき、現場

における作業能率を高めるため

に、重機等の機械力による水防活

動に従事する。 
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第４章 警報・注意報等 

第１節 警報・注意報等の種類 

１．気象業務法に基づく警報・注意報等 

(１) 一般の利用に適合する警報・注意報等(気象業務法施行令第 4、5 条) 

警報(水防関係のみ) 

種類 発表基準 

大雨特別 台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想される場合に

発表される。大雨特別警報には「大雨特別警報(土砂災害)」､「大雨特別警報

(浸水害)」又は「大雨特別警報(土砂災害・浸水害)」のように、特に警戒すべ

き事項が明記される。災害が発生又は切迫している状況であり、命の危険が

迫っているため直ちに身の安全を確保する必要があることを示す警戒レベル

５に相当。 

大雨 大雨による重大な土砂災害や浸水害が発生するおそれがあると予想したときに発

表される。大雨警報には「大雨警報（土砂災害）」、「大雨警報（浸水害）」又は

「大雨警報（土砂災害、浸水害）」のように、特に警戒すべき事項を標題が明記

され、雨が止んでも重大な土砂災害等のおそれが残っている場合には発表が継続

となる。具体的には「大雨及び洪水警報・注意報基準(１)大雨警報」の条件に該

当する場合。大雨警報(土砂災害)は、高齢者等の避難が必要とされる警戒レベル

３に相当。 

洪水 河川の上流域での大雨や融雪によって下流で生じる増水や氾濫により重大な災害

が発生するおそれがあると予想したときに発表される。具体的には「大雨及び洪

水警報・注意報基準(２)洪水警報」の条件に該当する場合。高齢者等は危険な場

所から避難が必要とされる警戒レベル３に相当。 

地面現象 

特別 

大雨、大雪等による山崩れ、地滑り等の地面現象に関する特別警報。大雨特

別警報に含めて発表する。 

地面現象 大雨、大雪等による山崩れ、地滑り等の地面現象に関する警報。大雨警報に

含めて発表する。 

浸水 大雨、長雨、融雪等の現象に伴う浸水により、低い土地、田畑等に浸水し、

若しくは冠水し、又は下水道が溢水し、若しくは氾濫する等によって、重大

な災害が発生するおそれがある場合。大雨特別警報又は大雨警報に含めて発

表する。 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 警報・注意報等 

第１節 警報・注意報等の種類 

１．気象業務法に基づく警報・注意報等 

(１) 一般の利用に適合する警報・注意報等(気象業務法施行令第 4、5 条) 

警報(水防関係のみ) 

種類 発表基準 

大雨特別 大雨が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大きいとき

に発表される。大雨特別警報には大雨特別警報(土砂災害)､大雨特別警報(浸水

害)､大雨特別警報(土砂災害・浸水害)のように、特に警戒すべき事項が明記さ

れる。災害が発生または切迫している状況であり、命の危険が迫っているた

め直ちに身の安全を確保する必要があることを示す警戒レベル５に相当。 

大雨 大雨による重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され、具

体的には第２表「大雨及び洪水警報・注意報基準(１)大雨警報」の条件に該当す

る場合。大雨警報には、大雨警報（土砂災害）、大雨警報（浸水害）、大雨警報

（土砂災害、浸水害）のように、特に警戒すべき事項が明記される。大雨警報

(土砂災害)は、高齢者等の避難が必要とされる警戒レベル３に相当。 

洪水 河川の上流域での降雨や融雪等により河川が増水し、重大な災害が発生するおそ

れがあると予想されたときに発表され、具体的には第２表「大雨及び洪水警報・

注意報基準(２)洪水警報」の条件に該当する場合。対象となる重大な災害とし

て、河川の増水や氾濫、堤防の損傷や決壊による重大な災害があげられる。高齢

者等は危険な場所から避難が必要とされる警戒レベル３に相当。 

地面現象 

特別 

大雨、大雪等による山崩れ、地滑り等の地面現象に関する特別警報。大雨特

別警報に含めて発表する。 

地面現象 大雨、大雪等による山崩れ、地滑り等の地面現象に関する警報。大雨警報に

含めて発表する。 

浸水 大雨、長雨、融雪等の現象に伴う浸水によって、重大な災害が発生するおそ

れがある場合。大雨特別警報又は大雨警報に含めて発表する 
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（３） 大雨警報･洪水警報等を補足する情報 

気象庁は、注意報、警報、特別警報を補足する情報として、大雨警報（浸水害）の危

険度分布、洪水警報の危険度分布および流域雨量指数の予測値を発表する。 

これらの情報は、気象庁ホームページ又は気象庁「防災情報提供システム」で見るこ

とができる。 

種類 内容 

浸水キキクル 

（大雨警報（浸水害）

の危険度分布） 

短時間強雨による浸水害発生の危険度の高まりを、地図上で

1km 四方の領域ごとに 5 段階で色分けして示す情報。表面雨量

指数の実況値や 1 時間先までの予測値を用いて、常時 10 分毎に

更新しており、大雨警報（浸水害）等が発表されたときに、ど

こで危険度が高まるかを面的に確認することができる。 

・「災害切迫」（黒）：重大な被害が切迫しているか、すでに発生

している可能性が高い警戒レベル 5 に相当。 

・「非常に危険」(紫)：危険な場所から避難が必要とされる警戒

レベル 4 に相当。 

・「警戒」(赤)：高齢者等は危険な場所からの避難が必要とされ

る警戒ㇾべル 3 に相当。 

・「注意」(黄)：避難に備え、ハザードマップ等により災害リス

ク等を再確認するなど、避難行動の確認が必要とされる警戒レ

ベル 2 に相当。 

洪水キキクル 

（洪水警報の危険度分

布） 

中小河川（水位周知河川及びその他河川）の洪水害発生の危険

度の高まりを、5 段階に色分けして示す情報。3 時間先までの流

域雨量指数の予測値を用いて、洪水警報等が発表されたとき

に、急激な増水による危険度の高まりを事前に確認することが

できる。 

流域雨量指数の予測値 水位周知河川及びその他河川の各河川を対象として、上流域で

の降雨によって、どれだけ下流の対象地点の洪水危険度が高ま

るかを把握するための指標。これまでに降った雨と 6 時間先ま

での降水短時間予報等を取り込んで、上流域に降った雨が河川

に集まり流れ下る量を計算して指数化した値を 6 時間先までの

予測値として算出し、洪水警報等の基準への到達状況に応じて

色分けし時系列で表示している。 

 

（４）その他の気象情報 

種類 発表基準 

顕著な大雨に関する 

気象情報 

雨による災害発生の危険度が急激に高まっている中で、線状の

降水帯により非常に激しい雨が同じ場所で実際に降り続いてい

る状況を示した情報です。 

記録的短時間大雨情報 大雨警報が発表されている時に、数年に一度程度しか発生しな

いような短時間の大雨を観測、または解析したときに発表する

情報。長野県の発表基準は 1 時間雨量で 100 ㎜。 

（３） 大雨警報･洪水警報等を補足する情報 

気象庁は、注意報、警報、特別警報を補足する情報として、大雨警報（浸水害）の危

険度分布、洪水警報の危険度分布および流域雨量指数の予測値を発表する。 

これらの情報は、気象庁ホームページ又は気象庁「防災情報提供システム」で見るこ

とができる。 

種類 内容 

浸水キキクル 

（大雨警報（浸水害）

の危険度分布） 

短時間強雨による浸水害発生の危険度の高まりの予測を、地図 

上で 1km 四方の領域ごとに 5 段階に色分けして示す情報。1 時

間先までの雨量指数の予測を用いて常時 10 分毎に更新してお

り、大雨警報（浸水害）等が発表されたときに、どこで危険度

が高まるかを面的に確認することができる。 

洪水キキクル 

（洪水警報の危険度分

布） 

指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位周知河川

及びその他河川）の洪水害発生の危険度の高まりの予測を、地

図上で河川流路を概ね 1km ごとに 5 段階に色分けして示す情

報。3 時間先までの流域雨量指数の予測を用いて常時 10 分毎に

更新しており、洪水警報等が発表されたときに、どこで危険度

が高まるかを面的に確認することができる。 

・「非常に危険」(うす紫)：危険な場所から避難が必要とされる

警戒レベル 4 に相当。 

・「警戒」(赤)：高齢者等は危険な場所からの避難が必要とされ

る警戒ㇾべル 3 に相当。 

・「注意」(黄)：避難に備えハザードマップ等により災害リスク

等を再確認するなど、自らの避難行動が必要とされる警戒レベ

ル 2 に相当。 

流域雨量指数の予測値 水位周知河川及びその他河川の各河川を対象として、上流域で

の降雨によって、下流の対象地点の洪水危険度がどれだけ高ま

るかを示した情報。6 時間先までの雨量分布の予測（降水短時間

予報等）を取り込んで、流域に降った雨が河川に集まり流れ下

る量を計算して指数化した「流域雨量指数」について、洪水警

報等の基準への到達状況に応じて危険度を色分けし時系列で表

示したものを、常時 10 分毎に更新している。 

 

（４）その他の気象情報 

種類 発表基準 

記録的短時間大雨情報 大雨警報が発表されている時に、数年に一度程度しか発生しな

いような短時間の大雨を観測、または解析したことを発表する

情報。長野県の発表基準は 1 時間雨量で 100 ㎜。 

台風情報 台風が発生した時や、台風が日本に影響を及ぼすおそれがあっ

たり、既に影響を及ぼしている時に発表する。台風の実況と予

想などを示した「位置情報」と防災上の注意事項などを示した

「総合情報」がある。 
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台風情報 台風が発生した時や、台風が日本に影響を及ぼすおそれがあっ

たり、既に影響を及ぼしている時に発表する情報。台風の経路

や実況と予想などを示した「位置情報」、防災上の注意事項、上

陸情報等を示した「総合情報」などがある。 

全般気象情報  

関東甲信地方気象情報 

府県気象情報 

気象情報は、大雨、大雪、暴風、暴風雪、高波、低気圧、雷、

降ひょう、少雨、長雨、潮位、強い冬型の気圧配置、黄砂など

の現象を、地域によって全般、地方、府県の 3 種類に分けて発

表しています。 

気象の予報等については、警報や注意報に先立って注意を呼び

かけたり、警報や注意報の内容を補足するために発表する。 

(５) 警報・注意報等の伝達系統 

長野地方気象台から発表される警報・注意報等の伝達は、次の系統により行う。 

 

 

 

 

 

 

全般気象情報  

関東甲信地方気象情報 

府県気象情報 

気象情報としては、台風に関する情報、大雨に関する情報、低

気圧に関する情報などがある。また、対象とする予報区より全

般、地方、府県気象情報がある。  

気象の予報等について、特別警報･警報･注意報に先立って注意

を喚起するためや、特別警報･警報・注意報が発表された後の経

過や予想、防災上の注意を解説する場合等に、「○○に関する全

般気象情報」「○○に関する関東甲信地方気象情報」 

「○○に関する長野県気象情報」などを発表する。 

 

 

(５) 警報・注意報等の伝達系統 

長野地方気象台から発表される警報・注意報等の伝達は、次の系統により行う。 

 

 

 

長野地方気象台に
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総務省消防庁

長野県

東日本電信電話株式会社又は
西日本電信電話株式会社

日本放送協会

報道関係

北陸地方整備局（千曲川河川事務所）

関東地方整備局（長野国道事務所）

中部地方整備局（天竜川上流河川事務所）

関係市町村

長
野
地
方
気
象
台

住
　
　
　
民

は、その他による伝達を示す

注 は、NTT ファクシミリ等による伝達を示す。 

は、防災行政無線によるファクシミリ伝達を示す。 

は、長野地方気象台から関係機関へ防災情報提供システム等による伝達を示す。

は、オンライン配信による伝達を示す。 

は、警報伝達システムによる伝達を示す。 

  

ダム管理事務所

市町村 公衆（住民等）

（放送等）

長野地
方気象

台

ダム・水門
等管理者
（警報の
み）

総務省消防庁

警察署

県関係機関

県 警 察 本 部

放送報道機関その他

東日本電信電話株式会社または
西日本電信電話株式会社（警報
のみ）

国土交通省関係河川
事務所

現地指導班

砂防事務所 

県危機管理防災課

水防本部（河川課）
水防管理

団体
現地指導班（建

設事務所）

は、その他による伝達を示す

注 は、NTT ファクシミリ等による伝達を示す。 

は、防災行政無線によるファクシミリ伝達を示す。 

は、長野地方気象台から関係機関へ防災情報提供システム等による伝達を示す。

は、オンライン配信による伝達を示す。 

は、警報伝達システムによる伝達を示す。 
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第 10 章 水防活動 

第７節 決壊・漏水等の通報及びその後の措置 

１ 決壊・漏水等の通報 

水防に際し、堤防、ダムその他の施設が決壊したとき、又は越水・溢水若しくは異常

な漏水が発生したときは、水防管理者、消防機関の長又は水防協力団体の代表者は、直

ちに関係者（関係機関・団体）に通報するものとする。 

決壊、漏水等の通報系統は次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 10 章 水防活動 

第７節 決壊・漏水等の通報及びその後の措置 

１．決壊・漏水等の通報 

水防に際し、堤防、ダムその他の施設が決壊したとき、又は越水・溢水若しくは異常

な漏水が発生したときは、水防管理者、消防機関の長又は水防協力団体の代表者は、直

ちに関係者（関係機関・団体）に通報するものとする。 

決壊、漏水等の通報系統は次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連絡系統の見直し

に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水 防 管 理 者 

消 防 団 長 

 

大 町 警 察 署 

 

県建設事務所 

県砂防事務所 

県地域振興局 

 

国 土 交 通 省 

河 川 ・ ダ ム 

・砂防事務所 

 

住 民 

 

県 水 防 本 部 

 

県 警 察 本 部 

 

 隣 接 市 町 村 

水 防 管 理 者 

 

水防協力団体 

の 代 表 者 

 

県 危 機 管 理 

防 災 課 

 関係報道機関 

自 衛 隊 

 

水 防 管 理 者 

消 防 団 長 

 

大 町 警 察 署 

 

県建設事務所 

県砂防事務所 

県地域振興局 

 

国 土 交 通 省 

河 川 ・ ダ ム 

・砂防事務所 

 

住 民 

 

県 水 防 本 部 

 

県 警 察 本 部 

 

 隣 接 市 町 村 

水 防 管 理 者 

 

水防協力団体 

の 代 表 者 

 

南 部 消 防 署 

 南 部 消 防 署 
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０８ 緊急輸送関係 

資料08-3 町有車両一覧表 

令和５年４月１日現在 

所管課 車名 
緊

急 
自動車登録番号等 用途 

取得年月 

（西暦） 

総務課 

ﾚｸｻｽ HS250H ○ 松本 330 に 3203 普通乗用 2010. 2 

ﾊｲｴ-ｽ ○ 松本 300 て 1366 普通乗用 2003. 6 

ｽﾊﾞﾙｻﾝﾊﾞｰ ○ 松本 480 ち 5152 四輪貨物 2012.10 

ﾄﾖﾀﾊｲｴｰｽGLﾜｺﾞﾝ ○ 松本 301 す 8153 普通乗用 2019. 3 

ｲﾝｻｲﾄ ○ 松本 531 せ 3131 小型乗用 2009.10 

ｲﾝｻｲﾄ ○ 松本 530 て 3127 小型乗用 2009.10 

ﾄﾖﾀ ｺｰｽﾀｰ ○ 松本 200 さ 1489 自家用乗合 2012.12 

ｼｮﾍﾞﾙﾛｰﾀﾞ  池田町000 た   3 ブル・ドーザー 1995. 1 

ｽｽﾞｷ ｷｬﾘｨ ○ 松本 480 す 5507 四輪貨物 2016. 3 

ﾎｲﾙﾛ-ﾀﾞ  池田町 た   6 その他小型特殊 2003.12 

ﾀﾞｲﾊﾂ ﾊｲｾﾞｯﾄ  松本 480 た 2943 四輪貨物 2019. 6 

ｽｽﾞｷ ｷｬﾘｨ ○ 松本 480 こ 1793 四輪貨物 2013. 7 

ﾄﾖﾀ ﾋﾟｸｼｽ ○ 松本 480 せ 1529 四輪貨物 2016.12 

住民課 

ｽｽﾞｷ ｽｲﾌﾄ  松本 501 ふ 8810 小型乗用 2019. 1 

ﾐﾆｷﾔﾌﾞ ○ 松本 41 す 6330 四輪貨物 2003.11 

ｲｽｽﾞ  松本 200 さ 1610 自家用乗合 2014.10 

健康福祉課 

ｽｽﾞｷ ﾜｺﾞﾝR ○ 松本 580 ほ 7146 四輪乗用 2016. 2 

ﾀﾞｲﾊﾂ ﾊｲｾﾞｯﾄｽﾛｰﾊﾟｰ  松本 880 あ 1222 特殊用途 2016. 3 

ﾊﾞﾓｽ  松本 50 に 7310 四輪乗用 2000. 1 

ﾀｳﾝﾎﾞｯｸｽ  松本 80 あ 1343 その他特種 2001. 3 

ﾎﾝﾀﾞﾃﾞｨｵ  池田町 た  50 原付 2001. 5 

ﾆｯｻﾝ ｾﾚﾅ  松本 500 ぬ 3202 小型乗用 2002.10 

ﾌｨｯﾄ ○ 松本 501 せ 8586 小型乗用 2009. 7 

ｽｽﾞｷ ｴﾌﾞﾘｰﾜｺﾞﾝ  松本 580 た 7323 四輪乗用 2010. 7 

ﾆｯｻﾝ ﾊﾞﾈｯﾄ ○ 松本 501 つ 3451 小型乗用 2011. 9 

０８ 緊急輸送関係 

資料08-3 町有車両一覧表 

令和４年４月１日現在 

所管課 車名 
緊

急 
自動車登録番号等 用途 

取得年月 

（西暦） 

総務課 

ﾚｸｻｽ HS250H ☆ 松本 に 330-3203 普通乗用 2010.2 

ﾊｲｴ-ｽ ☆ 松本 て 300-1366 普通乗用 2003.6 

ｽﾊﾞﾙｻﾝﾊﾞｰ ☆ 松本 ち 480-5152 四輪貨物 2012.10 

ﾄﾖﾀﾊｲｴｰｽGLﾜｺﾞﾝ ☆ 松本 す 301-8153 普通乗用 2019.3 

ｲﾝｻｲﾄ ☆ 松本 せ 531-3131 小型乗用 2009.10 

ｲﾝｻｲﾄ ☆ 松本 て 530-3127 小型乗用 2009.10 

ﾄﾖﾀ ｺｰｽﾀｰ ☆ 松本 さ 200-1489 自家用乗合 2012.12 

ｼｮﾍﾞﾙﾛｰﾀﾞ  池田町た 000-3 ブル・ドーザー 1995.1 

ｽｽﾞｷ ｷｬﾘｨ ☆ 松本 す 480-5507 四輪貨物 2016.3 

ﾎｲﾙﾛ-ﾀﾞ  池田町た -6 その他小型特殊 2003.12 

ﾀﾞｲﾊﾂ ﾊｲｾﾞｯﾄ  松本 た 470-2943 四輪貨物 2019.6 

ﾌｱﾝｶ-ｺﾞ ☆ 松本 て 500- 218 小型乗用 2001.5 

ｽｽﾞｷ ｷｬﾘｨ ☆ 松本 こ 480-1793 四輪貨物 2013.7 

ﾄﾖﾀ ﾋﾟｸｼｽ ☆ 松本 せ 480-1529 四輪貨物 2016.12 

住民課 

ｽｽﾞｷ ｽｲﾌﾄ  松本 ふ 501-8810 小型乗用 2019.１ 

ﾐﾆｷﾔﾌﾞ ☆ 松本 す 41-6330 四輪貨物 2003.11 

ｲｽｽﾞ  松本 さ 200-1610 自家用乗合 2014.10 

健康福祉課 

ｽｽﾞｷ ﾜｺﾞﾝR ☆ 松本 ほ 580-7146 四輪乗用 2016.2 

ﾀﾞｲﾊﾂ ﾊｲｾﾞｯﾄｽﾛｰﾊﾟ

ｰ 
 松本 あ 880-1222 特殊用途 2016.3 

ﾊﾞﾓｽ  松本 に 50-7310 四輪乗用 2000.1 

ﾀｳﾝﾎﾞｯｸｽ  松本 あ 80-1343 その他特種 2001.3 

ﾎﾝﾀﾞﾃﾞｨｵ  池田町た -50 原付 2001.5 

ﾆｯｻﾝ ｾﾚﾅ  松本 ぬ 500-3202 小型乗用 2002.10 

ﾌｨｯﾄ ☆ 松本 せ 501-8586 小型乗用 2009.7 

ｽｽｷ ｴﾌﾞﾘｰﾜｺﾞﾝ  松本 た 580-7323 四輪乗用 2010.7 

ﾆｯｻﾝ ﾊﾞﾈｯﾄ ☆ 松本 つ 501-3451 小型乗用 2011.9 
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様式【資料編】 

 新   旧  修正理由・備考 

ｽｽﾞｷ ﾜｺﾞﾝR 2 ○ 松本 580 め 2023 四輪乗用 2017. 9 

企業センター 
 

ﾄﾖﾀ ﾗｲﾄｴｰｽ ○ 松本 100 す 3004 普通貨物 2011. 7 

ｲｽｽﾞ ○ 松本 100 す 4741 普通貨物 2014. 2 

ﾀﾞｲﾊﾂ ○ 松本 480 す 8923 小型貨物 2016. 8 

 

建設水道課 

ｽﾊﾞﾙ ﾚｶﾞｼｰ ○ 松本 300 む 8281 普通乗用 2013. 3 

ｴｸｽﾄﾚｲﾙ ○ 松本 330 た 3130 普通乗用 2009.10 

ｷｬﾀﾋﾟﾗｰ(ｼｮﾍﾞﾙﾛｰﾀﾞ) ○ 松本 000 る 598 その他大型特殊 2014.10 

ﾗﾌﾞﾌｫｰ ○ 松本 59 そ 610 小型乗用 1998. 5 

ﾀﾞｲﾊﾂ ﾊｲｾﾞｯﾄ ○ 松本 480 た 3669 四輪貨物 2019. 7 

ｽｽﾞｷ ｴﾌﾞﾘ ○ 松本 480 そ 5177 四輪貨物 2018. ７ 

振興課 
ﾀﾞｲﾊﾂ ﾊｲｾﾞｯﾄ ○ 松本 480 さ 3517 四輪貨物 2014.10 

ﾀﾞｲﾊﾂ ﾊｲｾﾞｯﾄ ○ 松本 480 つ 9764 四輪貨物 2022.10 

教育会館 ｲﾝｻｲﾄ ○ 松本 530 た 1430 小型乗用 2009.10 

学校保育課 

ﾄﾖﾀ ｳﾞｨｯﾂ ○ 松本 501 て 7284 小型乗用 2012. 8 

ﾀﾞｲﾊﾂ ﾑｰﾌﾞ  松本 50 の 8425 四輪乗用 2001. 4 

ﾄﾖﾀ ﾊﾟｯｿ ○ 松本 01 ま 3230 四輪乗用 2020. 6 

ﾋﾉ  松本 200 は 216 自家用乗合 2014. 1 

児童クラブ ｽｽﾞｷ MRﾜｺﾞﾝ  松本 581 か 3906 四輪乗用 2022. 1 

クラフトパーク 
ﾀﾞｲﾊﾂ ﾀﾞﾝﾌﾟ ○ 松本 480 え 1725 小型貨物 2007.10 

ｽﾎﾟ-ﾂﾄﾗｸﾀ-  池田 た  5 その他小型特殊 1998. 4 

公民館 ﾄﾖﾀ ﾎﾟﾙﾃ ○ 松本 501 す 2786 小型乗用 2008. 7 

総体 

ｽﾊﾞﾙ ｷｬﾌﾞｵｰﾊﾞ ○ 松本 480 い 1887 四輪貨物 2012.10 

ｼﾊﾞｳﾗｶﾞｰﾃﾞﾝﾄﾗｸﾀ   10012 その他小型特殊 2012. 5 

ﾀﾞｲﾊﾂ ﾊｲｾﾞｯﾄ  松本 480 さ 2596 四輪貨物 2014. 9 

消防 

ﾋﾉ ﾃﾞｭﾄﾛ  松本 830 つ  11 消防 2012.12 

ﾄﾖﾀ ｳｨｯｼｭ  松本 831 ゆ  119 消防 2008. 2 

ﾋﾉ6  松本 830 て  6 消防 2009.12 

ﾋﾉ12  松本 830 せ  12 消防 2009.12 

ﾄﾖﾀ ﾀﾞｲﾅ  松本 830 な  21 消防 2015. 3 

ﾀﾞｲﾅ4-1  松本 800 さ 3707 消防 2001.12 

ｽｽﾞｷ ﾜｺﾞﾝR 2 ☆ 松本 め 580-2023 四輪乗用 2017.9 

企業C 

ﾄﾖﾀ ﾗｲﾄｴｰｽ ☆ 松本 す 100-3004 普通貨物 2011.7 

ｲｽｽﾞ ☆ 松本 す 100-4741 普通貨物 2014.2 

ﾀﾞｲﾊﾂ ☆ 松本 す 480-8923 小型貨物 2016.8 

 

振興課 

ｽﾊﾞﾙ ﾚｶﾞｼｰ ☆ 松本 む 300-8281 普通乗用 2013.3 

ｴｸｽﾄﾚｲﾙ ☆ 松本 た 330-3130 普通乗用 2009.10 

ｷｬﾀﾋﾟﾗｰ(ｼｮﾍﾞﾙﾛｰﾀﾞ) ☆ 松本 る 000-598 その他大型特殊 2014.10 

ﾀﾞｲﾊﾂ ﾊｲｾﾞｯﾄ ☆ 松本 た 480-3669 四輪貨物 2019.7 

ｽｽﾞｷ ｴﾌﾞﾘ ☆ 松本 そ 480-5177 四輪貨物 2018.７ 

ﾀﾞｲﾊﾂ ﾊｲｾﾞｯﾄ ☆ 松本 さ 480-3517 四輪貨物 2014.10 

ﾗﾌﾞﾌｫｰ ☆ 松本 そ 59-610 小型乗用 1998.5 

教育会館 ｲﾝｻｲﾄ ☆ 松本 た 530-1430 小型乗用 2009.10 

学校保育課 

ﾄﾖﾀ ｳﾞｨｯﾂ ☆ 松本 て 501-7284 小型乗用 2012.8 

ﾀﾞｲﾊﾂ ﾑｰﾌﾞ  松本 の 50-8425 四輪乗用 2001.4 

ﾄﾖﾀ ﾊﾟｯｿ ☆ 松本 ま 501-3230 四輪乗用 2020.6 

ﾋﾉ  松本 は 200-216 自家用乗合 2014.1 

児童クラブ ｽｽﾞｷ MRﾜｺﾞﾝ  松本 か 581-3906 四輪乗用 2022.1 

クラフトパーク 
ﾀﾞｲﾊﾂ ﾀﾞﾝﾌﾟ ☆ 松本 え 480-1725 小型貨物 2007.10 

ｽﾎﾟ-ﾂﾄﾗｸﾀ-  池田 た -5 その他小型特殊 1998.4 

公民館 ﾄﾖﾀ ﾎﾟﾙﾃ ☆ 松本 す 501-2786 小型乗用 2008.7 

総合体育館 

ｽﾊﾞﾙ ｷｬﾌﾞｵｰﾊﾞ ☆ 松本 い 480-1887 四輪貨物 2012.10 

ｼﾊﾞｳﾗｶﾞｰﾃﾞﾝﾄﾗｸﾀ   10012 その他小型特殊 2012.5 

ﾀﾞｲﾊﾂ ﾊｲｾﾞｯﾄ  松本 さ 480-2596 四輪貨物 2014.9 

消防 

ﾋﾉ ﾃﾞｭﾄﾛ  松本 つ 830-11 消防 2012.12 

ﾄﾖﾀ ｳｨｯｼｭ  松本 ゆ 831-119 消防 2008.2 

ﾋﾉ6  松本 て 830-6 消防 2009.12 

ﾋﾉ12  松本 せ 830-12 消防 2009.12 

ﾄﾖﾀ ﾀﾞｲﾅ  松本 な 830-21 消防 2015.3 

ﾀﾞｲﾅ4-1  松本 さ 800-3707 消防 2001.12 

ｱﾄﾗｽ43  松本 さ 830-43 消防 2009.11 
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様式【資料編】 

 新   旧  修正理由・備考 

ｱﾄﾗｽ43  松本 830 さ  43 消防 2009.11 

ﾀﾞｲﾅ53  松本 830 さ  53 消防 2009.11 

ﾗﾝﾄﾞｸﾙｰｻﾞｰ5-2  松本 800 さ 3708 消防 2001.12 

ﾄﾖﾀ ﾀﾞｲﾅ  松本 830 せ  25 消防 2015. 3 

ﾄﾖﾀ ﾀﾞｲﾅ  松本 830 す  51 消防 2015. 3 

ﾄﾖﾀ ﾀﾞｲﾅ  松本 830 さ  42 消防 2015. 3 

ﾎﾝﾀﾞ  松本  1 く 4105 軽二輪 2007. 9 

ﾎﾝﾀﾞ  松本  1 く 4106 軽二輪 2007. 9 

ｱﾄﾗｽ22  松本 830 せ  22 消防 2009.11 

ﾀﾞｲﾅ31  松本 830 そ  31 消防 2009.11 

ﾎﾝﾀﾞ  松本  1 く 7415 軽二輪 2009.12 

ﾎﾝﾀﾞ  松本  1 く 7412 軽二輪 2009.12 

ﾎﾝﾀﾞ  松本  1 く 7413 軽二輪 2009.12 

ﾎﾝﾀﾞ  松本  1 く 7414 軽二輪 2009.12 

ﾄﾖﾀ ﾀﾞｲﾅ ﾊﾝｻﾞｲｹ  松本 830 つ  24 消防 2015. 3 

ﾄﾖﾀ ﾀﾞｲﾅ ｹﾐ  松本 830 と  33 消防 2015. 3 

ﾀﾞｲﾊﾂ  松本 883 あ  32 消防 2016. 3 

ｽｽﾞｷ  松本 883 あ  23 消防 2016. 5 

※ ○は緊急通行車両の事前届出車両 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﾀﾞｲﾅ53  松本 さ 830-53 消防 2009.11 

ﾗﾝﾄﾞｸﾙｰｻﾞｰ5-2  松本 さ 800-3708 消防 2001.12 

ﾄﾖﾀ ﾀﾞｲﾅ  松本 せ 830-25 消防 2015.3 

ﾄﾖﾀ ﾀﾞｲﾅ  松本 す 830-51 消防 2015.3 

ﾄﾖﾀ ﾀﾞｲﾅ  松本 さ 830-42 消防 2015.3 

ﾎﾝﾀﾞ  松本 く 1-4105 軽二輪 2007.9 

ﾎﾝﾀﾞ  松本 く 1-4106 軽二輪 2007.9 

ｱﾄﾗｽ22  松本 せ 830-22 消防 2009.11 

ﾀﾞｲﾅ31  松本 そ 830-31 消防 2009.11 

ﾎﾝﾀﾞ  松本 く 1-7415 軽二輪 2009.12 

ﾎﾝﾀﾞ  松本 く 1-7412 軽二輪 2009.12 

ﾎﾝﾀﾞ  松本 く 1-7413 軽二輪 2009.12 

ﾎﾝﾀﾞ  松本 く 1-7414 軽二輪 2009.12 

ﾄﾖﾀ ﾀﾞｲﾅ ﾊﾝｻﾞｲｹ  松本 つ 830-24 消防 2015.3 

ﾄﾖﾀ ﾀﾞｲﾅ ｹﾐ  松本 と 830-33 消防 2015.3 

ﾀﾞｲﾊﾂ  松本あ 883-32 消防 2016.3 

ｽｽﾞｷ  松本あ 883-23 消防 2016.5 

※ ☆は緊急通行車両の事前届出車両 
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０９ 避難収容関係 

指定緊急避難場所・指定避難所一覧 

令和５年４月 

 

１ 用語の解説 

指定緊急避難場所 

被害が切迫した状況において、生命の安全の確保を目的として緊急に避難する施

設又は場所です。洪水、土砂災害、地震等の災害種別ごとに指定しています。（法改

正前に一次避難所、避難地として案内してきた場所） 
 

指定避難所 

指定避難所は、災害の危険性があり、避難者してきた方が、災害の危険性がなく

なるまでの間、滞在す、または、災害により家に戻れなくなった方が、一時的に滞

在する場所です。指定避難所は安全性、有効性を鑑みて開設しますので、開設情報

に注意して下さい。（法改正前に二次避難所として案内してきた場所） 
 

２ 表の見方 

緊急時に避難する場所は、災害事由毎に○の施設又は場所へ避難して下さい。 

洪水で浸水が予想される場合は､２階以上の階へ避難可能な池田小学校・高瀬中

学校・会染小学校・多目的研修センター・アート梱包運輸(株)へ避難して下さい。 

地区毎に指定していますが、必ずしも下表の場所へ避難を指定するものではあり

ません。 

特に地震の場合の緊急避難は、各地区最下段の学校等のグラウンドや広場への避

難となりますので、日頃から避難場所や災害時の行動を家族で決めておいて下さ

い。 
 

３ レベル３(高齢者等避難)･レベル４(避難指示)等の発令による場合は、指定緊急避

難場所を指示します。災害状況により避難場所が変更となる場合もあります。 
 

指定緊急避難場所一覧 

 

地区名 指定緊急避難場所 住所 電話 

災害事由 

地
震 

洪
水
計
画
規
模 

洪
水
最
大
規
模 

土
砂
災
害 

豊町 
豊町公民館 池田 735-2 - ○ ○ 

注
１
参
照 

○ 

池田工業高校 池田 2524 62-3124 ○ ○ ○ 

一丁目 
一丁目基幹センター  池田 2255-1 - ○ ○ ○ 

池田工業高校 池田 2524 62-3124 ○ ○ ○ 

吾妻町 吾妻町ふれあいセンター 池田 2156-4 - ○ ○ ○ 

０９ 避難収容関係 

指定緊急避難場所・指定避難所一覧 

令和３年９月 
 

１ 用語の解説 

指定緊急避難場所 

被害が差し迫った状況や災害発生時において、緊急的に避難して身の安全を確保

する場所です。洪水、土砂災害、地震等の災害種別ごとに指定しています。 
 
指定避難所 

指定避難所は、災害の危険性があり、避難者を災害の危険性がなくなるまでの必

要な間、滞在する避難所です。また、災害により家に戻れなくなった方が、一時的

に滞在するための施設です。指定避難所は安全性、有効性を鑑みて開設しますの

で、開設情報に注意して下さい。 
 

２ 表の見方 

予想される時は､２階以上の階へ避難可能な池田小学校・高瀬中学校・会染小学

緊急的に避難する場所は、災害事由により○の施設又は場所へ避難して下さい。洪

水は、想定最大規模降雨及び計画規模降雨で浸水が校・多目的研修センター・アー

ト梱包運輸(株)へ避難して下さい。 

地区名ごと指定していますが、必ずしも下表の場所へ避難を指定するものではあ

りません。 

特に地震の場合の緊急避難は、各地区最下段の学校のグラウンドや広場への避難

となりますが、日頃から避難場所や災害時の行動を家族で決めておいて下さい。 
 
３ レベル３(高齢者等避難)･レベル４(避難指示)等の発令による場合は、指定緊急

避難場所を指示します。災害状況により避難場所変更の指示もあります。 

 

 

指定緊急避難場所 

 

地区名 指定緊急避難場所 住所 電話 

災害事由 

地
震 

洪
水
計
画
規
模 

洪
水
最
大
規
模 

土
砂
災
害 

豊町 
豊町公民館 池田 735-2 - ○ ○ 

注
１
参
照 

○ 

池田工業高校 池田 2524 62-3124 ○ ○ ○ 

一丁目 
一丁目基幹センター  池田 2255-1 - ○ ○ ○ 

池田工業高校 池田 2524 62-3124 ○ ○ ○ 

吾妻町 吾妻町ふれあいセンター 池田 2156-4 - ○ ○ ○ 

 

 

 

時点修正 

 

 

文言の修正 
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農村広場 池田 2351-5 - ○ ○ ○ 

池田小学校 池田 3177-1 62-2006 ○ ○ ○ 

東町 

東町公民館      池田 2113-5 - ○ ○ ○ 

農村広場 池田 2351-5 - ○ ○ ○ 

高瀬中学校 池田 3210-1 62-2171 - ○ - 

二丁目 
二丁目公民館・池田児童クラブ 池田 3328 - ○ ○ ○ 

高瀬中学校 池田 3210-1 62-2171 ○ ○ ○ 

三丁目 
三丁目公民館     池田 4278-2 - ○ ○ ○ 

池田小学校 池田 3177-1 62-2006 ○ ○ ○ 

四丁目 
四丁目ふれあいセンター 池田 1973-1 - ○ ○ ○ 

池田小学校 池田 3177-1 62-2006 ○ ○ ○ 

五丁目 
五丁目基幹センター  池田 540-5 - ○ ○ ○ 

高瀬中学校 池田 3210-1 62-2171 ○ ○ ○ 

堀の内 
堀之内集落センター  池田 1139-2 - ○ ○  

 
 

 

注
１
参
照 

○ 

高瀬中学校 池田 3210-1 62-2171 ○ ○ ○ 

正科 
正科集落センター   池田 67-1 - ○ ○ ○ 

高瀬中学校 池田 3210-1 62-2171 ○ ○ ○ 

中島 
中島基幹センター   会染 1443 - ○ ○ ○ 

高瀬中学校 池田 3210-1 62-2171 ○ ○ ○ 

半在家  

法道 

半在家集落センター  会染 1301-6 - ○ ○ × 

池田小学校 池田 3177-1 62-2006 ○ ○ ○ 

農村広場 池田 2351-5 - ○ ○ ○ 

千本木台 

千本木台みんなの家  会染 1112-29 - ○ ○ × 

池田小学校 池田 3177-1 62-2006 ○ ○ ○ 

農村広場 池田 2351-5 - ○ ○ ○ 

相道寺 

相道寺集落センター  会染 1568-2 - ○ ○ × 

池田小学校 池田 3177-1 62-2006 ○ ○ ○ 

農村広場 池田 2351-5 - ○ ○ ○ 

花見 

花見集落センター   会染 2566-1 - ○ ○ × 

会染小学校 会染 5663-1 62-2023 ○ ○ ○ 

農村広場 池田 2351-5 - ○ ○ ○ 

滝沢   

田の入 

滝沢集落センター   会染 3898-1 - ○ ○ × 

会染小学校 会染 5663-1 62-2023 ○ ○ ○ 

滝の台 
滝の台コミュニティーセンター  会染 3240-57 - ○ ○ × 

会染小学校 会染 5663-1 62-2023 ○ ○ ○ 

林中 林中公民館      会染 5509 - ○ × ○ 

農村広場 池田 2351-5 - ○ ○ ○ 

池田小学校 池田 3177-1 62-2006 ○ ○ ○ 

東町 

東町公民館      池田 2113-5 - ○ ○ ○ 

農村広場 池田 2351-5 - ○ ○ ○ 

高瀬中学校 池田 3210-1 62-2171 - ○ - 

二丁目 
二丁目公民館 池田 3328 - ○ ○ ○ 

高瀬中学校 池田 3210-1 62-2171 ○ ○ ○ 

三丁目 
三丁目公民館     池田 4278-2 - ○ ○ ○ 

池田小学校 池田 3177-1 62-2006 ○ ○ ○ 

四丁目 
四丁目ふれあいセンター 池田 1973-1 - ○ ○ ○ 

池田小学校 池田 3177-1 62-2006 ○ ○ ○ 

五丁目 
五丁目基幹センター  池田 540-5 - ○ ○ ○ 

高瀬中学校 池田 3210-1 62-2171 ○ ○ ○ 

堀の内 
堀之内集落センター  池田 1139-2 - ○ ○  

 
 

 

注
１
参
照 

○ 

高瀬中学校 池田 3210-1 62-2171 ○ ○ ○ 

正科 
正科集落センター   池田 67-1 - ○ ○ ○ 

高瀬中学校 池田 3210-1 62-2171 ○ ○ ○ 

中島 
中島基幹センター   会染 1443 - ○ ○ ○ 

高瀬中学校 池田 3210-1 62-2171 ○ ○ ○ 

半在家  

法道 

半在家集落センター  会染 1301-6 - ○ ○ × 

池田小学校 池田 3177-1 62-2006 ○ ○ ○ 

農村広場 池田 2351-5 - ○ ○ ○ 

千本木台 

千本木台みんなの家  会染 1112-29 - ○ ○ × 

池田小学校 池田 3177-1 62-2006 ○ ○ ○ 

農村広場 池田 2351-5 - ○ ○ ○ 

相道寺 

相道寺集落センター  会染 1568-2 - ○ ○ × 

池田小学校 池田 3177-1 62-2006 ○ ○ ○ 

農村広場 池田 2351-5 - ○ ○ ○ 

花見 

花見集落センター   会染 2566-1 - ○ ○ × 

会染小学校 会染 5663-1 62-2023 ○ ○ ○ 

農村広場 池田 2351-5 - ○ ○ ○ 

滝沢   

田の入 

滝沢集落センター   会染 3898-1 - ○ ○ × 

会染小学校 会染 5663-1 62-2023 ○ ○ ○ 

滝の台 
滝の台コミュニティーセンター  会染 3240-57 - ○ ○ × 

会染小学校 会染 5663-1 62-2023 ○ ○ ○ 

林中 林中公民館      会染 5509 - ○ × ○ 

 

 

 

 

 

避難場所の追加 
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会染小学校 会染 5663-1 62-2023 ○ ○ ○ 

渋坂 
渋坂公民館      会染 6969-44 - ○ ○ × 

会染小学校 会染 5663-1 62-2023 ○ ○ ○ 

坂下 
坂下農業生活改善施設 会染 6595-1 - ○ ○ × 

会染小学校 会染 5663-1 62-2023 ○ ○ ○ 

新屋敷   

中木戸 

渋中公民館      会染 8259-1 - ○ ○ ○ 

会染小学校 会染 5663-1 62-2023 ○ ○ ○ 

渋南 

渋南集落センター   会染 8661 - ○ ○ ○ 

会染保育園 会染 9014-8 85-5508 ○ × ○ 

会染小学校 会染 5663-1 62-2023 - ○ - 

内鎌 

内鎌公民館      会染 10386-2 62-1167 ○ × ○ 

クラフトパーク 会染 7770  - ○ ○ × 

安曇養護学校 会染 6113-2 62-4920 ○ × ○ 

会染小学校 会染 5663-1 62-2023 - ○ - 

和合 
和合公民館      会染 5707-142 62-7901 ○ × ○ 

会染小学校 会染 5663-1 62-2023 ○ ○ ○ 

十日市場 

十日市場アグリカルチャーセンター 会染 11530 - ○ × ○ 

クラフトパーク 会染 7770  - ○ ○ × 

会染保育園 会染 9014-8 85-5508 ○ × ○ 

多目的研修センター 会染 5250 62-2066 - ○ - 

高瀬橋南 

高瀬橋南集落センター 会染 6124-178 - ○ × ○ 

クラフトパーク 会染 7770  - ○ ○ × 

会染保育園 会染 9014-8 85-5508 ○ × ○ 

多目的研修センター 会染 5250 62-2066 - ○ - 

鵜山 

鵜山基幹センター  中鵜 2668 - ○ ○ 注
１
参
照 

× 

会染保育園 会染 9014-8 85-5508 ○ × ○ 

クラフトパーク 会染 7770  - ○ ○ × 

多目的研修センター 会染 5250 62-2066 - ○ - 

中之郷 

中之郷集落センター  中鵜 567-1 62-1132 ○ × ○ 

会染保育園 会染 9014-8 85-5508 ○ × ○ 

クラフトパーク 会染 7770  - ○ ○ × 

多目的研修センター 会染 5250 62-2066 - ○ - 

南台 

南台コミュニティーセンター 中鵜 782-44 - ○ ○ × 

会染保育園 会染 9014-8 85-5508 ○ × ○ 

クラフトパーク 会染 7770  - ○ ○ × 

多目的研修センター 会染 5250 62-2066 - ○ - 

会染小学校 会染 5663-1 62-2023 ○ ○ ○ 

渋坂 
渋坂公民館      会染 6969-44 - ○ ○ × 

会染小学校 会染 5663-1 62-2023 ○ ○ ○ 

坂下 
坂下農業生活改善施設 会染 6595-1 - ○ ○ × 

会染小学校 会染 5663-1 62-2023 ○ ○ ○ 

新屋敷   

中木戸 

渋中公民館      会染 8259-1 - ○ ○ ○ 

会染小学校 会染 5663-1 62-2023 ○ ○ ○ 

渋南 

渋南集落センター   会染 8661 - ○ ○ ○ 

会染保育園 会染 9014-8 85-5508 ○ × ○ 

会染小学校 会染 5663-1 62-2023 - ○ - 

内鎌 

内鎌公民館      会染 10386-2 62-1167 ○ × ○ 

クラフトパーク 会染 7770  - ○ ○ × 

安曇養護学校 会染 6113-2 62-4920 ○ × ○ 

会染小学校 会染 5663-1 62-2023 - ○ - 

和合 
和合公民館      会染 5707-142 62-7901 ○ × ○ 

会染小学校 会染 5663-1 62-2023 ○ ○ ○ 

十日市場 

十日市場アグリカルチャーセンター 会染 11530 - ○ × ○ 

クラフトパーク 会染 7770  - ○ ○ × 

会染保育園 会染 9014-8 85-5508 ○ × ○ 

多目的研修センター 会染 5250 62-2066 - ○ - 

高瀬橋南 

高瀬橋南集落センター 会染 6124-178 - ○ × ○ 

クラフトパーク 会染 7770  - ○ ○ × 

会染保育園 会染 9014-8 85-5508 ○ × ○ 

多目的研修センター 会染 5250 62-2066 - ○ - 

鵜山 

鵜山基幹センター  中鵜 2668 - ○ ○ 注
１
参
照 

× 

会染保育園 会染 9014-8 85-5508 ○ × ○ 

クラフトパーク 会染 7770  - ○ ○ × 

多目的研修センター 会染 5250 62-2066 - ○ - 

中之郷 

中之郷集落センター  中鵜 567-1 62-1132 ○ ×  

クラフトパーク 会染 7770  - ○ ○ × 

多目的研修センター 会染 5250 62-2066 - ○ - 

南台 

南台コミュニティーセンター 中鵜 782-44 - ○ ○ × 

会染保育園 会染 9014-8 85-5508 ○ × ○ 

クラフトパーク 会染 7770  - ○ ○ × 

多目的研修センター 会染 5250 62-2066 - ○ - 

広津 広津交流センター   広津 4121 - ○ ○ ○ 
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広津 
広津交流センター   広津 4121 - ○ ○ ○ 

池田工業高校 池田 2524 62-3124 ○ ○ ○ 

陸郷 

東山夢の郷コミュニティーセンター 陸郷 7446-2 - ○ ○ × 

豊盛公民館      陸郷 10620 - ○ ○ × 

会染小学校 池田 5663-1 62-2023 ○ ○ ○ 

農村広場 池田 2351-5 - ○ ○ ○ 

地区未指定 

ザ・ビッグ信州池田店 会染 6442-9 62-6311 ○ ○ ○ 

ツルヤ池田店 池田 2855 85-8411 ○ ○ ○ 

アート梱包運輸株式会社 池田 2714 85-0830 ○ ○ ○ 

道の駅池田･池田町ハーブセンター 会染 6330-1 62-6200 ○ ○ ○ 

池田町交流センターかえで(注２） 池田 3336-1 62-2058 ○ ○ ○ 

注１ 想定最大規模降雨及び計画規模降雨（特に×の地区）で浸水が予想される時は、２階以上の階

へ避難可能な池田小学校、高瀬中学校、会染小学校、多目的研修センター、アート梱包運輸(株)

へ避難すること。 

注２ 帰宅困難者・観光客等専用 

※ 洪水最大規模とは想定最大規模降雨 741 ㎜/48ｈ、洪水計画規模とは計画規模降雨大町ダム下流

234 ㎜/48ｈ雨量を想定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

池田工業高校 池田 2524 62-3124 ○ ○ ○ 

陸郷 

東山夢の郷コミュニティーセンター 陸郷 7446-2 - ○ ○ × 

豊盛公民館      陸郷 10620 - ○ ○ × 

会染小学校 池田 5663-1 62-2023 ○ ○ ○ 

農村広場 池田 2351-5 - ○ ○ ○ 

地区未指

定 

ザ・ビッグ信州池田店 会染 6442-9 62-6311 ○ ○ ○ 

ツルヤ池田店 池田 2855 85-8411 ○ ○ ○ 

アート梱包運輸株式会社 池田 2714 85-0830 ○ ○ ○ 

道の駅池田･池田町ハーブセンター 会染 6330-1 62-6200 ○ ○ ○ 

池田町交流センターかえで(注２） 池田 3336-1 62-2058 ○ ○ ○ 

注１ 想定最大規模降雨及び計画規模降雨（特に×の地区）で浸水が予想される時は、２階以上の階

へ避難可能な池田小学校、高瀬中学校、会染小学校、多目的研修センター、アート梱包運輸(株)

へ避難すること。 

注２ 帰宅困難者・観光客等専用 

※ 洪水最大規模とは想定最大規模降雨 741 ㎜/48ｈ、洪水計画規模とは計画規模降雨大町ダム下流

234 ㎜/48ｈ雨量を想定しています。 
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１０ 食料品・生活必需品等の調達供給関係 

資料 10-1  

備蓄品一覧表 

令和５年４月１日現在 

防災倉庫 
 

 

１０ 食料品・生活必需品等の調達供給関係 

資料 10-1  

備蓄品一覧表 

令和４年４月１日現在  

防災倉庫 
 

 

 

 

 

 

 

 

時点修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品名 型式等 個数 計

マジックパネル(段ボール式) 4.5畳×10部屋 10セット 100部屋

ﾜﾝﾀｯﾁﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ屋根WT-Y（ニード） 2.1×2.1m 10枚 10枚

災害用マンホールトイレ ＶＥ100Ｌｲｰｽﾄｱｲ 10台 10台

ポータブルジョンⅡ 折りたたみ便座 ２台 ２台

トイレ用テント 10張 11張

ワンパーソンズテントⅡ （トイレ用テント） １張

スケットイレ用便座 5台/1箱 １箱+4台 ９台

スケットイレ排便用収納袋 25回/4箱/1箱 ９箱 900回分

ｲﾝｽﾀﾝﾄｲﾚﾏｲﾊﾞｯｸ小処理ｾｯﾄ 20回分/1ｐ 20ﾊﾟｯｸ 400回分

ラップポン 50回/1ｐ 65個 3,250

回分

ラップポン便座本体 ３台 ３台 ３台

スチレットhario寄贈 組み立て式トイレ １台 １台

48入/１箱 10箱 480本

ホンダ　ガソリン式発電機 EU24ｉ ７台 ７台

ホンダ　カセットガス式発電機 EU9ｉGB ３台 ３台

300ｍL 18本 18本

250ｍL(ﾄｰﾎｰ) 3本/1×12 36本

ホンダLPガス発電機+調整器 EU15ｉGP 各２台 各２台

非常用携帯電源   １台 １台

ポータブル電源powerdome plex 出力400ｗ ２基 ２基

モバイルバッテリー（ソーラー） 出力100ｗ(ｿｰﾗｰ40w) ７基 ７基

ポータブル蓄電池セット 出力2000ｗLED100ｗ 10基 10基

100 100本

240 240本

コードリールGE-30K 29ｍ ５基 ５基

パイプ組み立て式 2.1×2.1×４部屋 23箱 92部屋

ﾜﾝﾀｯﾁﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝWT-140（ニード）2.1×2.1m×H1.4 10張 10部屋

5760回分

トイレ用品

トイレットペーパー
18ﾛｰﾙ1袋/6袋/1箱 ７箱 756本

単３（40×6）

カセットボンベ

乾電池

発電機
バッテリー

ポイレット(hario) 30枚入×６p/1箱 32箱

避難所用間仕切り

型式等 個数 計

パイプ組み立て式 2.1×2.1×４部屋 18箱 72部屋

マジックパネル(段ボール式) 4.5畳×10部屋 10セット 100部屋

ﾜﾝﾀｯﾁﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝWT-140（ニード） 2.1×2.1m×H1.4 10張 10部屋

ﾜﾝﾀｯﾁﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ屋根WT-Y（ニード） 2.1×2.1m 10枚 10枚

災害用マンホールトイレ ＶＥ100Ｌｲｰｽﾄｱｲ 10台 10台

ポータブルジョンⅡ 折りたたみ便座 ２台 ２台

トイレ用テント   10張

ワンパーソンズテントⅡ （トイレ用テント） １張

スケットイレ用便座 5台/1箱 １箱+4台 ９台

スケットイレ排便用収納袋 25回/4箱/1箱 ９箱 900回分

ｲﾝｽﾀﾝﾄｲﾚﾏｲﾊﾞｯｸ小処理ｾｯﾄ 20回分/1ｐ 20ﾊﾟｯｸ 400回分

ラップポン 50回/1ｐ 65個 3,250回分

ラップポン便座本体 ３台 ３台 ３台

スチレットhario寄贈 組み立て式トイレ １台 １台

ポイレット(hario) 30枚入×６p/1箱 27箱 4,860回分

48入/１箱 10箱 480本

18ﾛｰﾙ1袋/6袋/1箱 ７箱 756本

ホンダ　ガソリン式発電機 EU24ｉ ７台 ７台

ホンダ　カセットガス式発電機 EU9ｉGB ３台 ３台

300ｍL 18本 18本

250ｍL(ﾄｰﾎｰ) 3本/1×12 36本

ホンダLPガス発電機+調整器 EU15ｉGP 各２台 各２台

非常用携帯電源   １台 １台

ポータブル電源powerdome plex 出力400ｗ ２基 ２基

モバイルバッテリー（ソーラー） 出力100ｗ(ｿｰﾗｰ40w) ７基 ７基

ポータブル蓄電池セット 出力2000ｗLED100ｗ 10基 10基

100 100本

240 240本

コードリールGE-30K 29ｍ ５基 ５基

品名

トイレットペーパー

カセットボンベ

乾電池

避難所用間仕切り

トイレ用品

発電機
バッテリー

単３（40×6）

11張
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県からの払い下げ 

 

 

 

 

 

充電ラジオロック 旧式 ３台 ３台

ECO-5 10台 10台

YTM-R100 50台 50台

ＵＳＢ充電器 4USBﾎﾟｰﾄ ５本 ５本

TYPE-Ｃ 20本 20本

TYPE-Ａ 10本 10本

扇風機 大型扇風機（ビッグファン） ＳＢＦ－６０Ｖﾅｶﾄﾐ 11台 11台

ＫＳ６７Ｅ ８台

ＫＳ６７Ａ ６台

12枚/１箱 ４箱

６枚/1箱 １箱+１

災害用救助毛布ビニール袋入 10枚/1箱 10箱 100枚

災害用救助毛布ｱﾙﾐ袋入 10枚/１箱 9箱 90枚

寝袋   ５枚 ５枚

レスキュー簡易寝袋1ｍ×2ｍ 60枚/1箱 ７箱+10枚 430枚

キャンプロールマットCRM-572W 15枚/1箱 30箱 450枚

2台/1箱×12

土のう袋1ｔ用 10袋/1梱包 ６梱包 60枚

400/1箱 ４箱

50枚/１袋 25袋

バラ 700袋

ビービーワーカー(土のう作成器） ４型 １台 １台

災害用救助工具 セット １台 １台

救急箱   ２台 ２台

新型ウイルス感染予防対策セット   ４箱 ４箱

不織布マスク 50枚/1箱 25箱 1,250枚

不織布マスク 50枚/1箱/50梱包 12箱 30,000枚

除菌用アルコール スプレー式500ml 30本 30本

非接触式電子温度計 ３基 ３基

腋窩体温計 100本 100本

パルスオキシメーター 100個 100個

300PCS/1箱 ６箱

200PCS/0.5箱 100PCS

担架 ２基 ２基

感染対策用防護具セット(日赤) 保護服､ゴーグル､マスク､手袋ほか 80セット 80セット

電動ポンプ内蔵

土のう袋

レスキューシート

41×39.5×35.5cm

体温計

2台/1箱×5

2台/1箱×49

15箱10枚/1箱災害用救助毛布TG40140

2台/1箱×4

150枚

1,900枚

14台

55枚

140台

3,550枚

指定避難
所へ

指定避難
場所へ

子ども用寝袋

エアーベッド(ｼﾝｸﾞﾙｻｲｽﾞ)H46

ラジオ、充電器

暖房器具

寝具

救助救急資機材

電話機
デジタルコードレス付FAX KX-PD215DL-W ７台

手回し充電備蓄ラジオ

ＵＳＢ充電用ケーブル

対流式ストーブ（ﾄﾖﾄﾐ）

災害時特設公衆電話機 シンプルフォン 42台

充電ラジオロック 旧式 ３台 ３台

ECO-5 10台 10台

YTM-R100 50台 50台

ＵＳＢ充電器 4USBﾎﾟｰﾄ ５本 ５本

TYPE-Ｃ 20本 20本

TYPE-Ａ 10本 10本

扇風機 大型扇風機（ビッグファン） ＳＢＦ－６０Ｖﾅｶﾄﾐ 11台 11台

ＫＳ６７Ｅ ８台

ＫＳ６７Ａ ６台

デジタルコードレス付FAX KX-PD215DL-W ７台 指定避難所へ

災害時特設公衆電話機 シンプルフォン 42台 指定避難場所へ

12枚/１箱 ４箱

６枚/1箱 １箱+１

災害用救助毛布ビニール袋入 10枚/1箱 10箱 100枚

災害用救助毛布ｱﾙﾐ袋入 10枚/１箱 9箱 90枚

災害用救助毛布TG40140 10枚/1箱 15箱 150枚

寝袋   ５枚 ５枚

レスキュー簡易寝袋1ｍ×2ｍ 60枚/1箱 ７箱+10枚 430枚

キャンプロールマットCRM-572W 15枚/1箱 30箱 450枚

2台/1箱×12

2台/1箱×4

2台/1箱×5

2台/1箱×49

土のう袋1ｔ用 10袋/1梱包 ６梱包 60枚

400/1箱 ４箱

50枚/１袋 25袋

バラ 700袋

ビービーワーカー(土のう作成器） ４型 １台 １台

災害用救助工具 セット １台 １台

救急箱   ２台 ２台

新型ウイルス感染予防対策セット   ４箱 ４箱

不織布マスク 50枚/1箱 25箱 1,250枚

不織布マスク 50枚/1箱/50梱包 12箱 30,000枚

除菌用アルコール スプレー式500ml 30本 30本

体温計 非接触式電子温度計 ３基 ３基

300PCS/1箱 ６箱
200PCS/0.5箱 100PCS

担架 ２基 ２基

感染対策用防護具セット 保護服、ゴーグル、マスク、手袋ほか 40セット 40セット

ラジオ、充電器

暖房器具

電話機

寝具

救助救急資機材

電動ポンプ内蔵

土のう袋

レスキューシート

41×39.5×35.5cm

手回し充電備蓄ラジオ

ＵＳＢ充電用ケーブル

対流式ストーブ（ﾄﾖﾄﾐ）

子ども用寝袋

エアーベッド(ｼﾝｸﾞﾙｻｲｽﾞ)H46

14台

55枚

140台

3,550枚

1,900枚



様式【資料編】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ネピアwhitoﾃｰﾌﾟ体重4～8kg S60枚×4袋 ２箱
ネピアwhitoﾃｰﾌﾟ体重6～11kg M48枚×4袋 ３箱
ネピアwhitoﾃｰﾌﾟ体重9～14kg L40枚×４袋 ３箱
ネピアwhitoﾃｰﾌﾟ体重12～17kg XL34枚×４袋 ４箱

ネピア M58枚×3袋 ３箱

ネピアプレミアム L44枚×3袋 ４箱

ネピアプレミアム XL38枚×3袋 ５箱

ネピアプレミアム XL↑26枚×3袋 ７箱
Wﾌｨｯﾄﾃｰﾌﾟﾀｲﾌﾟﾋｯﾌﾟ70-95 M30枚×2袋 10箱
Wﾌｨｯﾄﾃｰﾌﾟﾀｲﾌﾟﾋｯﾌﾟ90-125 L26枚×2袋 11箱
ﾊﾟﾝﾂﾀｲﾌﾟしっかり長時間 M-L18枚×3袋 11箱
ﾊﾟﾝﾂﾀｲﾌﾟしっかり長時間 L-LL16枚×3袋 12箱
ﾜｲﾄﾞﾊﾟｯﾄﾞ600cc28×55㎝ 30枚×6袋 ６箱
紙ﾊﾟﾝﾂ用ﾊﾟｯﾄﾞ600cc2回吸収 52枚×3袋 ７箱
ﾛﾘｴ肌ｷﾚｲｶﾞｰﾄﾞ昼用羽根つき 20枚2P×16 ９箱
ﾛﾘｴ肌ｷﾚｲｶﾞｰﾄﾞ夜用羽根つき 9枚2P×12 25箱

調理用具セット 25種類入り １ｾｯﾄ １ｾｯﾄ

サランラップ 30㎝×50m 60本 60本

紙皿プレート　直径18㎝ 18枚入り×30 540枚 540枚

紙皿ボール　直径18㎝ 18枚入り×30 540枚 540枚

発砲どんぶり(大)660ｍℓ 10個入り×160 1,600個 1,600個

割りばし 50膳×80 4,000膳 4,000膳

紙コップ205ｍℓ 50個入×40 4,000個 4,000個

プラスプーン 10本入×150 1,500本 1,500本

プラフォーク 10本入×150 1,500本 1,500本

テント自主防災会協議会 2×3間 １張 １張

イージーアップテント 3ｍ×6ｍ ５張 ５張

テント用加重   12個 12個

ブルーシート 3.6×5.4ｍ 39枚 39枚

移動かまど   １台 １台

ガス釜（５升） 　 １台 １台

浄水装置   １台 １台

浄水装置カートリッジ ４本入/１箱 ３箱 12本

カセットガスコンロ イワタニCB-SS-50 11台 11台

ハンドソープ(本体） 300ml 36本/1箱 36本

ハンドソープ(詰替用） １ℓ ５本 ５本

イエロー 50

オレンジ 50

ブルー 70

踏み台(脚立)   ２台 ２台

台車   ２台 ２台

備蓄燃料モミガライト   20缶 20缶

バケツ8ℓ 喫煙所用等 ５個 ５個

衛生用品

食器類

その他

170枚

大人用紙おむつ(ﾘﾊﾋﾞﾘﾊﾟﾝﾂ）

大人用インナーパッド

生理用品

ビブス

乳児用紙おむつ

幼児用おむつ

大人用紙おむつ

ペダル開閉式ごみ箱 ﾍﾟﾀﾞﾙﾍﾟｰﾙ45ℓ 36台 36台

大型炊き出し器まかないくん

大型鍋(平釜)付
ガス式 １台 １台

ネピアwhitoﾃｰﾌﾟ体重4～8kg S60枚×4袋 ２箱

ネピアwhitoﾃｰﾌﾟ体重6～11kg M48枚×4袋 ３箱

ネピアwhitoﾃｰﾌﾟ体重9～14kg L40枚×４袋 ３箱
ネピアwhitoﾃｰﾌﾟ体重12～17kg XL34枚×４袋 ４箱

ネピア M58枚×3袋 ３箱

ネピアプレピアム L44枚×3袋 ４箱

ネピアプレピアム XL38枚×3袋 ５箱

ネピアプレピアム XL↑26枚×3袋 ７箱

Wﾌｨｯﾄﾃｰﾌﾟﾀｲﾌﾟﾋｯﾌﾟ70-95 M30枚×2袋 10箱

Wﾌｨｯﾄﾃｰﾌﾟﾀｲﾌﾟﾋｯﾌﾟ90-125 L26枚×2袋 11箱

ﾊﾟﾝﾂﾀｲﾌﾟしっかり長時間 M-L18枚×3袋 11箱

ﾊﾟﾝﾂﾀｲﾌﾟしっかり長時間 L-LL16枚×3袋 12箱

ﾜｲﾄﾞﾊﾟｯﾄﾞ600cc28×55㎝ 30枚×6袋 ６箱

紙ﾊﾟﾝﾂ用ﾊﾟｯﾄﾞ600cc2回吸収 52枚×3袋 ７箱

ﾛﾘｴ肌ｷﾚｲｶﾞｰﾄﾞ昼用羽根つき 20枚2P×16 ９箱

ﾛﾘｴ肌ｷﾚｲｶﾞｰﾄﾞ夜用羽根つき 9枚2P×12 25箱

調理用具セット 25種類入り １ｾｯﾄ １ｾｯﾄ

サランラップ 30㎝×50m 60本 60本

紙皿プレート　直径18㎝ 18枚入り×30 540枚 540枚

紙皿ボール　直径18㎝ 18枚入り×30 540枚 540枚

発砲どんぶり(大)660ｍℓ 10個入り×160 1,600個 1,600個

割りばし 50膳×80 4,000膳 4,000膳

紙コップ205ｍℓ 50個入×40 4,000個 4,000個

プラスプーン 10本入×150 1,500本 1,500本

プラフォーク 10本入×150 1,500本 1,500本

テント自主防災会協議会 2×3間 １張 １張

イージーアップテント 3ｍ×6ｍ ５張 ５張

テント用加重   12個 12個

ブルーシート 3.6×5.4ｍ 39枚 39枚

移動かまど   １台 １台

ガス釜（５升） 　 １台 １台

大型炊き出し器まかないくん

大型鍋(平釜)付
ガス式 １台 １台

浄水装置   １台 １台

浄水装置カートリッジ ４本入/１箱 ３箱 12本

カセットガスコンロ イワタニCB-SS-50 11台 11台

ハンドソープ(本体） 300ml 36本/1箱 36本

ハンドソープ(詰替用） １ℓ ５本 ５本

イエロー 50

オレンジ 50

ブルー 70

ペダル開閉式ごみ箱 ﾍﾟﾀﾞﾙﾍﾟｰﾙ45ℓ 36台 36台

踏み台(脚立)   ２台 ２台

台車   ２台 ２台

備蓄燃料モミガライト   20缶 20缶

バケツ8ℓ 喫煙所用等 ５個 ５個

衛生用品

食器類

その他

大人用紙おむつ(ﾘﾊﾋﾞﾘﾊﾟﾝﾂ）

大人用インナーパッド

生理用品

ビブス

乳児用紙おむつ

幼児用おむつ

大人用紙おむつ

170枚
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食料・飲料 
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箱形状 計

貝柱のおかゆ 960食

レトルトパン 50袋入り 1,000食

麗水15年保存水 500㎖(24本入) 2,040本

アルファ米
きのこごはん50袋入/1箱

(食物ｱﾚﾙｷﾞｰ28品目不使用)

850食

900食

900食

1,150食

3,744食

1,208本

8,153本

長期保存可能な食品・飲料

アルファ米
わかめごはん50袋入/1箱

(食物ｱﾚﾙｷﾞｰ28品目不使用)

缶入りソフトパン

飲む温泉

1.5ℓ(8本入)

品　名

500㎖(24本入)

アルファ米
五目ごはん50袋入/1箱

(食物ｱﾚﾙｷﾞｰ28品目不使用)

アルファ米
ドライカレー50袋入/1箱

(食物ｱﾚﾙｷﾞｰ28品目不使用)

箱形状 計

アルファ米
五目ごはん50袋入/1箱

(食物ｱﾚﾙｷﾞｰ28品目不使用)
850食

アルファ米
ドライカレー50袋入/1箱

(食物ｱﾚﾙｷﾞｰ28品目不使用)
900食

アルファ米
きのこごはん50袋入/1箱

(食物ｱﾚﾙｷﾞｰ28品目不使用)
900食

1,1150食

3,744食

1,856本

8,153本

アルファ米
わかめごはん50袋入/1箱

(食物ｱﾚﾙｷﾞｰ28品目不使用)

缶入りソフトパン

飲む温泉

1.5L(8本入)

品　名

500ml(24本入)
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 新   旧  修正理由・備考 

１２ 上水道施設関係 

資料 12-3      池田町上水道指定工事事業者名簿           
令和５年４月現在 

池田町役場 建設水道課 水道係 

 

１２ 上水道施設関係 

資料 12-3      池田町上水道指定工事事業者名簿           
令和４年 10 月現在 

池田町役場 建設水道課 水道係 

 

 

 

 

時点修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平日 休日等緊急時

(有)勝野設備工業所 池田町大字会染6103-6 0261-62-4070 0261-62-4070(転送あり)

(有)設備工業 池田町大字会染7845-7 0261-62-5129 090-5412-1402

(株)中部水工 池田営業所 池田町大字会染6821 0261-62-8364 0261-62-8364(転送あり)

(有)サン設備工業 池田町大字会染5094-1 0261-62-0162 0261-62-2448

(有)水錬 池田町大字会染6766-7 0261-62-6721 0261-62-6721

信光実業(株)大町支店 大町市常盤3630-22 0261-22-2848 0261-23-3020

日特工業(株) 大町市大町1861-1 0261-22-5266 0261-22-5266

(株)ハイテム 安曇野市穂高1853-3 0261-82-0271 0263-82-0271

(株)水建 松本市笹賀7085 0263-86-3381 0263-86-3381(転送あり)

(株)サンエス設備 安曇野市豊科南穂高82-2 0263-73-2008 0263-73-2008

(有)イシダ設備 安曇野市穂高有明10041-3 0263-83-4360 0263-83-4360

(株)長澤設備工業 大町市平8000-362 0261-22-1466 090-7725-0106

(有)岡村設備工業 大町市大町5511-2 0261-22-4885 0261-22-4885

(株)ＧＣＩ 大町市平8040-106 0261-22-3145 0261-22-3145

(有)コーヨー住宅設備 松川村1124-2 0261-62-3529 0261-62-3529(転送あり)

ルピナ中部工業(株) 松本市宮渕2丁目3-31 0263-32-5568
070-6510-7268(24h受
付)

(有)エヌ・ケイ設備工業 安曇野市穂高有明7174-1 0263-83-2252 0263-83-2252

水野建設(株) 池田町大字陸郷7454-6 0261-62-5313 090-4602-2028

(有)下里組 池田町大字会染8362-1 0261-62-9367 0261-62-9367

(株)信濃熱学 安曇野市穂高柏原4171-1 0261-62-4028 0263-88-5706(転送あり)

佐藤設備 松川村5651-238 0261-62-5320 0261-62-5320

朝日企画(株) 松川村783 0261-62-8614 0261-62-5607

安曇さく泉工業(株) 安曇野市豊科4328 0263-72-4512 0263-72-4512

(有)環境クリーンサービス 池田町大字会染8420 0261-62-0554 090-8773-4088

(有)一本木建設 大町市常盤4726-2 0261-22-8498 0261-22-8498

(株)千村設備工業 松本市笹賀3042-5 0263-58-2310 0263-58-2310

(株)ピュアハウス 大町市八坂997-1 0261-85-0970 0261-85-0970

(有)テクノ安曇野 池田町大字池田2312-2 0261-62-7005 0261-62-7005(転送あり)

稲洋水道(株) 松本市筑摩1丁目13-16 0263-26-4079 090-1200-9731

(株)クサダ 松本市島内3849-1 0263-48-5200 0263-48-3119(24h受付)

(有)信州保温 安曇野市豊科5847 0263-72-2566 090-4615-3299

(有)東設備 白馬村北城2937-197 0261-72-5897 090-3083-3770

小林設備 大町市平690-3 0261-23-5734 090-7213-7218

池田商会 松本市波田8296-15 0263-92-5715 090-1057-5000

(有)みやび設備 安曇野市穂高8410-7 0263-82-6979 090-1869-3352

(有)三和テクノ 松本市寿豊丘276-1 0263-58-6033 090-1613-9425

(株)エムケーシステム 安曇野市穂高1815-1 0263-82-4987 090-4464-8147

(株)巧誠 安曇野市三郷明盛3013 0263-88-5311 0263-88-5311(転送あり)

スザワ設備 池田町大字会染6101-76 0261-85-0833 0261-85-0833(転送あり)

北アルプス総合設備(株) 大町市常盤4956-65 0261-85-2063 0261-85-2063(転送あり)

(有)ニキ設備工事 安曇野市豊科5231-4 0263-72-8420 090-1432-5595

ＫＯＢＡＹＡＳＨＩ設備 安曇野市有明10481-20 0263-83-6340 090-1409-3268

光住設 大町市大町5577-3 090-4952-9089 090-4952-9089

(株)ニイタカ 松本市里山辺3434-2 0263-34-2943 0263-34-2943

遠藤建設(株) 池田町大字池田2379 0261-62-2346 090-7002-0036

(株)敬陽設備 安曇野市穂高有明271-1 0263-88-3547 0263-88-3547

共進住設(株) 長野市徳間633-1 026-213-4681 026-213-4681

(株)アクア住設 諏訪郡富士見町落合3060-34 0266-65-3388 0266-65-3388

ALTEC(株) 安曇野市穂高有明457-9 0263-88-5415 0263-88-5415

事　業　者　名 所　　在　　地
連　　　　絡　　　先

平日 休日等緊急時

1 （有）勝野設備工業所 池田町大字会染２８７１－２ ０２６１－６２－４０７０ ０２６１－６２－４０７０(転送あり)

2 （有）設備工業 池田町大字会染７８４５－７ ０２６１－６２－５１２９ ０９０－５４１２－１４０２

3 （株）中部水工池田営業所 池田町大字会染６８２1 ０２６１－６２－８３６４ ０２６１－６２－８３６４(転送あり)

4 （有）サン設備工業 池田町大字会染５０９４－１ ０２６１－６２－０１６２ ０２６１－６２－２４４８

5 （有）水錬 池田町大字会染６７６６－７ ０２６１－６２－６７２１ ０２６１－６２－６７２１

6 信光実業（株）大町支店 大町市常盤３２３０－２２ ０２６１－２２－２８４８ ０２６１－２３－３０２０又は０２６１－６２－３８５７

7 日特工業（株） 大町市大町１８６１－１ ０２６１－２２－５２６６ ０２６１－２２－５２６６

8 （株）ハイテム 安曇野市穂高１８５３－３ ０２６３－８２－０２７１ ０２６３－８２－０２７１

9 （株）水建 松本市大字笹賀７０８５ ０２６３－８６－３３８１ ０２６３－８６－３３８１（転送あり)

10 （株）サンエス設備 安曇野市豊科南穂高８２－２ ０２６３－７３－２００８ ０２６３－７３－２００８

11 （有）イシダ設備 安曇野市穂高有明１００４１－３ ０２６３－８３－４３６０ ０２６３－８３－４３６０

12 （株）長澤設備工業 大町市平８０００－３６２ ０２６１－２２－１４６６ #REF!

13 （有）岡村設備工業 大町市大町５５１１－２ ０２６１－２２－４８８５ ０２６１－２２－４８８５

14 （株）ＧＣＩ 大町市平８０４０番地１０６ ０２６１－２２－３１４５ ０２６１－２２－３１４５

15 （有）コーヨー住宅設備 松川村１１２４－２ ０２６１－６２－３５２９ ０２６１－６２－３５２９（転送あり）

16 ルピナ中部工業（株） 松本市宮渕２－２－３１ ０２６３－３２－５５６８ ０７０－１０４２－３９６３

17 （有）エヌ・ケイ設備工業 安曇野市穂高有明７１７４－１ ０２６３－８３－２２５２ ０２６３－８３－２２５２

18 水野建設（株） 池田町大字陸郷７４５４－６ ０２６１－６２－５３１３ ０９０－４６０２－２０２８

19 （有）下里組 池田町大字会染８３６２－１ ０２６１－６２－９３６７ ０２６１－６２－９３６７

20 （株）信濃熱学 安曇野市穂高柏原４１７１－１ ０２６３－８８－５７０６ ０２６３－８８－５７０６（転送あり）

21 佐藤設備 松川村５６５１－２３８ ０２６１－６２－５３２０ ０２６１－６２－５３２０

22 朝日企画（株） 松川村７８３ ０２６１－６２－８６１４ ０２６１－６２－５６０７

23 安曇さく泉工業（株） 安曇野市豊科４３２８ ０２６３－７２－４５１２ ０２６３－７２－４５１２

24 （有）環境クリーンサービス 池田町大字会染８４２０ 0261-62-0554又は090-8773-4088 ０９０－８７７３－４０８８

25 （有）一本木建設 大町市常盤４７２６－２ ０２６１－２２－８４９８ ０２６１－２２－８４９８

26 （株）千村設備工業 松本市笹賀３０４２－５ ０２６３－５８－２３１０ ０２６３－５８－２３１０

27 （株）ピュアハウス 大町市八坂９９７－１ ０２６１－８５－０９７０ ０２６１－８５－０９７０

28 （有）テクノ安曇野 池田町大字池田２３１２－２ ０２６１－６２－７００５ ０２６１－６２－７００５(転送あり)

29 稲洋水道（株） 松本市筑摩１－１３－１６ ０２６３－２６－４０７９ ０９０－１２００－９７３１

30 （株）クサダ 松本市大字島立３８４９－１ ０２６３－４８－５２００ ０２６３－４８－３１１９（２４ｈ受付）

31 （有）信州保温 安曇野市豊科５８４７ ０２６３－７２－２５６６ ０９０－４６１５－３２９９

32 （有）東設備 白馬村北城２９３７－１９７ ０２６１－７２－５８９７ ０９０－３０８３－３７７０

33 小林設備 大町市平６９０-３ ０２６１－２３－５７３４ ０９０－７２１３－７２１８

34 池田商会 松本市波田８２９６－１５ ０２６３－９２－５７１５ ０９０－１０５７－５０００

35 （有）みやび設備 安曇野市穂高８４１０－７ ０２６３－８２－６９７９ ０９０－１８６９－３３５２

36 （有）三和テクノ 松本市大字寿豊丘２７６－１ ０２６３－５８－６０３３ ０９０－１６１３－９４２５

37 （株）エムケーシステム 安曇野市穂高１８１５－１ ０２６３－８２－４９８７ ０９０－４４６４－８１４７

38 （株）巧誠 安曇野市三郷明盛３０１３ ０２６３－８８－５３１１ ０２６３－８８－５３１１(転送あり)

39 スザワ設備 池田町大字会染６１０１－７６ ０２６１－８５－０８３３ ０２６１－８５－０８３３(転送あり)

40 北アルプス総合設備(株) 大町市常盤４９５６－６５ ０２６１－８５－２０６３ ０２６１－８５－２０６３(転送あり)

41 （有）ニキ設備工事 安曇野市豊科５２３１－４ ０２６３－７２－８４２０ ０９０－１４３２－５５９５

42 ＫＯＢＡＹＡＳＨＩ設備 安曇野市穂高有明１０４８１－２０ ０２６３－８３－６３４０ ０９０－１４０９－３２６８

43 光住設 大町市大町５５７７－３ ０９０－４９５２－９０８９ ０９０－４９５２－９０８９

44 （株）ニイタカ 松本市里山辺３４３４－２ ０２６３－３４－２９４３ ０２６３－３４－２９４３

45 遠藤建設（株） 池田町大字池田２３７９ ０２６１－６２－２３４６ ０９０－７００２－００３６

46 （株）敬陽設備 安曇野市穂高有明２７１－１ ０２６３－８８－３５４７ ０２６３－８８－３５４７

所　　在　　地事　業　者　名
連　　　　絡　　　先
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１３ 下水道施設関係 

資料 13-2     池田町下水道排水設備指定工事店一覧  

令和５年４月現在 

池田町役場 建設水道課 水道係 

 

１３ 下水道施設関係 

資料 13-2     池田町下水道排水設備指定工事店一覧  

令和４年 10 月現在 

池田町役場 建設水道課 水道係 
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給水指定

工 事 店

(有)サン設備工業 池田町大字会染5094-1 0261-62-0162 〇

(有)水錬 池田町大字会染6766-7 0261-62-6721 〇

(株)中部水工 池田営業所 池田町大字会染6821 0261-62-8364 〇

(有)勝野設備工業所 池田町大字会染6103-6 0261-62-4070 〇

(有)設備工業 池田町大字会染7845-7 0261-62-5129 〇

(有)下里組 池田町大字会染8362-1 0261-62-9367 〇

水野建設(株) 池田町大字陸郷7454-6 0261-62-5313 〇

(有)環境クリーンサービス 池田町大字会染8420 0261-62-0554 〇

(有)テクノ安曇野 池田町大字池田2312-2 0261-62-7005 〇

スザワ設備 池田町大字会染6101-76 0261-85-0833 〇

(有)コーヨー住宅設備 松川村1124-2 0261-62-3529 〇

佐藤設備 松川村5651-238 0261-62-5320 〇

朝日企画(株) 松川村783 0261-62-8614 〇

(株)平林工業 松川村4488 0261-62-7427

(株)ＧＣＩ 大町市平8040-106 0261-22-3145 〇

日特工業(株) 大町市大町1861-1 0261-22-5266 〇

(株)長澤設備工業 大町市平8000-362 0261-22-1466 〇

(株)大八木建設 大町市大町5395-1 0261-22-1809

(株)相模組 大町市大町3052 0261-22-1800

信光実業(株)大町支店 大町市常盤3630-22 0261-22-2848 〇

(株)傳刀組 大町市平7840 0261-22-0312

(有)岡村設備工業 大町市大町5511-2 0261-22-4885 〇

(有)一本木建設 大町市常盤4726-2 0261-22-8498 〇

(株)ピュアハウス 大町市八坂997-1 0261-85-0970 〇

小林設備 大町市平690-3 0261-23-5734 〇

北アルプス総合設備(株) 大町市常盤4956-65 0261-85-2063 〇

光住設 大町市大町5577-3 090-4952-9089 〇

(株)大北設備 白馬村神城11490 0261-75-2735

(有)東設備 白馬村北城2937-197 0261-72-5897 〇

ルピナ中部工業(株) 松本市宮渕2丁目3-31 0263-32-5568 〇

稲洋水道(株) 松本市筑摩1丁目13-16 0263-26-4079 〇

(株)水建 松本市笹賀7085 0263-86-3381 〇

(株)千村設備工業 松本市笹賀3042-5 0263-58-2310 〇

(株)クサダ 松本市島内3849-1 0263-48-5200 〇

(株)ニイタカ 松本市里山辺3434-2 0263-34-2943 〇

(有)エヌ・ケイ設備工業 安曇野市穂高有明7174-1 0263-83-2252 〇

(株)ハイテム 安曇野市穂高1853-3 0261-82-0271 〇

(有)丸山設備 安曇野市穂高6739-1 0263-81-0288

(有)イシダ設備 安曇野市穂高有明10041-3 0263-83-4360 〇

(株)サンエス設備 安曇野市豊科南穂高82-2 0263-73-2008 〇

(株)シナノ 安曇野市穂高有明1702-9 0263-83-7553

(有)アルテ長野 安曇野市穂高牧727 0263-83-6565

安曇さく泉工業(株) 安曇野市豊科4328 0263-72-4512 〇

(有)信州保温 安曇野市豊科5847 0263-72-2566 〇

(有)みやび設備 安曇野市穂高8410-7 0263-82-6979 〇

(株)エムケーシステム 安曇野市穂高1815-1 0263-82-4987 〇

(株)巧誠 安曇野市三郷明盛3013 0263-88-5311 〇

(株)信濃熱学 安曇野市穂高柏原4171-1 0261-62-4028 〇

(有)ニキ設備工事 安曇野市豊科5231-4 0263-72-8420 〇

ＫＯＢＡＹＡＳＨＩ設備 安曇野市有明10481-20 0263-83-6340 〇

(株)敬陽設備 安曇野市穂高有明271-1 0263-88-3547 〇

ALTEC(株) 安曇野市穂高有明457-9 0263-88-5415 〇

北信 共進住設(株) 長野市徳間633-1 026-213-4681 〇

南信 (株)アクア住設 諏訪郡富士見町落合3060-34 0266-65-3388 〇

安曇野市

工　事　店　名 所　　在　　地 電話番号

池　田　町

松　川　村

大　町　市

白　馬　村

松　本　市

給水指定
工 事 店

池田町大字会染５０９４－１ （有）サン設備工業 ０２６１－６２－０１６２ ○

池田町大字会染６７６６－７ （有）水練 ０２６１－６２－６７２１ ○

池田町大字会染６８２１ （株）中部水工　池田営業所 ０２６１－６２－８３６４ ○

池田町大字会染２８７１－２ （有）勝野設備工業所 ０２６１－６２－４０７０ ○

池田町大字会染７８４５－７ （有）設備工業 ０２６１－６２－５１２９ ○

池田町大字会染８３６２－１ （有）下　里　組 ０２６１－６２－９３６７ ○

池田町大字陸郷７４５４－６ 水野建設（株） ０２６１－６２－５３１３ ○

池田町大字会染８４２０ （有）環境クリーンサービス ０２６１－６２－０５５４ ○

池田町大字池田２３１２－２ （有）テクノ安曇野 ０２６１－６２－７００５ ○

池田町大字会染６１０１－７６ スザワ設備 ０２６１－８５－０８３３ ○

松川村１１２４－２ （有）コーヨー住宅設備 ０２６１－６２－３５２９ ○

松川村５６５１－２３８ 佐藤設備 ０２６１－６２－５３２０ ○

松川村７８３ 朝日企画（株） ０２６１－６２－８６１４ ○

松川村４４８８ （株）平林工業 ０２６１－６２－７４２７

大町市平８０４０－１０６ （株）ＧＣＩ ０２６１－２２－３１４５ ○

大町市大町１８６１－１ 日特工業（株） ０２６１－２２－５２６６ ○

大町市平８０００－３６２ （株）長澤設備工業 ０２６１－２２－１４６６ ○

大町市大町５３９５－１ （株）大八木建設 ０２６１－２２－１８０９

大町市大町３０５２ （株）相　模　組 ０２６１－２２－１８００

大町市常磐下一３６３０－２２ 信光実業（株）大町支店 ０２６１－２２－２８４８ ○

大町市平７８４０ （株）傳刀組 ０２６１－２２－０３１２

大町市大町５５１１－２ （有）岡村設備工業 ０２６１－２２－４８８５ ○

大町市常盤４６９６－３ （有）一本木建設 ０２６１－２２－８４９８ ○

大町市八坂９９７ー１ （株）ピュアハウス ０２６１－８５－０９７０ ○

大町市平６９０－３ 小林設備 ０２６１－２３－５７３４ ○

大町市常盤４９５６－６５ 北アルプス総合設備（株） ０２６１－８５－２０６３ ○

大町市大町５５７７－３ 光住設 ０９０－４９５２－９０８９ ○

白馬村大字神城１１４９０ （株）大北設備 ０２６１－７５－２７３５ ○

白馬村北城２９３７－１９７ （有）東設備 ０２６１－７２－５８９７ ○

松本市宮渕２－２－３１ ルピナ中部工業（株） ０２６３－３２－５５６８ ○

松本市筑摩１－１３－１６ 稲洋水道（株） ０２６３－２６－４０７９ ○

松本市大字笹賀７０８５ （株）水　建 ０２６３－８６－３３８１ ○

松本市笹賀３０４２－５ （株）千村設備工業 ０２６３－５８－２３１０ ○

松本市大字島立３８４９ （株）クサダ ０２６３－４８－５２００ ○

松本市大字寿豊丘２７６-１ （有）三和テクノ ０２６３－５８－２３１０ ○

松本市里山辺３４３４－２ （株）ニイタカ ０２６３－３４－２９４３ ○

安曇野市穂高有明７１７４－１ （有）エヌ・ケイ設備工業 ０２６３－８３－２２５２ ○

安曇野市穂高１８５３－３ （株）ハイテム ０２６３－８２－０２７１ ○

安曇野市穂高６７３９－１ （有）丸山設備 ０２６３－８１－０２８８

安曇野市穂高有明１００４１－３ （有）イシダ設備 ０２６３－８３－４３６０ ○

安曇野市豊科南穂高８２－２ （株）サンエス設備 ０２６３－７３－２００８ ○

安曇野市穂高有明１７０２－９ （株）シナノ ０２６３－８３－７５５３

安曇野市穂高牧７２７ （有）アルテ長野 ０２６３－８３－６５６５

安曇野市豊科４３２８ 安曇さく泉工業（株） ０２６３－７２－４５１２ ○

安曇野市豊科５８４７ （有）信州保温 ０２６３－７２－２５６６ ○

安曇野市穂高8410-7 （有）みやび設備 ０２６３－８２－６９７９ ○

安曇野市穂高1815-1 （株）エムケーシステム ０２６３－８２－４９８７ ○

安曇野市三郷明盛３０１３ （株）巧誠 ０２６３－８８－５３１１ ○

安曇野市穂高柏原4171-1 （株）信濃熱学 ０２６３－８８-５７０６ ○

安曇野市豊科５２３１－４ （有）ニキ設備工事 ０２６３－７２－８４２０ ○

安曇野市穂高有明１０４８１－２０ ＫＯＢＡＹＡＳＨＩ設備 ０２６３－８３－６３４０ ○

安曇野市穂高有明２７１－１ （株）敬陽設備 ０２６３－８８－３５４７ ○

池　田　町

安曇野市

松　川　村

大　町　市

白　馬　村

松　本　市

所　　在　　地 工　事　店　名 電話番号



様式【資料編】 

 新   旧  修正理由・備考 

資料１３－４ 

 

災害時における物資（ユニットハウス等）の供給に関する協定書 

 

 池田町（以下「甲」という。）と三協フロンテア株式会社（以下「乙」という。）

は、災害時における救援物資の供給に関して、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、池田町内で災害が発生し、又は発生する恐れがある場合（以下

「災害時」という。）において、住民生活の早期安定を図ることを目的とし、救援

物資の供給に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（供給物資） 

第２条 甲が乙に供給を要請する物資は、ユニットハウス等（仮設事務所・仮設トイ

レ等）の乙が取り扱い可能な物資とするものとする。 

 

（要請の方法） 

第３条 甲は、物資（ユニットハウス等）供給要請書（様式第１号）により、乙に対

して要請手続きを行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭又は電話等

によって要請を行い、後日物資（ユニットハウス等）供給要請書を提出するものと

する。 

 

（供給の実施） 

第４条 乙は、前条の要請を受けたときは、やむを得ない事由のない限り、速やかに

業務を実施するものとする。 

 

（引渡し等） 

第５条 物資の引渡場所は、甲が指定するものとし、その指定地までの運搬、設置

は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙が自ら運搬できない場合は、甲が

定める輸送手段により運搬するものとする。 

 

（報告及び承認） 

第６条 乙は、甲から要請を受けた業務を完了したときは、実施状況を書面（様式第

２号）により甲に報告し、甲の承認を得るものとする。 

 

（費用の負担等） 

（新規） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協定締結による追

加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式【資料編】 

 新   旧  修正理由・備考 

第７条 物資の供給に要した費用は、甲が負担するものとし、負担額は災害時直前に

おける適正な価格を基準に、甲乙協議のうえ決定するものとする。 

 

（費用の支払い） 

第８条 物資の供給に要した費用は、乙が第６条に規定する実施状況について甲の承

認を得た後、乙の請求により甲が支払うものとする。 

２ 甲は乙から前項に規定する請求があった場合、その内容を確認し、速やかに乙に

支払うものとする。 

 

（情報交換） 

第９条 甲と乙は、平常時から相互の連絡体制及び物資の供給等についての意見交換

を行い、災害時に備えるものとする。 

 

（有効期間） 

第 10条 この協定の有効期間は、締結日より起算して１年間とする。ただし、有効

期間満了日の１か月前までに、甲又は乙のいずれからも意思表示がないときは１年

間更新されたものとみなし、以後も同様とする。 

 

（協議） 

第 11条 この協定について疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項につ

いては、甲乙協議のうえ決定するものとする。 

 

 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名及び押印のうえ、各自

１通を保有するものとする。 

 

 

 

令和 ５年 ６月 ６日                       

 

甲 長野県北安曇郡池田町大字池田 3203番地 6 

 

池田町長     甕   聖 章 

 

 

乙 千葉県柏市新十余二 5番地         

三協フロンテア株式会社         

 代表取締役社長  長 妻 貴 嗣 
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１４ 通信・放送関係 

資料 14-1 無線局関係 

１ 池田町消防団無線呼出名称 

 

 

１４ 通信・放送関係 

資料 14-1 無線局関係 

１ 池田町消防団無線呼出名称 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女性隊を本部分団

の女性班としたこ

とによる変更 

 

形態 分団名 呼出名称
「北アルプス消防池田」

備　　　考

半固定 本部基地局 いけだ本部1

団長 1

副団長 2

〃 3

消防主任 4

危機管理対策室 700

ラッパ長 7

救護長 8

バイク隊長 80

9 分団長又は副分団長

10 　　　　〃

661 　　　　〃

第１分団１部 111 　　　　〃

第１分団２部 112 　　　　〃

第２分団１部 221 　　　　〃

第２分団２部 222 　　　　〃

331 　　　　〃

332 　　　　〃

第４分団１部 441 　　　　〃

第４分団２部 442 　　　　〃

第５分団１部 551 　　　　〃

第５分団２部 552 　　　　〃

81

82

83

84

85

86

池田町消防団　無線呼出一覧

第３分団

携帯
27台

バイク隊

本部分団

形態 分団名 呼出名称
「北アルプス消防池田」

備　　　考

半固定 本部基地局 いけだ本部1

団長 1

副団長 2

〃 3

消防主任 4

危機管理対策室 700

ラッパ長 7

救護長 8

バイク隊長 80

9 分団長又は副分団長

10 　　　　〃

第１分団１部 111 　　　　〃

第１分団２部 112 　　　　〃

第２分団１部 221 　　　　〃

第２分団２部 222 　　　　〃

331 　　　　〃

332 　　　　〃

第４分団１部 441 　　　　〃

第４分団２部 442 　　　　〃

第５分団１部 551 　　　　〃

第５分団２部 552 　　　　〃

女性隊長 661 　　　　〃

81

82

83

84

85

86

池田町消防団　無線呼出一覧

第３分団

携帯
27台

バイク隊

本部分団



 

 
 


